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情 郵 審 第 ※ 号  

  令 和 ５ 年 ※ 月 ※ 日  

 

 

 総 務 大 臣 

   松 本  剛 明 殿 

   

 

 

                        情報通信行政・郵政行政審議会  

                           会 長   川 濵 昇  

 

 

 

答 申 書 

 

 

 令和５年１月20日付け諮問第3160号をもって諮問された事案について、審議の結果、下記のと

おり答申する。 

 

記 

 

１ 提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別添１のとおりである。 

 

２ 本件、電気通信事業法施行規則等の一部改正については、次のとおり諮問された省令案等 

に修正を加えた上で制定することが適当と認められる。 

 

・電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号）等の一部改正案について、別添２の 

とおりとすること。 

 

以上 
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別添１ 

「電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等」に対する意見及びその考え方（案） 

（審議会への必要的諮問事項に係るもの） 
 

意見募集期間：令和５年１月 21 日（土）～同年２月 20 日（月） 

案件番号：145210033 
 

意見提出者一覧 
意見提出者 ９件（法人：９件） 

 

（提出順、敬称略） 

受付. 意見提出者 

１ 一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会 

2 日本通信株式会社 

3 株式会社ＮＴＴドコモ 

4 西日本電信電話株式会社 

5 東日本電信電話株式会社 

6 株式会社オプテージ 

7 一般社団法人テレコムサービス協会 

8 ＫＤＤＩ株式会社 

9 ソフトバンク株式会社 
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■電気通信事業法施行規則の一部改正 

・全般 

意見 考え方 
修正の 

有無 

意見１ 

● 本省令案に賛同。 

● 総務省において、協議状況について引き続き注視し、制度の見直しや施策実現

等の取組を推進することを要望。 

考え方１  

○ 卸役務については事業者間の交渉等により合意形成がなされることが基本で

あると考えますが、長年の間に亘ってモバイル音声卸料金については値下げが

行われなかったことを踏まえますと、今般、電気通信事業法施行規則等の改正

により、卸協議の適正性確保が図られ、事業者間での価格交渉等による卸役務

の料金低廉化等が期待できる環境整備を進めていただいたことに感謝申し上げ

ます。 

○ 本来、卸役務については、事業者間の自由で活発な協議によって実現するこ

とが望ましいと考えますが、卸元事業者の持つ交渉の優位性や、卸元事業者と

卸先事業者間の情報の非対称性を鑑みると、提供が義務化される卸役務の範囲

および卸元事業者が卸先事業者に対して開示する情報の範囲を明確化すること

は、事業者間の円滑な協議の実現に有効であると考えますので、本省令案の考

え方に賛同いたします。 

○ 総務省殿においては、制度運用開始以降も、卸協議の適正化が十分に進み、

卸元事業者とMVNO間の協議について問題が生じていないか等について引き続き

注視いただくとともに、更なる適正性の向上のため、制度の見直しや施策実現

等の取り組みを推進していただくことを要望いたします。 

【株式会社オプテージ】 

○ 賛同の御意見として承ります。 

○ 総務省においては、特定卸電気通信役務に係

る規律の整備後も、事業者間の協議状況等を引

き続き注視し、必要に応じて更なる措置につい

て検討することが適当と考えます。 

無 

意見２ 

● 省令案に賛同。 

● 「接続」が存在しない、または不十分である機能や役務の開放においては「卸」

が非常に重要であり、第二種指定事業者の持つ圧倒的な交渉の優位性、第二種指

定事業者とＭＶＮＯ間の情報の非対称性を踏まえると、このような機能や役務の

開放においては、一定の規律を設けることが適当。 

● ５Ｇ（ＳＡ方式）に係る協議状況については総務省において特に注視しつつ、

必要に応じて更なる制度整備等について検討することを要望。 

考え方２  
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意見 考え方 
修正の 

有無 

○ 周波数資源の有限希少性に起因して、設備を保有するMNOの数が少数に限定さ

れる構造が避けらないなか、モバイル市場における競争活性化のためにMVNOは

重要な存在であり、「設備を保有するMNO」と「保有しないMVNO」が同じ条件で

設備を利用することができるイコールフッティングの確保は必要不可欠と考え

るところ、MNOとMVNO間の卸協議が適切かつ円滑に行われるための制度整備を進

めていただいたことに感謝申し上げます。 

○ MVNOがMNOの設備を利用する形態は、大きく「接続」と「卸」の2種類あると

ころ、「接続」は公平性を重視し、厳格なルールにより運用されることが望まし

い一方で、「卸」についてはイノベーションを促進する観点から、MNOとMVNO間

の協議により合意形成が図られることが望ましく、「接続」と「卸」がバランス

よく機能し、それぞれがMVNOの選択肢となることで、MVNOにおいてより柔軟で

競争力ある事業展開が可能となり、ひいてはMNOとMVNO間の公正な競争環境の確

保に資するものと考えます。 

○ しかしながら、「接続」が存在しない、または不十分である機能や役務の開放

においては「卸」が非常に重要であり、例えばモバイル音声卸役務の料金につ

いて、政策的後押しがなされるまで、長期にわたり見直されず高止まりしてい

たことを鑑みると、適切かつ円滑に第二種指定事業者とMVNO間の卸協議が行わ

れるための環境の整備が求められます。イノベーションを促進する観点から、

本来、卸役務に関する規律は最小限とすべきでありますが、第二種指定事業者

の持つ圧倒的な交渉の優位性、第二種指定事業者とMVNO間の情報の非対称性を

踏まえると、このような機能や役務の開放においては、MNOとMVNO間の公正な競

争環境の確保のために、一定の規律を設けることが適当と考えます。 

【一般社団法人テレコムサービス協会・ＭＶＮＯ委員会】 

○ 賛同の御意見として承ります。 

○ 総務省においては、特定卸電気通信役務に係

る規律の整備後も、事業者間の協議状況等を引

き続き注視し、必要に応じて更なる措置につい

て検討することが適当と考えます。 

 

無 

○ MNOと同種のサービスを提供するMVNOへの第二種指定設備を用いた卸役務は、

第二種指定事業者の持つ圧倒的な交渉の優位性やMVNOとの情報の非対称性に加

え他社からの代替的な卸の調達が困難であることを踏まえると、MNOとMVNO間の

公正な競争環境の確保のためにはMNOと同種のサービスを提供するMVNOへの第二

種指定設備を用いた卸役務については原則として全てを特定卸電気通信役務と

すべきであると考えます。 

○ この点、本省令案で第二種指定事業者の「携帯電話」、「BWAアクセスサービ

ス」に加えて「セルラーLPWA」を特定卸電気通信役務の対象としてお示しいた

だいたことは、今後拡大が予想されるIoT市場の競争環境の適正性確保の面から

4



意見 考え方 
修正の 

有無 

重要と考えます。 

○ 一方、特定卸電気通信役務の範囲について、第二種指定事業者が「その利用

者に対して現に提供していないものを除く」とされているところ、今後、MNO各

社が5G(SA方式)にてスライシングやMECなどの技術を活用した高度なサービス・

ソリューションを実現することが想定されることから、MVNOが同時期に同等の

サービスを実現するためには、そのサービス仕様等が具体的になった時点で

MVNOとの卸協議について積極的に取り組むことが必要と考えます。 

○ この点、MNOとMVNOに差が生じた状態で5G（SA方式）を用いたサービスが提供

開始されることは、公正競争の観点から望ましくなく、ひいてはMVNO振興を含

む競争政策を後退させ、Society 5.0の実現をも阻害することとなると考えるた

め、総務省においては5G（SA方式）に係る卸協議の状況を注視いただきつつ、

必要に応じて更なる制度整備等について検討いただくようお願い申し上げま

す。 

【一般社団法人テレコムサービス協会・ＭＶＮＯ委員会】 

意見３ 

● 本省令案の考え方に賛同。 

● 卸料金の内訳や卸料金の中長期的な金額水準についても提示いただくことで、

卸協議の円滑化が進むことを期待。 

● 総務省においては、今後も卸協議の円滑化・適正化が十分に進み、課題が生じ

ていないか等を引き続き注視するようお願いする。 

● 光サービス卸の卸料金は接続料との連動性が確保される必要があり、今後も継

続的に卸料金の値下げが行われる必要。 

考え方３  

○ 特定卸電気通信役務の範囲に「光IP電話」が規定されたこと、また、情報提

示義務を課す事項については、「接続料相当額の水準を表す指数（接続料相当額

指数）」の提示を義務づけることとした本省令案の考え方に賛同いたします。 

○ しかしながら、公正競争の観点、及び事業運営に影響が大きいことから、卸

料金の内訳（接続料相当額、光サービス卸の運営に係るコスト、卸先事業者の

支援に係るコスト）や卸料金の中長期的な金額水準についても、今後開示して

いただくことで、更に卸協議の円滑化が進むことを期待します。 

○ 総務省殿においては、本省令案に基づき、今後も卸協議の円滑化・適正化が

十分に進み、卸元事業者と卸先事業者の卸協議において課題が生じていないか

等について引き続き注視いただくようお願いいたします。 

○ 賛同の御意見として承ります。 

○ 総務省においては、特定卸電気通信役務に係

る規律の整備後も、事業者間の協議状況等を引

き続き注視し、必要に応じて更なる措置につい

て検討することが適当と考えます。 

無 
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意見 考え方 
修正の 

有無 

○ また、光サービス卸の卸料金については、これまでも意見提起してきたとお

り、2015年以降値下げが続く接続料との一定の連動性が確保されるべきものと

認識しており、卸料金と卸料金の原価にあたる接続料相当額の乖離が大きくな

っていかないよう、今後も継続的に卸料金の値下げが行われる必要があると考

えます。 

【一般社団法人テレコムサービス協会・ＦＶＮＯ委員会】 

意見４ 

● 本省令案等について、新たな市場創出の機会減退、また、「卸」における事業者

間の自由な対話の阻害されることがないよう、適切なルール整備を図ることを要

望。 

● 今後もパートナーとの対話において、提供可能な情報を開示し、協議の円滑化

に努めていく所存。 

考え方４  

○ 当社は電気通信市場の更なる発展に向けて、多様なパートナーとともに連携

し、新たなサービスの創出を図っていきたいと考えております。このようなサ

ービスの創意工夫の実現にあたっては、多様なパートナーと対話が重要である

と考えます。 

○ 当社はこれまでもMVNOを含むパートナーからのご要望に対して真摯に対応

し、課題解決策をご提案する等、協議を通じて合意形成が図れるよう努めてま

いりました。 

○ 今般の省令改正や「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関す

るガイドライン」（以下、「MVNOガイドライン」という）改定にあたっては、過

度な措置によって、新たな市場創出の機会を減退させることのないよう、ま

た、「接続」と異なる「卸」における事業者間の自由な対話が阻害されることが

ないよう、十分に考慮しながら適切なルール整備を図っていただくことを要望

いたします。 

○ 当社は今後もパートナーとの対話において、提供可能な情報を開示し、協議

の円滑化に努めていく所存であり、その考えの下、以下（注１）のとおり意見書

を提出致します。 

（注１）その他のＫＤＤＩ株式会社意見 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

○ 御意見については、参考として承ります。 無 

意見５ 

● 「指定設備卸役務の卸料金の検証の運用に関するガイドライン」に基づく検証

考え方５  
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意見 考え方 
修正の 

有無 

におけるＮＴＴ東日本・西日本の説明は不十分であり、本省令案の改正の目的に

照らしても、より詳細な説明が必要。 

● 光サービス卸については、その原価の大部分を占める加入ダークファイバ接続

料の改定と同時期に卸料金の改定を行うべき。 

○ 本省令案等の改正の目的は、卸役務に関する卸元事業者と卸先事業者間の協

議の適正化を図るため、卸役務の提供義務と料金算定方法の開示義務を卸元事

業者に課すことと認識しております。この料金算定方法の開示に先行する取り

組みとしては、「指定設備卸役務の卸料金の検証の運用に関するガイドライン」

に基づく、指定設備卸役務の提供料金等が適正に定められていることの検証が

あり、卸料金で回収する費用等について説明（情報開示）がなされています

が、次の通り説明が不十分と思われる点があります。 卸協議の適正性担保の観

点からはこれらについても、より詳細な説明が必要であると考えます。 

 

① 東日本電信電話株式会社殿（以下、「NTT東日本殿」といいます。）及び西日

本電信電話株式会社殿（以下、「NTT西日本殿」といいます。）（以下、あわせ

て「NTT東西殿」といいます。）の1ユーザあたり接続料相当額で1割程度の差

があるとされ、また、卸料金と接続料相当額の差分で回収されるべき費用に

ついて東西で差が生じているとの説明がないにもかかわらず、NTT東西殿の卸

料金が同額設定となっており、コスト差分が生じていながら卸料金が同額と

なる検証結果を妥当とする十分な説明がなされてないこと。 

② 2015年以降値下げが続く接続料との⼀定の連動性が確保されるべきものと

認識しており、卸料金と卸料金の原価にあたる接続料相当額の乖離が⼤きく

なっていることの理由が明らかでないこと 

 

○ 加えて、加入ダークファイバ（シェアドアクセス）の接続料に関しては、年

度毎に料金が算定され、4月に単金が改定されるところ、原価の大部分を加入ダ

ークファイバが占める光サービス卸に関しては同時期に卸料金の改定がなされ

ていません。卸原価の一部である接続料相当額は接続料と連動するものである

ため、接続料改定時には、併せて卸料⾦の同時期での改定も実施すべきと考え

ます。 

【ソフトバンク株式会社】 

○ 「指定設備卸役務の卸料金の検証の運用のガ

イドライン」に基づく検証においては、ＮＴＴ

東日本・西日本の光サービス卸の代替性が「不

十分」と評価され、以降、適正な交渉を促進す

るための透明性確保を目的として、卸料金と接

続料相当額の差分の妥当性をＮＴＴ東日本・西

日本自身が検証していると承知しています。 

○ 総務省においては、以上の検証の結果も含

め、指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務

の料金の低廉化・提供条件の柔軟化等の進展状

況を引き続き注視し、必要に応じて更なる措置

について検討することが適当と考えます。 

無 
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・卸電気通信役務に関する届出事項の整理（第 25条の７） 

意見 考え方 
修正の 

有無 

意見６ 

● 特定卸電気通信役務のうち、通信モジュール向けに提供するものについては、

過去に「イノベーションを阻害しないようする観点」から卸届出の対象外とした

ものであり、今回の省令改正においても引き続き対象外とすることを要望。 

考え方６  

○ これまで、携帯電話として通信モジュール向けに提供するものは、「イノベー

ションを阻害しないようにする観点（電気通信事業部会（第66回）議事録より

（2015年11月））」から卸届出の対象外と整理されたと認識しております。 

○ 通信モジュール向けに提供するものは、様々な業種のパートナー企業と連携

し、回線とソリューション等をセットで提供することにより新事業・新サービ

ス等のイノベーションを創出するものであり、卸届出制度が整備された当時と

今の状況は変わりません。 

○ パートナー企業を含め、このようなイノベーションを創出する営みを萎縮さ

せないようにする観点から、特定卸電気通信役務として通信モジュール向けに

提供するものは、卸届出の対象外にすべきと考えます。 

○ 仮に届出の対象とする場合でも、当該電気通信事業者とパートナー企業との

間で秘密保持契約等を締結しているにも関わらず、ビジネスモデルやコスト構

造等の秘密情報を開示されることは、イノベーションを創出する営みを萎縮さ

せることから、卸届出の内容は、一切公表すべきではないと考えます。 

【株式会社ＮＴＴドコモ】 

○ 通信モジュール向けに提供する携帯電話又

はＢＷＡアクセスサービスについては、電気通

信事業者によるイノベーションを阻害しない

ようにする観点から、詳細な届出を義務付ける

卸電気通信役務の対象から除外しているとこ

ろであり、通信モジュール向けに提供する電気

通信役務については、現在においても引き続き

イノベーションを阻害しないようにする観点

は重要であると考えます。 

○ そのため、原案を次のとおり修正することが

適当と考えます。 

・ 詳細な届出を義務付ける卸電気通信役務の

対象に、通信モジュール向けに提供する特定

卸電気通信役務を加えないこと。 

有 

○ 左記（注２）の改正案では、これまでの卸電気通信役務の届出対象に、新たに

特定卸電気通信役務を加えるものであり、具体的には以下のとおり携帯電話、

全国BWAアクセスサービス、セルラーLPWAが追加されると理解いたします。 

○ 現行の卸電気通信役務と特定卸電気通信役務の重複部分を除くと、結果的

現状の届出対象 特定卸電気通信役務 

（追加） 

携帯電話 

（3G、3.9-4G、5G） 

全国BWAアクセスサービス 

地域BWAアクセスサービス 

自営等BWAアクセスサービス 

※通信モジュールを除く 

携帯電話 

（3.9-4G、5G） 

全国BWAアクセスサービス 

セルラーLPWA 

 

※通信モジュールが含まれる 
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意見 考え方 
修正の 

有無 

に、セルラーLPWA及び通信モジュール全般が届出対象として追加されるものと

読み取れますが、卸電気通信役務の届出対象の拡大については「接続料の算定

等に関する研究会（以下、「研究会」という）」において検討・議論は全くなさ

れておらず、左記（注２）のような省令改正を実施することは唐突であり、適

切とは考えられません。 

○ 特に、通信モジュールについては、特定卸電気通信役務の検討範囲としても

明示的に取り扱われておらず、研究会において特段の議論もされておりませ

ん。この点からも、左記（注２）の改正案は、今回の研究会での議論を反映し

たものとは言い難いと考えます。 

○ なお、現行の卸電気通信役務の事後届出制は、2015年に検討された移動通信

分野における禁止行為規制の緩和に関連し、卸売サービスの本格化に伴う影響

についても検討された結果、以下のとおり期待と懸念の両方の観点から卸電気

通信役務の届出対象が整理され、特定の業務の用に供する通信に用途が限定さ

れた通信モジュール（*1）は除外されています。 

 多様な業種の企業との連携を通じた新事業・新サービス創出が期待 

 他方、大規模事業者が提供するものについては、公正競争環境を阻害する懸

念 

○ 現在も移動通信市場においては、「多様な業種の企業との連携を通じた新事

業・新サービスの創出が期待」され、MNO間での競争が進展している状況に変わ

りはありません。 

○ また、今般の卸協議の適正化では、卸電気通信役務に係るMVNO（移動通信サ

ービスを提供する電気通信事業者）等との協議の適正化を図ることを目的に検

討され、「ソリューション型役務」の取扱いについては議論の結果、以下のとお

り論点整理がなされています。 

 「パートナー企業の知的財産権が侵害される場合」については役務の提供を

拒むことができる「正当な理由」に該当 

 法人顧客との取引において、回線部分の原価を提示することはMNOが競争上不

利な立場に置かれることとなることから、「ソリューション型役務に係る情報

提示を求められた場合」については、基本的に情報提示を拒むことができる

「正当な理由」に該当 

○ 特に通信モジュールは、例えば、カーナビ、遠隔監視端末、位置情報端末、

ホームセキュリティ用機器等のサービス提供の付加価値的な１パーツとして、
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意見 考え方 
修正の 

有無 

パートナー企業の要望を踏まえ、両者協力の下に様々な課題解決を図りながら

提供されているものであり、まさに、両者のノウハウ（*2）を織り込んだ個別

ソリューションとなります。 

○ こうした個別ソリューションには、パートナー企業の知的財産権が含まれる

可能性が高く、特定卸電気通信役務の提供を拒める正当な理由に該当する可能

性も高いと認識しており、このようなものを届出対象に加えることは今般の制

度に例外規定を設けた主旨にも沿わないものと考えます。 

 

○ 通信モジュールの扱いについて、仮に特定卸電気通信役務の対象とする、さ

らには届出対象に含めるという制度整理を行う場合には、前述のような状況を

踏まえ、改めて慎重な議論を行う必要があると考えます。 

 

*1：音声サービス・データサービスの区分にかかわらず、特定の業務の用に供す

る通信に用途が限定されている携帯電話、PHSまたはBWAアクセスサービス 

 

*2：設備、端末、ネットワークの構成、スペック、設定値等を個別カスタマイズ

して提供するもの 

（注２）本省令案による改正後の電気通信事業法施行規則第25条の７第４項の表の上欄二の項 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

○ 電気通信事業法（令和5年6月16日施行）第三十八条の二第一項に規定の届出

について、現行も実施している電気通信事業者の電気通信事業の用に供する携

帯電話若しくはBWAアクセスサービスに関する届出（以下、「現行の届出」とい

います。）においては、通信モジュール向けに提供するものが対象外とされてい

る一方で、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案（以下、「本省令

案」といいます。）では特定卸電気通信役務に関する届出について、通信モジュ

ール向けに提供するものが届出対象とされていますが、そうした議論は接続料

の算定等に関する研究会（以下、「研究会」といいます。）等においても実施さ

れていない理解であり、まずは次のような観点も踏まえ研究会の場で議論すべ

きと考えます。 

 

・ 現行の届出に関する整理がされた第66回情報通信行政・郵政行政審議会電

気通信事業部会（平成27年11月10日）においては、「移動通信市場におきまし
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意見 考え方 
修正の 

有無 

ては、M2Mによる新事業、新サービスの創出が期待をされており（中略）イノ

ベーションを阻害しないようにする観点から、通信モジュール向けのものは

除いた」（同電気通信事業部会議事録より抜粋）とされているところ、令和4

年版情報通信白書（総務省）においても「スマートフォンやIoT などを通じ

て、様々なヒト・モノ・組織がインターネットにつながり、大量のデジタル

データの生成・集積が飛躍的に進展するとともに、AI によるデータ解析など

を駆使した結果が現実社会にフィードバックされ、様々な社会的課題を解決

するSociety 5.0 の実現が指向されている」と記載されているとおり、現時

点においてもM2MやIoTによる新事業、新サービスの創出が期待される状況に

変化はないと考えられ、特定卸電気通信役務に関する届出においても、イノ

ベーションを阻害しないようにする観点から、通信モジュール向けに提供す

るものは除くことが適切と考えられること 

・ 通信モジュール向けに提供される卸電気通信役務は、回線とサービスを一

体で提供することによるBtoBtoX型のビジネスであり、当該ビジネスに係る特

定卸電気通信役務については、MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用

関係に関するガイドライン（以下、「MVNOガイドライン」といいます。）の改

正案においても、役務提供や情報提示を拒むことのできる正当な理由の一例

として挙げられていることからも、特定卸電気通信役務に関する届出対象か

ら除外することが適切と考えられること 

【ソフトバンク株式会社】 
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・特定卸電気通信役務の範囲（第 25条の７の５） 

意見 考え方 
修正の 

有無 

意見７ 

● 現時点で特定卸電気通信役務に該当するものであっても、今後新規受付停止及

び提供終了時期を表明した場合には、速やかに省令・ガイドライン改正によって

対応することを要望。 

考え方７  

○ 3Gサービスは、「卸協議の適正性の確保に係る制度整備に関する骨子案（接続

料の算定等に関する研究会（第66回）（2022年12月21日））」において、終了予定

の役務として、特定卸電気通信役務の範囲から除外すべきとの考え方が示され

ております。 

○ 4Gサービス等は、特定卸電気通信役務の範囲に指定されておりますが、一部

の二種指定事業者が4Gサービス等の新規受付を停止するとともに提供終了時期

を明らかにした場合は、他の二種指定事業者の動向を確認した上で、速やかに

省令改正を行い、特定卸電気通信役務の範囲から除外すべきと考えます。 

○ また、省令改正が行われるまでの間、一部の二種指定事業者が4Gサービス等

の新規受付を停止するとともに提供終了時期を明らかにした場合、当該事業者

が4Gサービス等の新たな卸電気通信役務の提供を拒むことは、5Gサービス等へ

の円滑な移行に支障が生じる等の観点から、事業法第38条の2第2項の合理的な

拒否事由に該当すると整理すべきと考えます。 

【株式会社ＮＴＴドコモ】 

○ 特定卸電気通信役務の範囲については、市場

の競争環境の変化に合わせて柔軟に見直すこ

とが必要であると認識しており、今後、新たに

特定卸電気通信役務に追加すべき卸電気通信

役務が提供開始された場合や、役務提供終了等

により除外すべき卸電気通信役務が明らかと

なった場合には、必要に応じて対応することが

適当と考えます。 

○ また、特定卸電気通信役務の提供義務及び情

報提示義務を拒むことのできる「正当な理由」

については、総務省において、引き続き事例を

蓄積し、必要に応じて追加の判断をすることが

適当と考えます。 

無 

○ 電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ない卸電気通信役務と

して、本省令案やMVNOガイドライン改正案で明記されているのは、「当該電気通

信役務を提供する電気通信事業者が、その利用者に対して現に提供していない

もの」、「付加的に提供される役務」のみですが、研究会において整理されたと

おり、左記（注３）一号から三号のサービス（以下、「左記サービス」といいま

す。）の内、下記サービスは同様に特定卸電気通信役務に含まないものと理解し

ています。 

 

【左記サービスの内、適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして、特定卸

電気通信役務に含まないもの】 

① MNOが現に自社の利用者向けに提供していないもの（5G（SA方式）の一部

形態による提供を含む。） 

② MNOが自社の利用者向けに提供の終了予告をしているもの又は終了を予定
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意見 考え方 
修正の 

有無 

しているもの 

③ 携帯電話サービス及び全国BWAサービスに付随して提供されるもの 

④ 競争を目的としていないもの 

※第65回研究会（令和4年11月30日）資料65-4より抜粋 

（注３）本省令案による改正後の電気通信事業法施行規則第25条の７の５ 

【ソフトバンク株式会社】 

意見８ 

● 卸電気通信役務の制度趣旨を踏まえれば、今般の規制の対象は必要最小限の範

囲に限られるべき。 

● 光ＩＰ電話については、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が大

きいとは言えず、現時点においても特定卸電気通信役務とする必要はない。 

考え方８  

＜光IP電話を特定卸電気通信役務の対象とすることについて＞ 

○ 「役務の柔軟性を確保するため相対契約を基本とする」というのが現行の卸

役務の制度趣旨であることを踏まえれば、規制対象は卸の制度趣旨を損なわな

い必要最小限の範囲に限られるべきであると考えます。 

○ 今回の省令改正案においては、当社の光ファイバを用いたIP電話（以下、光

IP電話）を特定卸電気通信役務の対象として整理されていますが、双方向番号

ポータビリティの実現までの間の時限的な措置とはいえ、以下の観点を踏まえ

れば、光IP電話は電気通信事業者間の適正な競争環境に及ぼす影響が大きいと

は言えず、現時点においても特定卸電気通信役務とする必要はないと考えま

す。 

 

・ 無料アプリ通話やSNS等の隆盛により、電話サービスは多様なコミュニケー

ション手段の１つに過ぎなくなり、競争に与える影響は著しく低下している

こと 

・ 電話サービス市場（固定・モバイル）における当社の光IP電話が占める割

合は小さく（約５％）、通話市場自体も縮小傾向であること 

・ 接続メニューである優先転送機能を用いた0ABJ-IP電話サービスを自ら提供

することが可能であること（現に光コラボとセットで、2社が接続により提供

中） 

・ ビジネスユーザ（36%）と比べてマスユーザ（19%）におけるひかり電話卸

のセット販売率は低く、マス市場における光IP電話の影響度合いは限定的で

○ 今般整備された規律の対象となる卸電気通

信役務は、電気通信事業法の一部を改正する法

律（令和４年法律第70号）による改正後の電気

通信事業法（昭和59年法律第86号）第38条の２

第２項の規定のとおり、指定電気通信設備を用

いるものであって、「電気通信事業者間の適正

な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして

総務省令で定めるもの以外」です。 

○ この点、光ＩＰ電話については、ＮＴＴ東日

本・西日本の光ＩＰ電話卸のシェアは固定電話

サービス（050番号を利用するものを除く。）中

17.0％（令和４年度第１四半期の電気通信サー

ビスの契約数及びシェアに基づく。）を占める

ところ、双方向番号ポータビリティが可能とな

る令和７年１月までの間については、特に法人

利用者において固定電話番号を変更したくな

いという需要があることを踏まえると、御意見

にあるような観点を考慮しても、事業者間の競

争関係に与える影響が少ないとは言えず、光Ｉ

Ｐ電話を特定卸電気通信役務の範囲に含める

本省令案は適当と考えます。 

無 
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意見 考え方 
修正の 

有無 

あること 

【東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社】 

意見９ 

● 総務省において、制度運用開始時にMNO各社が対象とする役務の適正性を確認

するとともに、以降の協議状況を注視し、協議の状況によってルール整備などを

検討することを要望。 

考え方９  

○ 特定卸電気通信役務の対象については、MNOが現に自社の利用者向けに提供し

ていないものは対象から除くと示されているところ、5G（SA方式）については

商用サービスや実証実験などが複合的に提供されることも想定され、その解釈

はMNOごとに様々であると考えられます。特に5G（SA方式）においては、「超高

速」、「多数同時接続」、「超低遅延」などの主要となる具体的な機能について、

特定卸電気通信役務の対象か否かについて明確化することが、MNOとMVNO間の協

議の円滑化に寄与すると考えます。 

○ この点、総務省殿においては、卸協議の適正性・透明性の確保の観点から、

制度運用開始時にMNO各社が対象とする役務の適正性をご確認いただくととも

に、以降の協議状況について注視いただいたうえで、協議の状況によってはMNO

各社による対象役務の適宜公表を求めるためのルール整備などをご検討いただ

くことを要望いたします。 

【株式会社オプテージ】 

○ 総務省においては、特定卸電気通信役務に係

る規律の整備後も、事業者間の協議状況等を引

き続き注視することが適当と考えます。 

無 
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・情報提示義務を課す事項（第 25条の７の６） 

意見 考え方 
修正の 

有無 

意見10 

● ＦＴＴＨアクセスサービスについても、接続料相当額そのものの提示義務を課

すべき。 

● 光サービス卸では、接続料が大きく下がったにもかかわらず、卸料金が高止ま

りしており、ユーザ料金の低廉化に結びついていない。 

● 光サービス卸は本来接続でも利用できるようにすべきだが、当面光サービス卸

が接続を代替するのであれば、接続同等の透明性を確保する制度が必要。光サー

ビス卸では接続と異なり、ＮＴＴ東西の判断で用意されたサービスを利用するこ

とになるが、その中には電気通信事業者である卸先事業者が本来必要としないも

のも含まれている中で、その対価に係る情報がなければ、卸先事業者が対等に料

金交渉することは困難。 

考え方10  

○ 省令案において「電気通信事業者の電気通信事業の用に供するＦＴＴＨアク

セスサービスに係る前項第一号の事項の提示については、接続料相当額に代え

て、接続料相当額の水準を表すものとして次の式により算定した数（以下この

項において『接続料相当額指数』という。）を提示すれば足りる。」とされてい

る点については、指定設備卸の協議の円滑化の政策をFTTHだけ特別に後退させ

る必要はないため、接続料相当額そのものを提示する義務を課すべきです。 

○ 指定設備はNTT東西の利用部門を含め、多くの事業者が同じ条件で接続するこ

とで、競争が進展し、ユーザ料金の低廉化などのメリットがもたらされます

（接続料の算定等に関する研究会第64回会合での当協会資料p4など）。しかし光

サービス卸では、接続料が大きく下がったにもかかわらず卸料金が高止まりす

るなど、ユーザ料金の低廉化に結び付いていません（第50回会合での当協会資

料p14など）。 

○ 当協会では従来から、光サービス卸は本来接続でも利用できるようにすべき

機能であると主張しています。ユーザ単位の接続料が設定されれば、認可の過

程で接続料が「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金

額」になることが制度上確保されることとなり、ユーザ料金の低廉化などのメ

リットがあると考えているからです。 

○ 光サービス卸が当面接続を代替するのであれば、制度面で接続同等の透明性

が図られなければなりません。接続であれば接続事業者が必要な機能を自由に

組み合わせられますが、卸ではNTT東西の判断で用意したサービスを利用するこ

○ 卸元事業者が提示する情報の不足を補い、特

定卸電気通信役務の提供に係る協議の適正性

を確保する観点からは、いずれの特定卸電気通

信役務に関しても接続料相当額の提示義務を

課すことが望ましいものの、ＦＴＴＨアクセス

サービスについては、卸先事業者が自ら営む自

己設置又は接続によりＦＴＴＨアクセスサー

ビスを提供する事業において接続料相当額か

ら得られる情報を活用した場合、卸元事業者が

一方的に競争上の不利益を被るといった競争

状況への影響等を勘案し、接続料相当額指数を

提示するものとしている本省令案は適当と考

えます。 

○ その上で、総務省においては、ＦＴＴＨアク

セスサービスにおいて当該指数を提示するこ

とが協議に与える影響を継続的に注視し、当該

指数の提示によって協議の適正性の確保等が

図られない状況にあると認められる場合には、

改めて対応を検討すること適当と考えます。 

○ その他、接続料の算定等に関する研究会にお

無 
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意見 考え方 
修正の 

有無 

とになります。この中には電気通信事業者である卸先が通常必要としないサー

ビス（電気通信事業への参入コンサルティングなど）が含まれており、その対

価も卸料金に含まれることが想定されますが、卸料金のうち接続料相当額が何

円、各種サービスの対価が何円との情報がなければ、接続事業者が対等な料金

交渉をすることが困難です。また、そもそも卸価格に対する接続料の割合が不

明の中で接続料相当額の前年比だけが提示されたとしても，傾向をつかむ程度

のことはできても、卸先事業者にとってそれ以上の検証は困難です。 

○ 法令で指定設備卸について原則として接続料相当額を提示すべきとしたの

は、このような趣旨によるものと思いますので、競争の促進、ひいては利用者

の利益のためにも、FTTHだけは指数の提示で足りるとの例外は設けるべきでは

ありません。 

○ なお、NTT東西は第64回会合において、「卸料金を接続料相当額に連動させる

ということは、卸先事業者が、ユーザ数の少ない段階において、卸元事業者が

負った設備投資リスク（赤字の負担）を負わずに利益のみを享受することに他

ならない。」（資料64-1 p5）と主張されます。しかし、透明性確保の問題と適切

な費用負担の問題は別の議論であり、投資のリスクを負った事業者が投資を回

収することまで否定するものではありません。 

○ この点については、第67回会合でテレコムサービス協会FVNO委員会が佐藤先

生の質問に回答しているとおり（資料67-1）、卸料金は通常接続料相当額に上乗

せする形で設定されるため、ユーザ数が少ない段階では卸料金も相対的に高く

なり、卸料金で接続料相当額を回収できないことは通常考えられないことか

ら、NTT東西資料p5右グラフのような状態にはならないと考えます。（仮にその

ような状態が続く場合、価格圧搾の問題が生じると考えられます。） 

【一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会】 

ける議論に係る御意見については、参考として

承ります。 

意見11 

● 接続料相当額について接続料と比較可能な形式で提示されることを要望。 

考え方11  

○ 1）「接続料相当額は、当該特定卸電気通信役務の料金が設定されている単位

と同一の単位で算定する」ものとされておりますが、音声接続料について、接

続約款では秒単位で設定されているため、音声卸料金に関する接続料相当額に

ついても、秒単位で算定され、提示されることを要望します。 

○ 2）「接続料相当額」が「当該特定卸電気通信役務の料金が設定されている単

位と同一の単位で算定」して提示された場合、接続約款との照合ができず、接

○ 卸元事業者においては、接続料相当額の提示

に当たり、接続約款との対応関係や接続料相当

額の算定方法について適切に説明することが

適当であると考えます。 

無 
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意見 考え方 
修正の 

有無 

続料に相当する額であるのかを確認することができません。そのため、「接続料

相当額」の適正性を検証することのできる仕組みを設けることを要望します。 

【日本通信株式会社】 

意見12 

● 特定卸電気通信役務に関する情報提示について、ＭＮＯがＭＶＮＯに対して負

担すべき金額その他の条件を提示する前であれば接続料相当額等の提示義務が

係る仕組みとなっているが、負担すべき金額その他の条件が提示された後であっ

ても接続料相当額等が提示されることを要望。 

考え方12  

○ 3）改正後の電気通信事業法第38条の2第3項では、特定卸電気通信役務を提供

する事業者が当該特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結の申入れを受

けた場合、当該申入れをした電気通信事業者の負担すべき金額その他の条件を

提示することで、当該申入れをした電気通信事業者から負担すべき金額の算定

方法および接続料相当額の提示を求められても、拒むことができます。このよ

うな手段を残したままでは、今回の省令案の実効性は失われるため、特定卸電

気通信役務に係る情報の提示は、特定卸電気通信役務を提供する事業者による

条件提示の前後を問わず可能とすることを要望します。 

【日本通信株式会社】 

○ 卸先事業者が卸元事業者に対して「協議の円

滑化に資する事項」を求めることのできる期間

については、本省令案ではなく、改正電気通信

事業法において規定されている事項ですが、卸

元事業者においては、規定の趣旨を踏まえて適

切に情報提供することが適当であると考えま

す。 

無 

意見13 

● ＦＴＴＨアクセスサービスについて、接続料相当額に代えて接続料相当額

指数の提示義務を課す本省令案の整理は適切。 

考え方13  

＜FTTHアクセスサービスに係る接続料相当額指数の開示について＞ 

○ FTTHアクセスサービスに係る接続料相当額はサービス原価そのものであり、

卸先事業者の中に自己設置もしくは接続によるサービス提供を行う事業者も含

まれる中、その開示義務を課すことにより当社のみが一方的に競争上の不利益

を被ることに加え、設備構築事業者とサービス提供事業者の間およびサービス

提供事業者の間の健全な競争を歪めることになるなど、競争の根幹を成す極め

て重要な経営情報であることから、開示義務を課すべきではなく、FTTHアクセ

スサービスについては、接続料相当額に代えて、接続料相当額指数を開示する

とした本改正案の整理は適切であると考えます。 

【東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社】 

○ 賛同の御意見として承ります。 無 

意見14 

● ＦＴＴＨアクセスサービスの接続料相当額指数は、当該年度の指数を卸先

考え方14  

17



意見 考え方 
修正の 

有無 

事業者にタイムリーに開示する観点から、接続料認可申請時に行うスタック

テストで用いる数値を基に算定する考え。 

＜FTTHアクセスサービスに係る接続料相当額指数の算定方法について＞ 

○ FTTHアクセスサービスに係る接続料相当額指数については、当該年度の指数

を卸先事業者にタイムリーに開示する観点から、当該年度の前年度実績を用い

る卸料金検証における接続料相当額を基にした指数ではなく、当該年度の接続

料認可申請時におけるスタックテストで用いた接続料相当額（当該年度に適用

される接続料と当該年度の予測需要や収容率等を用いて算定される接続料相当

額）を基にした指数を算定し提示する考えです。 

【東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社】 

○ 本省令案では、接続料相当額指数を「接続料

相当額指数を提示する日における当該特定卸

電気通信役務に係る接続料相当額」をもとに算

定することとしていますが、その算定にあたっ

ては、卸元事業者において有する最新の情報を

用いることが適当と考えます。 

無 

意見15 

● 光ＩＰ電話の接続料相当額として、コストの最小単位である接続料単金を

提示する考え。 

考え方15  

＜光IP電話の接続料相当額の開示について＞ 

○ 光IP電話に係る接続料相当額は、卸料金の設定単位である基本料と通話料に

対応した分計や、通話料の設定単位（0ABJ着、050着、携帯着、国際）毎の分計

ができないため、コストの最小単位である接続料単金（通信回数・通信時間

毎）を提示する考えです。 

【東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社】 

○ 本省令案による改正後の電気通信事業法施

行規則第25条の７の５第３号に規定する電気

通信役務（別に告示で定める特定卸電気通信役

務）については、接続料相当額の提示につき、

当該特定卸電気通信役務と同一の単位で算定

することができない合理的な理由があるとき

は、当該特定卸電気通信役務の提供の態様に照

らして適切な単位で算定することを許容して

いますが、その規定を適用する場合であって

も、卸元事業者は、本省令案の趣旨を踏まえて、

協議の円滑化に十分に資する形で提示するこ

とが望ましいと考えます。 

無 

意見16 

● 接続料相当額の提示に当たっては、算定の考え方等がＭＶＮＯへ提示され

ることが重要。 

● ５Ｇ（ＳＡ方式）を始めとした新たな卸役務については協議の端緒となる

情報や情報開示のスケジュールが適切に開示されることを期待。 

考え方16  

○ 情報提示義務を課す事項については、料金の内訳や料金水準の納得性に資す

る情報の提示が協議の円滑化に繋がると考えておりますが、「接続料相当額」の

○ 卸元事業者においては、提供可能な情報につ

いて適切に提示することが望ましいと考えま

無 
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意見 考え方 
修正の 

有無 

提示にあたっては、算定の考え方等をあわせてMVNOへ提示いただくことで、納

得性や透明性が高まり、卸協議の適正性の確保に繋がると考えます。 

○ 加えて、5G（SA方式）をはじめとした新たな卸役務について、MVNOがMNOと同

時期に、MNOと同等の自由度でもって扱うことができるよう、協議の端緒となる

MNOが実装する機能の全体像、提供開始時期や提供までの情報開示スケジュール

等が適切に開示されることを期待いたします。 

【株式会社オプテージ】 

す。 

○ 情報提示義務を課す事項については、料金の内訳や料金水準の納得性に資す

る情報の速やかな提示を必須とすることが協議の円滑化に繋がると考えるた

め、「接続料相当額」、「特定卸電気通信役務に関する料金と接続料相当額との差

額の用途」を対象とする本省令案の考え方に賛同いたします。 

○ 一方で、新規の卸役務等については、MNOとMVNOのイコールフッティングの観

点から、MNOと同等のサービスをMVNOも同時期に利用者向けに提供できるよう、

MVNOの対応期間を勘案し、協議の端緒となりうる以下の情報を遅滞なくMVNOに

提供すべきことをガイドライン等に盛り込むことが望ましいと考えます。 

 

＜5G（SA方式）に係る卸役務等、新規の卸役務＞ 

円滑な協議のため、協議の端緒となりうる情報 

・MNOが実装する機能の全体像 

（例：3GPP等技術標準仕様の該当項目等により提示） 

・提供開始時期 

・提供までの情報開示スケジュール 等 

【一般社団法人テレコムサービス協会・ＭＶＮＯ委員会】 

意見17 

● 今後利用者向けに提供する新たなサービスが特定卸電気通信役務に指定

された場合、当該役務が必ずしも接続メニュー化されていないことや、接続

料の算定方法が確立していないことも考えられるところ、その場合について

は、卸電気通信役務の標準的な料金を示すことが適当。 

考え方17  

○ 今後、自社の利用者向けに提供する新たなサービスが、特定卸電気通信役務

に指定されることとなった場合、その時点において、当該役務が必ずしも接続

メニュー化されないことや、接続料の算定方法が確立していないことも考えら

れます。 

○ ＭＮＯが新たに提供を開始した卸電気通信

役務であって、その用いる指定電気通信設備に

接続料が設定されていないものについては、そ

の卸料金の算定方法に関してＭＮＯとＭＶＮ

無 
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意見 考え方 
修正の 

有無 

○ そのため、省令又はMVNOガイドラインにおいては、接続メニュー化されてい

ない等により、当該特定卸電気通信役務と同一の単位で算定することができな

いといった合理的な理由がある場合においては、「接続料相当額」に代えて、

「標準料金」（標準的なケースを想定した卸電気通信役務の料金）と記載すべき

と考えます。 

○ 左記（注４）のとおり、接続料は「第一種指定電気通信設備又は第二種指定電

気通信設備に関しては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を

加えた金額に照らし公正妥当なもの」であり、指定電気通信設備を設置する事

業者は、多岐に渡るシステム（例えば、固定資産、経理、設備管理、営業情報

管理等）を整備し、接続会計を整理し、原価や需要データを取得し接続料を算

定しています。 

○ 一方、『接続料の算定等に関する研究会 第五次報告書』では、５G（SA方

式）の機能開放について「MNOにおいて料金等の提供条件に関して必要な情報提

供を適切に行っていくことで、MNOとMVNOが同時期にサービス提供を開始できる

ようにすることが適当」との考え方が示されており、当社としましては、円滑

な協議に資する情報を適時適切に提示していく考えですが、「接続料相当額」と

いった従来の接続料算定ルールに類似するような厳格な算定根拠を求められた

場合、算定に時間を要するなどMVNOへ情報提示までの期間が長期化することも

懸念されます。  

（注４）本省令案による改正後の電気通信事業法施行規則第25条の７の６ 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

Ｏとの間の情報の非対称性が特に大きいと考

えます。今回の制度改正の趣旨の一つが、卸料

金に関するＭＮＯとＭＶＮＯとの間の情報の

非対称性の是正であることに鑑みれば、接続料

が設定されていない指定電気通信設備を用い

る卸電気通信役務であっても特定卸電気通信

役務に該当した場合には「接続料相当額」を提

示する義務を課すこととする本省令案は適当

と考えます。 

以上 
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条
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
）
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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2頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業

務
の
届
出
） 

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業

務
の
届
出
） 

第
二
十
五
条
の
五 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指

定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
開
始
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様

式
第
十
八
の
五
の
届
出
書
（
第
二
十
五
条
の
七
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合
（
同
号
の
表
の
上
欄
一
の
項
に
掲

げ
る
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
下
欄
第
四
号
に
該
当
す
る

場
合
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
契
約
書
そ
の
他
の
書
面

の
写
し
を
含
む
。
）
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
五
条
の
五 

法
第
三
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気

通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
開
始
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十

八
の
五
の
届
出
書
（
第
二
十
五
条
の
七
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合
（
同
号
の
表
の
上
欄
一
の
項
に
掲
げ
る
Ｆ

Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
下
欄
第
四
号
に
該
当
す
る

場
合
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
契
約
書
そ
の
他
の
書
面

の
写
し
を
含
む
。
）
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
） 

（
法
第
三
十
八
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
） 

第
二
十
五
条
の
六 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気

通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
様
式
第
四
の
表
の
一
か
ら
三
十
五
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
区
分
と
す
る

。 

第
二
十
五
条
の
六 

法
第
三
十
八
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
事

業
の
用
に
供
す
る
様
式
第
四
の
表
の
一
か
ら
三
十
五
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
区
分
と
す
る
。 

（
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
） 

（
法
第
三
十
八
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
） 

第
二
十
五
条
の
七 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

。 

第
二
十
五
条
の
七 

法
第
三
十
八
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

［
一
～
三 

略
］ 

 

［
一
～
三 

同
上
］ 

四 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
当

該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
卸

電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
」
と
い
う
。
）
ご
と
の
次
に
掲

げ
る
事
項 

四 

［
同
上
］ 

［
イ
～
ヲ 

略
］ 

［
イ
～
ヲ 

同
上
］ 

一 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
特
定

卸
電
気
通
信
役
務 

一 

当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す

る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る

電
気
通
信
事
業
者
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
当
該

特
定
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
固
定
端

末
系
伝
送
路
設
備
の
電
気
通
信
回
線
（
当
該
第

一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通

信
事
業
者
が
設
置
す
る
共
同
住
宅
等
内
の
Ｖ
Ｄ

Ｓ
Ｌ
設
備
そ
の
他
の
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て

提
供
さ
れ
る
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
に
あ
つ
て

は
、
当
該
電
気
通
信
設
備
と
そ
の
利
用
者
の
電

気
通
信
設
備
と
の
間
の
電
気
通
信
回
線
。
二
及

び
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
が
五
万
未
満
の

も
の
を
除
く
。
） 

一 

電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に

供
す
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
電
気

通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
七
号
に

規
定
す
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
を
い

う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
） 

一 

当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す

る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る

電
気
通
信
事
業
者
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
当
該

Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
に
用
い
ら
れ
る

固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
電
気
通
信
回
線
（

当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る

電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
共
同
住
宅
等
内

の
Ｖ
Ｄ
Ｓ
Ｌ
設
備
そ
の
他
の
電
気
通
信
設
備
を

用
い
て
提
供
さ
れ
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー

ビ
ス
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
気
通
信
設
備
と
そ

の
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
間
の
電
気
通

信
回
線
。
二
及
び
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数

が
五
万
未
満
の
も
の
を
除
く
。
） 
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3頁 

二 

そ
の
提
供
を
受
け
る
当
該
特
定
卸
電
気
通
信

役
務
に
用
い
ら
れ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備

の
電
気
通
信
回
線
の
数
が
五
十
万
以
上
の
電
気

通
信
事
業
者 

三 

そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ

れ
る
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業

者
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
当
該
特
定
卸
電
気
通

信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設

備
の
電
気
通
信
回
線
の
数
が
三
万
未
満
の
も
の

を
除
く
。
） 

［
四 

略
］ 

二 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
特
定

卸
電
気
通
信
役
務
又
は
電
気
通
信
事
業
者
の
電

気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
携
帯
電
話
若
し
く

は
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
電
気
通
信
事

業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定

す
る
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
で
あ
つ
て
、

無
線
設
備
規
則
第
三
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る

時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又

は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割

多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ

ス
テ
ム
及
び
同
条
第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方

式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯

域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
同

条
第
十
二
号
及
び
第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方

式
と
他
の
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方

式
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
を
使
用
す
る

も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
特
定
卸
電
気
通
信

役
務
以
外
の
も
の
（
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
に

該
当
す
る
も
の
及
び
通
信
モ
ジ
ュ
ー
ル
（
特
定

の
業
務
の
用
に
供
す
る
通
信
に
用
途
が
限
定
さ

れ
て
い
る
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。

）
向
け
に
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
同
じ
。
） 

一 

当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す

る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る

電
気
通
信
事
業
者
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
こ
の

項
の
上
欄
に
掲
げ
る
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い

ら
れ
る
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動

端
末
設
備
の
数
が
五
万
未
満
の
も
の
を
除
く
。

） 

二 

そ
の
提
供
を
受
け
る
こ
の
項
の
上
欄
に
掲
げ

る
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路
設

備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数
が

五
十
万
以
上
の
電
気
通
信
事
業
者 

 

二 

そ
の
提
供
を
受
け
る
当
該
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ

ス
サ
ー
ビ
ス
に
用
い
ら
れ
る
固
定
端
末
系
伝
送

路
設
備
の
電
気
通
信
回
線
の
数
が
五
十
万
以
上

の
電
気
通
信
事
業
者 

三 

そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ

れ
る
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業

者
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
当
該
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク

セ
ス
サ
ー
ビ
ス
に
用
い
ら
れ
る
固
定
端
末
系
伝

送
路
設
備
の
電
気
通
信
回
線
の
数
が
三
万
未
満

の
も
の
を
除
く
。
） 

［
四 

同
上
］ 

二 

電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に

供
す
る
携
帯
電
話
又
は
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー

ビ
ス
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二

項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ

ー
ビ
ス
で
あ
つ
て
、
無
線
設
備
規
則
第
三
条
第

十
二
号
に
規
定
す
る
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分

割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ

ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移

動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
同
号
に

規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多

元
接
続
方
式
と
他
の
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ

た
接
続
方
式
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
を

使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
（
通
信
モ
ジ
ュ
ー

ル
（
特
定
の
業
務
の
用
に
供
す
る
通
信
に
用
途

が
限
定
さ
れ
て
い
る
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備

を
い
う
。
）
向
け
に
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
） 

一 

当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す

る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る

電
気
通
信
事
業
者
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
携
帯

電
話
又
は
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
に
用
い

ら
れ
る
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動

端
末
設
備
の
数
が
五
万
未
満
の
も
の
を
除
く
。

） 

二 

そ
の
提
供
を
受
け
る
携
帯
電
話
又
は
Ｂ
Ｗ
Ａ

ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路
設

備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数
が

五
十
万
以
上
の
電
気
通
信
事
業
者 

 

［
五 

略
］ 

［
五 

同
上
］ 
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4頁 

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
変
更
の
届
出
） 

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
変
更
の
届
出
） 

第
二
十
五
条
の
七
の
三 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
八
の
七
の
届
出
書
（
第
二
十
五
条
の
七
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る

場
合
（
同
号
の
表
の
上
欄
一
の
項
に
掲
げ
る
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
で

あ
つ
て
、
下
欄
第
四
号
に
該
当
す
る
者
の
当
該
事
項
を
変
更
す
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
五
号
に
掲

げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
契
約
書
そ
の

他
の
書
面
の
写
し
を
含
む
。
）
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
軽
微
な
変
更
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
二
十
五
条
の
七
の
三 

法
第
三
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
様
式
第
十
八
の
七
の
届
出
書
（
第
二
十
五
条
の
七
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
（

同
号
の
表
の
上
欄
一
の
項
に
掲
げ
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
で

あ
つ
て
、
下
欄
第
四
号
に
該
当
す
る
者
の
当
該
事
項
を
変
更
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に

掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
契
約
書
そ
の
他
の
書
面
の
写
し
を
含
む
。
）
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
廃
止
の
届
出
） 

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
廃
止
の
届
出
） 

第
二
十
五
条
の
七
の
四 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二

種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は

、
様
式
第
十
八
の
八
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
五
条
の
七
の
四 

法
第
三
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定

電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式

第
十
八
の
八
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
に
及
ぼ
す
影
響
が
少
な
い
卸
電
気
通
信
役
務
の
範
囲
） 

 

第
二
十
五
条
の
七
の
五 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
卸
電
気
通
信
役
務
は
、
電
気
通

信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
（
当
該
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す

る
電
気
通
信
事
業
者
が
、
そ
の
利
用
者
に
対
し
て
現
に
提
供
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）
以
外
の
も
の
と

す
る
。 

［
新
設
］ 

一 

Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
Ｆ
Ｔ

Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

二 

携
帯
電
話
（
様
式
第
四
に
規
定
す
る
三
・
九
―
四
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
も
の
又
は
第

五
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
全
国
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
電

気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
の
二
に
規
定
す
る
全
国
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
で

あ
つ
て
、
無
線
設
備
規
則
第
三
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又

は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
及

び
又
は
同
条
第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周

波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
同
条
第
十
二
号
及
び
第
十
二

号
の
二
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
と
他
の
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ

た
接
続
方
式
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

三 

そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の 

 

（
法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
） 

 

第
二
十
五
条
の
七
の
六 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。 

［
新
設
］ 

一 

接
続
料
相
当
額
（
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
卸
元
電
気
通
信
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
と
同
等
の
電
気
通
信

役
務
を
、
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
と
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気

通
信
設
備
を
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
提
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
卸
元
電
気
通
信
事
業
者
が
取
得
す
べ
き
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5頁 

金
額
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
関
し
て
は
、
能
率
的
な
経
営
の

下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
金
額
に
照
ら
し
公
正
妥
当
な
も
の
と
す
る
。
）
に
相

当
す
る
額
で
あ
つ
て
、
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
の
料
金
が
設
定
さ
れ
て
い
る
単
位
と
同
一
の
単
位
（

前
条
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
の
料
金
が
設
定
さ

れ
て
い
る
単
位
と
同
一
の
単
位
で
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
特

定
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
態
様
に
照
ら
し
て
適
切
な
単
位
）
で
算
定
す
る
も
の
を
い
う
。
次
号
及
び

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
） 

二 

特
定
卸
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
と
接
続
料
相
当
額
と
の
差
額
の
用
途 
 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
前
項
第
一
号
の
事
項
の
提
示
に
つ
い
て
は
、
接
続
料
相
当
額
に
代
え
て
、
接
続
料
相
当
額

の
水
準
を
表
す
も
の
と
し
て
次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
接
続
料
相
当
額
指
数

」
と
い
う
。
）
を
提
示
す
れ
ば
足
り
る
。
た
だ
し
、
最
初
に
接
続
料
相
当
額
指
数
を
提
示
す
る
日
か
ら
当
該

日
の
属
す
る
事
業
年
度
終
了
の
日
ま
で
の
間
に
行
う
接
続
料
相
当
額
指
数
の
算
定
算
出
に
つ
い
て
は
、
次
の

式
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
と
あ

る
の
は
「1

0
0

」
と
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
と
あ
る
の
は
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
と
す
る
。 

 

接
続

料
相

当
額

指
数

＝
前

事
業

年
度

終
了

の
日

に
お

け
る

当
該

特
定

卸
電

気
通

信
役

務
に

係
る

接
続

料
相

当
額

指
数

×
（

接
続

料
相

当
額

指
数

を
提

示
す

る
日

に
お

け
る

当
該

特
定

卸
電

気
通

信
役

務
に

係
る

接
続

料
相

当
額

÷
前

事
業

年
度

終
了

の
日

に
お

け
る

当
該

特
定

卸
電

気
通

信
役

務
に

係
る

接
続

料
相

当
額

）
 

 

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
申
立
て
） 

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
申
立
て
） 

第
二
十
五
条
の
九 

法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る

電
気
通
信
事
業
者
は
様
式
第
十
九
の
二
の
申
立
書
を
、
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条

第
一
項
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
様
式
第
十
九
の
三
の
申
立
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

第
二
十
五
条
の
九 

法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る

電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
十
九
の
二
の
申
立
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

様
式

第
1
8
の

５
（

第
2
5
条

の
５

関
係

）
 

様
式

第
1
8
の

５
（

第
2
5
条

の
５

関
係

）
 

［
略

］
 

［
同

左
］

 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

の
業

務

を
開

始
し

た
の

で
、

電
気

通
信

事
業

法
第

3
8
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

届
け

出
ま

す
。

 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

の
業

務

を
開

始
し

た
の

で
、

電
気

通
信

事
業

法
第

3
8
条

の
２

の
規

定
に

よ
り

、
届

け
出

ま
す

。
 

［
表

略
］

 

［
注

１
・

２
 

略
］

 

２
 

「
卸

先
電

気
通

信
事

業
者

ご
と

の
次

に
掲

げ
る

事
項

」
（

「
当

該
卸

先
電

気
通

信
事

業
者

の
氏

名

又
は

名
称

」
を

除
く

。
）

の
各

事
項

に
つ

い
て

第
2
5
条

の
７

第
４

号
の

表
の

上
欄

１
の

項
に

掲
げ

る

特
定

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

を
受

け
る

電
気

通
信

事
業

者
が

二
以

上
の

場
合

に
あ

つ
て

は
、

当
該

電
気

通
信

事
業

者
に

お
い

て
共

通
の

事
項

と
差

異
が

あ
る

事
項

に
分

け
て

記
載

す
る

こ
と

。
 

［
３

～
５

 
略

］
 

［
表

同
左

］
 

［
注

１
・

２
 

同
左

］
 

２
 

「
卸

先
電

気
通

信
事

業
者

ご
と

の
次

に
掲

げ
る

事
項

」
（

「
当

該
卸

先
電

気
通

信
事

業
者

の
氏

名

又
は

名
称

」
を

除
く

。
）

の
各

事
項

に
つ

い
て

第
2
5
条

の
７

第
４

号
の

表
の

上
欄

１
の

項
に

掲
げ

る

Ｆ
Ｔ

Ｔ
Ｈ

ア
ク

セ
ス

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

受
け

る
電

気
通

信
事

業
者

が
二

以
上

の
場

合
に

あ
つ

て
は

、
当

該
電

気
通

信
事

業
者

に
お

い
て

共
通

の
事

項
と

差
異

が
あ

る
事

項
に

分
け

て
記

載
す

る
こ

と
。

 

［
３

～
５

 
同

左
］

 

前
事

業
年

度
終

了
の

日
に

お
け

る
当

該
特

定
卸

電
気

通
信

役
務

に
係

る
接

続
料

相
当

額
指

数
 

前
事

業
年

度
終

了
の

日
に

お
け

る
当

該
特

定
卸

電
気

通
信

役
務

に
係

る
接

続
料

相
当

額
 

最
初

に
接

続
料

相
当

額
指

数
を

提
示

す
る

日
に

お
け

る
当

該
特

定
卸

電
気

通
信

役
務

に
係

 

る
接

続
料

相
当

額
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6頁 

様
式

第
1
8
の

７
（

第
2
5
条

の
７

の
３

関
係

）
 

様
式

第
1
8
の

７
（

第
2
5
条

の
７

の
３

関
係

）
 

［
略

］
 

［
同

左
］

 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

の
業

務

に
つ

い
て

次
の

と
お

り
変

更
し

た
の

で
、

電
気

通
信

事
業

法
第

3
8
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

届
け

出
ま

す
。

 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

の
業

務

に
つ

い
て

次
の

と
お

り
変

更
し

た
の

で
、

電
気

通
信

事
業

法
第

3
8
条

の
２

の
規

定
に

よ
り

、
届

け
出

ま
す

。
 

［
表

略
］

 

［
注

１
・

２
 

略
］

 

［
表

同
左

］
 

［
注

１
・

２
 

同
左

］
 

様
式

第
1
8
の

８
（

第
2
5
条

の
７

の
４

関
係

）
 

様
式

第
1
8
の

８
（

第
2
5
条

の
７

の
４

関
係

）
 

［
略

］
 

［
同

左
］

 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

の
業

務

を
廃

止
し

た
の

で
、

電
気

通
信

事
業

法
第

3
8
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

届
け

出
ま

す
。

 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

の
業

務

を
廃

止
し

た
の

で
、

電
気

通
信

事
業

法
第

3
8
条

の
２

の
規

定
に

よ
り

、
届

け
出

ま
す

。
 

［
表

略
］

 

［
注

１
・

２
 

略
］

 

［
表

同
左

］
 

［
注

１
・

２
 

同
左

］
 

様
式

第
1
9
の

２
（

第
2
5
条

の
９

関
係

）
 

［
新

設
］

 

特
定

卸
電

気
通

信
役

務
に

関
す

る
命

令
申

立
書

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

  

総
務

大
臣

 
殿

 
 

郵
便

番
号

 
 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

住
 

 
所

 
 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

氏
 

 
名

（
法

人
に

あ
つ

て
は

、
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
を

記
載

す
る

こ
と

。
）

 

 

登
録

年
月

日
又

は
届

出
年

月
日

及
び

登
録

番
号

又
は

届
出

番
号

 
 

連
 
絡

 
先

（
連

絡
の

と
れ

る
電

話
番

号
等

を
記

載
す

る
こ

と
。

担
当

部
署

等
が

あ
る

場
合

は
、

当
該

担
当

部
署

名

等
を

記
載

す
る

こ
と

。
）

 

 

特
定

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

に
係

る
に

関
す

る
協

議
が

不
調

不
能

の
た

め
、

電
気

通
信

事
業

法
第

3
9
条

に
お

い

て
準

用
す

る
同

法
第

3
5
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
協

議
の

開
始

又
は

再
開

の
命

令
を

申
し

立
て

ま
す

。
 

 

当
事

者
の

氏
名

（
法

人
に

あ
つ

て
は

、
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
）

 

 

締
結

又
は

変
更

し
よ

う
と

す
る

契
約

協
定

の
概

要
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7頁 

予
定

す
る

契
約

協
定

の
期

間
 

 

協
議

の
不

調
又

は
不

能
の

理
由

 
 

そ
の

他
参

考
と

な
る

事
項

 
 

 

注
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

産
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
。

 
 

様
式

第
1
9
の

３
（

第
2
5
条

の
９

関
係

）
 

様
式

第
1
9
の

２
（

第
2
5
条

の
９

関
係

）
 

［
略

］
 

［
表

略
］

 

［
注

 
略

］
 

［
同

左
］

 

［
表

同
左

］
 

［
注

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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8頁 

（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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9頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 
（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
報
告
） 

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
報
告
） 

第
四
条
の
九 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る
電
気
通
信

事
業
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
も
の
（
第
二

種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
対
象
卸
電
気
通
信
役
務
（
当
該
伝
送

路
設
備
を
用
い
る
携
帯
電
話
又
は
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
無
線
設
備
規
則
第
三
条
第
十
二
号
に
規
定
す

る
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方

式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
及
び
同
条
第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、

同
条
第
十
二
号
及
び
第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
と
他
の
接

続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
卸
電
気

通
信
役
務
（
通
信
モ
ジ
ュ
ー
ル
（
特
定
の
業
務
の
用
に
供
す
る
通
信
に
用
途
が
限
定
さ
れ
て
い
る
利
用
者
の
電

気
通
信
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
向
け
に
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
電
気
通
信
事
業
者
（
当
該
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る

も
の
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
対
象
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端

末
設
備
の
数
が
五
万
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
提
供
を
受
け
る
対
象
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い
ら
れ

る
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数
が
五
十
万
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
提
供
す
る
業
務
を
行
う
と
き
は
、
当
該
卸
先
電
気
通

信
事
業
者
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
様
式
第
二
十
三
の
九
に
よ
り
、
当
該
事
項
に
関
す
る
契
約
書

そ
の
他
の
書
面
の
写
し
を
添
え
て
、
遅
滞
な
く
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条
の
九 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る
電
気
通
信

事
業
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
も
の
（
第
二

種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
対
象
卸
電
気
通
信
役
務
（
当
該
伝
送

路
設
備
を
用
い
る
携
帯
電
話
又
は
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
無
線
設
備
規
則
第
三
条
第
十
二
号
に
規
定
す

る
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方

式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
同
号
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
と
他
の
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
を
使
用
す
る
も
の
に

限
る
。
）
の
卸
電
気
通
信
役
務
（
通
信
モ
ジ
ュ
ー
ル
（
特
定
の
業
務
の
用
に
供
す
る
通
信
に
用
途
が
限
定
さ
れ

て
い
る
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
向
け
に
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
電
気
通
信
事
業
者
（
当
該
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
特

定
関
係
法
人
で
あ
る
も
の
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
対
象
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路
設
備
に
接
続

さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数
が
五
万
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
提
供
を
受
け
る
対
象
卸
電
気
通

信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数
が
五
十
万
以
上
の
も
の
に
限
る

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
提
供
す
る
業
務
を
行
う
と
き
は

、
当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
様
式
第
二
十
三
の
九
に
よ
り
、
当
該
事

項
に
関
す
る
契
約
書
そ
の
他
の
書
面
の
写
し
を
添
え
て
、
遅
滞
な
く
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
～
十
四 

略
］ 

［
一
～
十
四 

同
上
］ 

［
２
～
７ 

略
］ 

［
２
～
７ 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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10頁 

 
 

 

附 

則 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和

五
年
六
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
供
す
る
電
気
通

信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第

二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
最
初
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
の
七
の
六
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
接
続
料
相
当
額
指
数
を
提
示
す
る
日
か
ら
当
該
日
の
属
す
る
事
業
年
度
終
了
の
日
ま
で
の
間
に
行
う
接
続
料
相

当
額
指
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

  

３ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の

施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
、
新
施
行
規
則

第
二
十
五
条
の
七
の
規
定
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
こ
の
省
令
新
施
行
規
則
の
施
行
後
遅
滞
な
く
総
務
大
臣
に
届
け
出

接
続

料
相

当
額

指
数

＝
1
0
0
×

（
接

続
料

相
当

額
指

数
を

提
示

す
る

日
に

お
け

る
当

該
特

定
卸

電
気

通
信

役
務

に
 

係
る

接
続

料
相

当
額

÷
前

事
業

年
度

終
了

の
日

に
お

け
る

当
該

特
定

卸
電

気
通

信
役

務
に

係
る

接
続

料
相

当
額

）
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11頁 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
同
条
に
定
め
る
事
項
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
て
い
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

４ 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
っ

つ
て
、
そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
も
の
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信

設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
四

条
の
九
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第

四
条
の
九
の
規
定
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
遅
滞
な
く
総
務
大
臣
に
提
出
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
同
条
に
定
め
る
事
項
を
総
務
大
臣
に
提
出
報
告
し
て
い
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
は
な
い
。 
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電気通信事業法施行規則等の一部改正について

令 和 ５ 年 １ 月 2 0 日

総務省総合通信基盤局

電 気 通 信 事 業 部

料 金 サ ー ビ ス 課
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1電気通信事業法の一部を改正する法律（概要）

①情報通信インフラの提供確保

上記のほか、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の業務の追加、重大事故等のおそれのある事態の報告制度の整備等を行う。

②安心・安全で信頼できる通信
サービス・ネットワークの確保

 ブロードバンドサービスについては、
契約数が年々伸び、 「整備」に加え、
「維持」の重要性も高まっている。

 新型コロナウイルス感染症対策を

契機とした社会経済活動の変化により、
テレワークや遠隔教育などのデジタル
活用の場面が増加している。

③電気通信市場を巡る動向に
応じた公正な競争環境の整備

 一定のブロードバンドサービスを
基礎的電気通信役務（ユニバーサル
サービス）に位置付け、不採算地域
におけるブロードバンドサービスの
安定した提供を確保するための
交付金制度を創設する。

 基礎的電気通信役務に該当する
サービスには、契約約款の作成・

届出義務、業務区域での役務提供
義務等を課す。

 大規模な事業者※ が取得する

利用者情報について適正な取扱い
を義務付ける。

 事業者が利用者に関する情報を
第三者に送信させようとする場合、
利用者に確認の機会を付与する。

 情報通信技術を活用したサービスの
多様化やグローバル化に伴い、情報の
漏えい・不適正な取扱い等のリスク※が
高まる中、事業者が保有するデータの
適正な取扱いが一層必要不可欠となっ
ている。

 指定設備（携帯大手３社・NTT東・西
の設備）を用いた卸役務が他事業者に
広く提供される一方、卸料金に長年
高止まりとの指摘がなされている。

 NTT東・西が提供する固定電話に
ついて、従来の電話交換機網からＩＰ網
への移行を令和３年１月に開始、令和
７年１月までの完了を予定している。

 携帯大手３社・NTT東・西の指定
設備を用いた卸役務に係るMVNO等
との協議の適正化を図るため、
卸役務の提供義務及び料金算定
方法等の提示義務を課す。

 加入者回線の占有率（50%）を算定
する区域を都道府県から各事業者
の業務区域（例えばNTT東は東日本、
NTT西は西日本）へ見直す。

※ 国外の委託先から日本の利用者に係るデータに
アクセス可能であった事案などが挙げられる。

※ デジタル田園都市国家構想の実現のためにも、
ブロードバンドの全国整備・維持が重要。

電気通信事業を取り巻く環境変化を踏まえ、電気通信サービスの円滑な提供及びその利用者の利益の保護を
図るため、以下の措置を講ずる電気通信事業法の一部を改正する法律が令和４年６月に成立。

※ 大規模な検索サービス又はＳＮＳを提供する事業
についても規律の対象とする。
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2卸料金の適正性の確保に向けた制度整備

改正後の電気通信事業法（令和５年６月16日施行）

第38条の２ 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備
を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備又は
第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を
開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、
総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省
令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。届け出た事
項を変更し、又は当該業務を廃止したときも、同様とする。

２【新設・特定卸電気通信役務の提供義務】 特定卸電気通信役務（第
一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電
気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす
影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以
下同じ。）を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、そ
の業務区域における当該特定卸電気通信役務の提供を拒んではな
らない。

３【新設・特定卸電気通信役務に係る情報の提示義務】 特定卸電気通
信役務を提供する電気通信事業者は、当該特定卸電気通信役務の
提供に関する契約の締結の申入れを受けた場合において、当該特定
卸電気通信役務に関し、当該申入れをした電気通信事業者の負担
すべき金額その他の提供の条件について提示をする時までに、当該
申入れをした電気通信事業者から、当該提示と併せて当該金額の算
定方法その他特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結に関
する協議の円滑化に資する事項として総務省令で定める事項を提示
するよう求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではな
らない。

４【新設・特定卸電気通信役務に係る業務改善命令】 総務大臣は、特
定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反
したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を確保するため
に必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべき
ことを命ずることができる。

諮問事項

（１）特定卸電気通信役務の範囲（第２項関係）

・ 特定卸電気通信役務の範囲から除く「電気通
信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が
少ない役務」を定める。※告示は諮問対象外

（２）情報提示義務を課す事項（第３項関係）

・ 特定卸電気通信役務の提供に関する契約の申
入れを受けた際に、卸先事業者への提示を拒ん
ではならない「協議の円滑化に資する事項」を定
める。

（３）卸電気通信役務に関する届出事項の整理
（第１項関係）

・ 特定卸電気通信役務に係る規律の整備に伴い、
卸電気通信役務の提供の業務に関する総務大
臣への届出事項を整理する。

諮問対象外の事項

（４ ）役務提供義務及び情報提示義務の例外
（第２項及び第３項関係）

・ 関係するガイドラインにおいて、卸元事業者が
役務提供及び情報提示を拒むことができる「正
当な理由」の範囲を明確化する。

（５）その他の規定整備

「接続料の算定等に関する研究会」（座長：辻 正次 神戸国際大学学長・教授）において、卸料金の適正性の確保に係る

規律の詳細について検討し、同研究会での議論を踏まえて省令案を作成。
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3（１）特定卸電気通信役務の範囲

省令改正案

（電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ない卸
電気通信役務の範囲）

第25条の７の５【新設】 法第三十八条の二第二項の総務省令で定
める卸電気通信役務は、電気通信事業者の電気通信事業の用に
供する次に掲げる電気通信役務（当該電気通信役務を提供する電
気通信事業者が、その利用者に対して現に提供していないものを
除く。）以外のものとする。

一 ＦＴＴＨアクセスサービス（電気通信事業報告規則第一条第二項第七号に

規定するＦＴＴＨアクセスサービスをいう。次条第二項において同じ。）

二 携帯電話（様式第四に規定する三・九―四世代移動通信システムを使用するも

の又は第五世代移動通信システムを使用するものに限る。）又は全国ＢＷＡア
クセスサービス（電気通信事業報告規則第一条第二項第十四号の二に規定する

全国ＢＷＡアクセスサービスであつて、無線設備規則第三条第十二号に規定する時
分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元
接続方式広帯域移動無線アクセスシステム及び同条第十二号の二に規定するシング
ルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動
無線アクセスシステムのうち、同条第十二号及び第十二号の二に規定するシングル
キャリア周波数分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いる
ことが可能なものを使用するものに限る。）

三 その他総務大臣が別に告示するもの

規定の趣旨

① 特定卸電気通信役務の範囲

・ 指定設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信
事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないも
の以外のものが、特定卸電気通信役務の範囲となる。

・ 広く一般利用者が利用するサービスの提供のため、多
くの電気通信事業者に用いられるという観点から、次の
役務を特定卸電気通信役務の範囲とする。（その利用
者に対して現に提供していないものを除く。）

ⅰ） FTTHアクセスサービス（第１号）

ⅱ） 携帯電話、全国BWAアクセスサービス（第２号）※１

※１ 3.9-4G、5G対応のものに限る。

ⅲ） 別に告示で定める役務（第３号）※２

※２ 市場の競争環境に変化が生じた場合に、特定卸電気通信役務
の範囲を柔軟に見直すため、競争環境を踏まえるべき一部の役務
については、告示において特定卸電気通信役務の範囲とする。

② 特定卸電気通信役務の範囲を別に定める告示（諮問
対象外）

・ 現時点においては、次の役務を告示に規定する。

ⅳ） 光ＩＰ電話 （「光回線電話」を除く。）

ⅴ） セルラーＬＰＷＡ

・ 光ＩＰ電話については、固定電話のＩＰ網への移行に伴
い、双方向番号ポータビリティが可能となった場合には、
特定卸電気通信役務の範囲から除外する（別途改正予定）。

電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第三号の告示で定める
電気通信役務は、次に掲げるものとする。

一 光信号伝送用の第一種指定端末系伝送路設備を用いて提供されるＩＰ
電話（インターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役
務をいい、電気通信事業法施行規則第十四条第三号に規定する電気通信役務を除く。）

二 セルラーＬＰＷＡ（無線設備規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号）
第四十九条の六の九第一項及び第五項又は同条第一項及び第六項で定める条件に適合す

る無線設備をいう。）を用いる電気通信役務（電気通信事業法施行規則第二十五
条の七の五第二号に該当するものを除く。）

新規告示案
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4（２）情報提示義務を課す事項

省令改正案

（法第38条の２第３項の総務省令で定める事項）

第25条の７の６【新設】 法第三十八条の二第三項の総務省令で定める事
項は、次に掲げる事項とする。

一 接続料相当額（特定卸電気通信役務を提供しようとする電気通信事
業者（以下この号において「卸元電気通信事業者」という。）が、当該特定卸電気通信
役務と同等の電気通信役務を、当該特定卸電気通信役務の用に供
する電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備を接続す
ることにより提供しようとする場合に卸元電気通信事業者が取得すべ
き金額（第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備に関しては、能率的な経営

の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なものとする。）に相当
する額であつて、当該特定卸電気通信役務の料金が設定されている
単位と同一の単位（前条第三号に規定する電気通信役務については、当該特定卸電気

通信役務の料金が設定されている単位と同一の単位で算定することができない合理的な理由が

あるときは、当該特定卸電気通信役務の提供の態様に照らして適切な単位）で算定するも
のをいう。次号及び次項において同じ。）

二 特定卸電気通信役務に関する料金と接続料相当額との差額の用途

２【新設】 前項の規定にかかわらず、電気通信事業者の電気通信事業の
用に供するＦＴＴＨアクセスサービスに係る前項第一号の事項の提示に
ついては、接続料相当額に代えて、接続料相当額の水準を表すものと
して次の式により算定した数（以下この項において「接続料相当額指数」
という。）を提示すれば足りる。ただし、最初に接続料相当額指数を提示
する日から当該日の属する事業年度終了の日までの間に行う接続料相
当額指数の算定については、次の式中「前事業年度終了の日における
当該特定卸電気通信役務に係る接続料相当額指数」とあるのは「100」
と、「前事業年度終了の日における当該特定卸電気通信役務に係る接
続料相当額」とあるのは、「最初に接続料相当額指数を提示する日にお
ける当該特定卸電気通信役務に係る接続料相当額」とする。

接続料相当額指数＝前事業年度終了の日における当該特定卸電気
通信役務に係る接続料相当額指数×（接続料相当額指数を提示する
日における当該特定卸電気通信役務に係る接続料相当額÷前事業
年度終了の日における当該特定卸電気通信役務に係る接続料相当
額）

規定の趣旨

① 情報提示義務を課す事項（第１項）

・ 指定設備設置事業者は、他の電気通信事業者から
特定卸電気通信役務の提供に関する契約の申入れを
受けた場合において、当該事業者から求めがあったと
きは、正当な理由なく、卸電気通信役務の料金の算定
方法及び特定卸電気通信役務の提供に関する協議の
円滑化に資する事項を提示を拒んではならない。

・ 卸料金の高止まりに関する指摘の背景にあった、卸
元事業者が提示する情報量の不足を補う観点から、協
議の円滑化に資する事項として次の事項の提示義務
を課す。

ⅰ） 接続料相当額
※ 卸元事業者が、特定卸電気通信役務と同等の電気通信役務を「接続」

により提供しようとする場合に卸元事業者が取得すべき金額に相当する
額であって、特定卸電気通信役務の料金と同一の単位で算定するもの。

ⅱ） 卸料金と接続料相当額の差額の用途

② FTTHアクセスサービスに係る接続料相当額の提示
の特例（接続料相当額指数の算定方法）（第２項）

・ FTTHアクセスサービスについては、競争状況への影
響等を勘案して、接続料相当額そのものの提示義務
は課さず、接続料相当額の水準を表す指数（接続料
相当額指数）を提示すれば足りるものとする。

・ 接続料相当額指数は、最初の提示日（施行の際現に提供

されている特定卸電気通信役務については前事業年度最終日（P.9参

照））における接続料相当額を100とした情報提示時点
における接続料相当額の指数とする。36



5（３）卸電気通信役務に関する届出事項の整理

（法第38条の２第１項の総務省令で定める事項）

第25条の７【改正】 法第三十八条の二第一項の総務省令で定める事
項は、次に掲げる事項とする。

（一～三 略）

四 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置
する電気通信事業者から当該第一種指定電気通信設備又は第二
種指定電気通信設備を用いる次の表の上欄に掲げる卸電気通信
役務の提供を受ける電気通信事業者が同表の下欄に掲げる電気
通信事業者の場合にあつては、当該電気通信事業者（以下「卸先
電気通信事業者」という。）ごとの次に掲げる事項

（イ～ヲ 略）

一 第一種指定電気通信設備を用いる特定卸電気通信役
務

（一～四 略）

二 第二種指定電気通信設備を用いる特定卸電気通信役
務又は電気通信事業者の電気通信事業の用に供する携
帯電話若しくはＢＷＡアクセスサービス（電気通信事業報
告規則第一条第二項第十四号に規定するＢＷＡアクセス
サービスであつて、無線設備規則第三条第十二号に規定
する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・
シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無
線アクセスシステム及び同条第十二号の二に規定するシ
ングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数
分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのう
ち、同条第十二号及び第十二号の二に規定するシングル
キャリア周波数分割多元接続方式と他の接続方式を組み
合わせた接続方式を用いることが可能なものを使用するも
のに限る。）であつて特定卸電気通信役務以外のもの（通
信モジュール（特定の業務の用に供する通信に用途が限
定されている利用者の電気通信設備をいう。）向けに提供
するものを除く。以下この表において同じ。）

（一・二 略）

省令改正案 規定の趣旨

・ 現在、指定設備設置事業者は、指定設備を用いる
卸電気通信役務全てについて届出義務が課されると
ともに、特に公正競争を確保する必要性が高い

ⅰ） FTTHアクセスサービス

ⅱ） 携帯電話、BWAアクセスサービス

の卸電気通信役務を、不当な優遇等が行われる可能
性が高く、その弊害も大きい者※１に対して提供する
場合は、提供内容・料金等の事項及び契約書等の
写し等、詳細な届出を義務付けている。
※１ FTTHアクセスサービスについては、全卸先事業者（契約書

等の写しの届出については、一部の卸先事業者）

① 特定卸電気通信役務に係る整理

・ 電気通信事業者間の適正な競争に及ぼす影響が
少なくない卸電気通信役務たる特定卸電気通信役
務について、詳細届出の対象に追加※２する。
※２ 具体的には、現時点においては光IP電話等が詳細届出の対

象に加わる。

② ５G対応のBWAアクセスサービスに係る整理

・ 令和２年８月に無線設備規則（第３条第 12号の２）に
BWAアクセスサービス（5G対応）に係る規定が追加
されたことを踏まえ、詳細な届出の対象である「BWA
アクセスサービス」においても5G対応のものが含まれ
ることを明確化する※３。
※３ 電気通信事業報告規則第４条の９（第二種指定電気通信設

備設置事業者の特定関係法人における卸電気通信役務に係る
報告義務）においても同旨の改正を行う。（諮問対象外）
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6（４）役務提供義務及び情報提示義務の例外諮問対象外

○ 特定卸電気通信役務に係る役務提供義務及び情報提示義務については、それぞれ「正当な理由」がある場合は提供・提示

を拒めることとしているが、「正当な理由」の範囲について、関連するガイドライン（※）において明確化する。

（※）固定通信分野に関しては、「ＮＴＴ東西のＦＴＴＨアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」（平成27年２月策定、令和

元年９月最終改定）、移動通信分野に関しては、「ＭＶＮＯに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」（平成１４年策定、令和３年12月最終改

定）において明確化する。

① 役務提供を拒める「正当な理由」

・ 電気通信事業法が規定する電気通信回線との接続を拒める場合と同等の正当な理由がある場合、特定卸電気通信役務の提供を拒むことができる。

電気通信事業法（昭和59年法律第86号）

第三十二条 電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これ

に応じなければならない。

一 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。

二 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。

三 前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。

電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号）

第二十三条 法第三十二条第三号の総務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

一 電気通信設備の接続を請求した他の電気通信事業者がその電気通信回線設備の接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあること。

二 電気通信設備の接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済的に著しく困難であること。

② 情報提示を拒める「正当な理由」

・ 例えば、次のような場合については、情報提示を拒める「正当な理由」に該当する。

ⅰ） 当該事項が、卸提供事業者が他の電気通信事業者と締結した秘密保持契約による保護対象である事項のうち、個別の電気通信事業者の

みに係る事項であることが明らかである場合

ⅱ） 当該事項が、卸提供事業者が提供する役務（卸電気通信役務を除く。）の設計に関する営業秘密であって、当該事項を提示することにより、卸

提供事業者の競争上の地位を不当に害する場合

・ 単に事業の経営に関する秘密であることのみをもって提示を拒むことは正当な理由に当たらない。

・ 以上の「電気通信回線との接続を拒める場合と同等の正当な理由」には、移動通信分野において、ＭＮＯがBtoBtoX型のビジネスを提供する中でＭ

ＮＯがパートナー企業に特定卸電気通信役務を提供する場合であって、当該ＭＮＯが他のＭＶＮＯに当該特定卸電気通信役務を提供する事で、当

該パートナー企業の知的財産権を侵害する場合等も含まれる。
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7（５）その他の規定整備 ー 申立てに係る様式整備諮問対象外

（特定卸電気通信役務の提供に係る申立て）

第25条の９【改正】 法第三十九条において準用する法第三十五
条第一項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第十九
の二の申立書を、法第三十九条において準用する法第三十八
条第一項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第十九
の三の申立書を提出しなければならない。

様式第19の２（第25条の９関係）【新設】

省令改正案

規定の趣旨

第39条において準用する第35条第１項

総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者に対し第三
十八条の二第二項に規定する特定卸電気通信役務の提供に関す
る契約の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業
者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当
該契約の締結を申し入れた電気通信事業者から申立てがあつたと
きは、同項に規定する正当な理由があると認めるとき及び第百五十
六条第二項において準用する第百五十五条第一項の規定による仲
裁の申請がされているときを除き、当該他の電気通信事業者に対し、
その協議の開始又は再開を命ずるものとする。

改正後の電気通信事業法（令和５年６月16日施行）

特定卸電気通信役務の提供に係る申立て

・ 特定卸電気通信役務の提供に関する協議におい
て、協議が不調又は不能となり、かつ、一方当事者
の申立てがあった場合には、総務大臣は、正当な理
由がある場合等を除き、特定卸電気通信役務の提供
に関する契約の協議の開始・再開を命ずる。

・ 省令において、申立てに係る様式の整備を行う。

特定卸電気通信役務に関する命令申立書

年 月 日

総務大臣 殿

（略）

特定卸電気通信役務の提供に関する協議が のため、電気通信事

業法第39条において準用する同法第35条第１項の規定により、次のとおり

協議の開始又は再開の命令を申し立てます。

（略）

不調
不能
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8経過措置等

省令案（附則）

附 則

（施行期日）

１ この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律（令和四年法律第
七十号）の施行の日（令和五年六月十六日）から施行する。

（経過措置）

２ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が、この省令の施
行の際現に提供する電気通信事業者の電気通信事業の用に供するＦＴＴ
Ｈアクセスサービス（電気通信事業報告規則第一条第二項第七号に規定するＦＴＴＨアクセス

サービスをいう。 ）について、最初にこの省令による改正後の電気通信事業法
施行規則（以下「新施行規則」という。）第二十五条の七の六第二項の規
定による接続料相当額指数を提示する日から当該日の属する事業年度終
了の日までの間に行う接続料相当額指数の算定については、同項ただし
書の規定にかかわらず、次の式により行うものとする。

接続料相当額指数＝100×（接続料相当額指数を提示する日における
当該特定卸電気通信役務に係る接続料相当額÷前事業年度終了の日
における当該特定卸電気通信役務に係る接続料相当額）

３ 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電
気通信事業者は、この省令の施行の際現に電気通信事業法第三十八条
の二の規定により届け出ている事項について、新施行規則第二十五条の
七の規定に合致させるため、この省令の施行後遅滞なく総務大臣に届け
出なければならない。ただし、この省令の施行の際、同条に定める事項を
総務大臣に届け出ている場合は、この限りでない。

４ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人
である電気通信事業者であって、その一端が特定移動端末設備と接続さ
れる伝送路設備を設置するもの（第二種指定電気通信設備を設置する電
気通信事業者を除く。）は、この省令の施行の際現に電気通信事業報告規
則第四条の九の規定により報告している事項について、この省令による改
正後の電気通信事業報告規則第四条の九の規定に合致させるため、この
省令の施行後遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。ただし、この
省令の施行の際、同条に定める事項を総務大臣に提出している場合は、
この限りでない。

規定の趣旨

① 施行期日（第１項）

・ 本省令は、法の施行日に施行する。

② 接続料相当額指数に係る経過措置（第２項）

・ この省令の施行の際現に提供されているFTTH
アクセスサービスの卸（NTT東日本・西日本の光
サービス卸）に関する経過措置（施行初年度の接
続料相当額指数の算定方法）を規定する。

③ 卸電気通信役務に関する届出に係る経過措置
（第３項）

・ 卸電気通信役務に関する届出事項の整理（P.６）

に伴う経過措置を規定する。

※ 第二種指定電気通信設備設置事業者の特定関係法人
における卸電気通信役務に係る報告義務についても同旨
の経過措置を規定（第４項、諮問対象外）
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9スケジュール

令和５年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

１/20(金)
諮問

1/21(土)-2/20（月）
パブリックコメント

情報通信行政・郵政行政審議会
電気通信事業部会

3/24(金)
答申（予定）

答申を頂いた後、
速やかに制定

6/16(金)
（改正法施行日）

施行

（参考）接続料の算定等に関する研究会における議論の経過

令和４年９月27日（火） 第62回会合（事務局より論点案の提示、議論）

10月19日（水） 第63回会合（卸先事業者等（テレコムサービス協会FVNO委員会、同MVNO委員会、日本インター
ネットサービスプロバイダー協会（JAIPA））からヒアリング）

11月15日（火） 第64回会合（指定設備設置事業者（NTT東日本・西日本、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク）からヒ
アリング）

11月30日（水） 第65回会合（事務局より制度整備に関する論点整理案の提示、議論）

12月21日（水） 第66回会合（事務局より制度整備に関する骨子案の提示、議論）
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「電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等」に対する意見及びその考え方 

（審議会への必要的諮問事項以外の事項に係るもの） 
 

意見募集期間：令和５年１月 21 日（土）～同年２月 20 日（月） 

案件番号：145210033、145210034 
 

意見提出者一覧 
意見提出者 ６件（法人：６件） 

 

（提出順、敬称略） 

受付. 意見提出者 

１ 株式会社ＮＴＴドコモ 

2 西日本電信電話株式会社 

3 東日本電信電話株式会社 

4 一般社団法人テレコムサービス協会 

5 ＫＤＤＩ株式会社 

6 ソフトバンク株式会社 

 
 
 
 
 
※ 審議会への必要的諮問事項以外の事項のうち、「ＭＶＮＯに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」（以下「Ｍ

ＶＮＯガイドライン」という。）及び「ＮＴＴ東西のＦＴＴＨアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関する

ガイドライン」（以下「サービス卸ガイドライン」という。）以外について提出された意見はなかった。 
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■ＭＶＮＯガイドライン改定案 

・全般 

意見 考え方 
修正の 

有無 

意見１ 

● 本ガイドライン改定案の考え方に賛同。 

● ＭＮＯとＭＶＮＯ間で知り得る情報や、その取り扱いに関する規律の濃淡に不

均衡が生じている状況。電気通信事業法第30条の指定を受けていない第二種指定

事業者において、業務に関して知り得たＭＶＮＯの営業上の秘密を当該業務以外

の目的に使用することがないよう、指定の拡大を強く要望。 

考え方１  

○ 「特定卸電気通信役務の提供」を拒むことができる正当な理由について、電気

通信事業法第32条等に規定されている接続拒否事由を特定卸電気通信役務にも

準用し、また、「情報提示」を拒むことができる正当な理由について、単に事業の

経営に関する秘密であることのみではなく、MNOの競争上の利益が不当に害され

るおそれがある場合などとする本ガイドライン案の考え方に賛同いたします。 

○ 一方、MNOが自社の利用者向けに提供するサービスを設計する上で用いる営業

上の秘密であって、プラン毎の平均利用データ量・原価及びこれらを推計可能な

情報に該当することが明らかな情報については、事業法第38条の2第3項に係る、

情報提示を拒むことができる正当な理由とされているところ、MVNOの回線数やデ

ータ量等をMNOは把握できる立場にあり、MVNOの営業上の秘密に該当する平均利

用データ量等が推計可能でありつつも、営業上の秘密の目的外利用を抑止する規

律が本ガイドラインの「2 電気通信事業法に係る事項」「(2)MVNOとMNOの間の関

係」「5)MNOとMVNOの協議に関する事項」「ウ 接続等関連情報の取扱い」に留まる

など、MNOとMVNO間で知り得る情報や、その取り扱いに関する規律の濃淡に不均

衡が生じている状況であります。事業法第30条の指定を受けていない第二種指定

事業者において、業務に関して知り得たこれらMVNOの営業上の秘密を当該業務以

外の目的に使用することがないよう、本ガイドラインの当該の規律を超え、事業

法第30条の指定を受けていない第二種指定事業者に対する指定の拡大を強く求

めます。 

【一般社団法人テレコムサービス協会・ＭＶＮＯ委員会】 

○ 賛同の御意見として承ります。 

○ ＭＶＮＯガイドラインにおいては、ＭＮＯに

よるＭＶＮＯに係る接続等関連情報の目的外

利用が行われることにより、ＭＶＮＯの業務の

適正な実施に支障が生じ、公共の利益が著しく

阻害されるおそれがあると認められるときは、

総務大臣による業務改善命令の対象となる旨

が明記されており、ＭＮＯによる接続等関連情

報の目的外利用については一定の是正策が講

じられているものと考えます。 

○ 禁止行為の規定の適用を受ける電気通信事

業者の指定に当たっては、「電気通信事業法第

30条第１項及び第３項第２号の規定による電

気通信事業者の指定に当たっての基本的考え

方」を踏まえて、指定の必要性の検討を要する

と承知しています。 

無 
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・２ 電気通信事業法に係る事項 (２)ＭＶＮＯとＭＮＯとの間の関係 

意見 考え方 
修正の 

有無 

意見２ 

● ＭＶＮＯガイドラインにおいて、「接続」については協議の原則が尊重されて

いることを明記していることから、「卸」についてもまずはＭＮＯとＭＶＮＯと

の協議に委ねられることが原則であることを明記することが適当。 

考え方２  

○ 左記のとおり「MVNOガイドライン」にて、事業法第32条（接続の応諾義務）に

基づく一般的な規律における基本的な考え方として、事業者間接続による場合の

基本的な考え方においては、「接続条件その他協定の細目の内容については、ま

ずはMVNOをMNOとの間の協議に委ねられるのが原則」と記載されております。 

○ 本記載の主旨は、MNOがMVNOからの接続請求に応じることが義務付けられてい

る「接続」においても、協議の原則が尊重されているものと認識しております。 

○ MVNOとMNOとの関係の基本的な考え方は、「接続」又は「卸」といった形態によ

らず、「まずはMVNOとMNOとの間の協議に委ねられることが原則」であり、こうし

た考え方は、事業者間接続による場合のみに記載するのではなく、(２)MVNOとMNO

との間の関係の中で明確に位置付けることが適切と考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

○ 御意見として承ります。 

○ 電気通信事業法上、電気通信事業者には他の

電気通信事業者からの当該他の電気通信事業

者の電気通信設備をその設置する電気通信回

線設備に接続すべき旨の請求に応諾する義務

が課せられていることから、「接続条件その他

の協定の細目」について事業者間の協議に委ね

られるべきことをガイドライン上明記してい

る一方、卸役務については相対協議に基づいて

提供されることが原則であることから、同様の

記載は不要であると考えます。 

無 

意見３ 

● 特定卸電気通信役務の新規受付を停止するとともに提供終了時期を明らかに

した場合には、特定卸電気通信役務の提供を拒むことのできる、正当な理由に該

当すると整理すべき。 

考え方３  

○ 一部の二種指定事業者が4Gサービス等の新規受付を停止するとともに提供終

了時期を明らかにした場合、当該事業者が4Gサービス等の新たな卸電気通信役務

の提供を拒むことは、5Gサービス等への円滑な移行に支障が生じる等の観点か

ら、合理的な拒否事由に該当すると整理すべきと考えます。 

【株式会社ＮＴＴドコモ】 

○ 特定卸電気通信役務の提供義務及び情報提

示義務を拒むことのできる「正当な理由」につ

いては、引き続き事例を蓄積し、必要に応じて

追加の判断をすることが適当と考えます。 

無 

意見４ 

● 特定卸電気通信役務の提供を拒める「正当な理由」について、二種指定事業者

に帰属する知的財産権が侵害される場合についても例示として追記することが

適当。 

考え方４  

○ 当社は、多様なパートナー企業と連携し、業種・業態ごとの課題に最適なネッ ○ 御意見として承ります。 無 
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意見 考え方 
修正の 

有無 

トワークを構築した新規ビジネスによって多様なサービスを提供しております。

新規ビジネスにおける創造物の一つである、知的財産権は、パートナー企業に帰

属する場合だけでなく、共同保有となる場合や、二種指定事業者に帰属すること

も考えられることから、「当該パートナー、二種指定事業者、または共同の知的財

産権」と記載すべきと考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

○ 本改定案においては、特定卸電気通信役務の

提供を拒むことが出来る「正当な理由」の一類

型として「二種指定事業者等の利益を不当に害

するおそれがあるとき」を示しており、二種指

定事業者に帰属する知的財産権が侵害される

場合が当該類型に含まれると考えます。 
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■サービス卸ガイドライン改定案 

・別表 

意見 考え方 
修正の 

有無 

意見５ 

● 卸契約に定める義務、関連法令・ガイドラインの規定を遵守いただけない可能

性が高いと判断せざるを得ない場合は、卸電気通信役務の提供を拒むことができ

る正当な理由に該当すると認識。 

考え方５  

＜第一種特定卸役務の提供について＞ 

○ 卸契約の締結（卸契約に先立ち締結する秘密保持契約の締結を含む）にあたっ

て、守秘義務や消費者保護、反社会的勢力の排除など、当該契約に定める義務あ

るいは関連法令・ガイドラインの規定について、遵守いただけない可能性が高い

と判断せざるを得ない場合は、当該卸契約の締結を拒むことのできる（当該卸契

約締結済の事業者に対しては、当該卸契約を解除できる）「正当な理由」のうち、

「当該第一種特定卸役務の提供が卸提供事業者の利益を不当に害するおそれが

あること」等に該当するものと認識しております。 

【東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社】 

○ 「当該契約に定める義務」を「遵守いただけ

ない可能性が高いと判断せざるを得ない場合」

については、「当該契約に定める義務」の内容が

遵守されないことが、「電気通信回線設備との

接続を拒める場合と同等の正当な理由」に該当

すると言えるか否かについて、個別の事例にお

いて検討すべきものと考えます。 

○ その際、正当な理由に該当するかどうかの挙

証責任は卸元事業者にあるものであり、提供を

拒むときには、その理由を具体的に明示して回

答することが適当と考えます。 

○ 「関連法令・ガイドラインの規定について」

「遵守いただけない可能性が高いと判断せざ

るを得ない場合」についても、挙証責任が卸元

事業者にあることは同様ですが、当該電気通信

事業者に当該特定卸電気通信役務を提供する

ことで、卸元事業者が関連法令・ガイドライン

に違反することとなる場合又は卸先事業者が

当該特定卸電気通信役務により行う電気通信

事業において関連法令・ガイドラインを違反す

ることが明らかである場合、一般的には「当該

第一種特定卸役務の提供が卸提供事業者の利

益を不当に害するおそれがあること」に該当し

うるものと考えます。 

無 

意見６ 考え方６  
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意見 考え方 
修正の 

有無 

● 卸先事業者の求める内容・単位等で接続料相当額の提示を行うと、卸元事業者

の提供する役務の設計に関する営業秘密が明らかになるおそれがある場合は、情

報提示を拒むことができる正当な理由に該当すると認識。 

＜協議の円滑化に資する事項の提示について＞ 

○ 卸先事業者が提示を求める接続料相当額の内容・単位等でその提示を行った

際、当社の提供する役務の設計に関する営業秘密が明らかになる恐れがある場

合、当該提示を拒める「正当な理由」に該当すると認識しております。 

○ 具体的には、第64回接続料の算定に関する研究会において、当社プレゼンにて

ご提示した「設備の収容設計・品質設計」、「設備の仕入れ原価」、「サービス原価」

といった情報が該当すると考えます。 

【東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社】 

○ 本改定案の示すとおり、「当社の提供する役

務の設計に関する営業秘密が明らかになる恐

れがある場合」については、当該事項を提示す

ることにより、卸提供事業者の競争上の地位を

不当に害する場合において、当該事項の提示を

拒むことができる「正当な理由」に該当するも

のと考えます。また、その際、役務提供義務の

場合と同様、正当な理由に該当するかどうかの

挙証責任は卸元事業者にあるものであり、提示

を拒むときには、その理由を具体的に明示して

回答することが適当と考えます。 

○ 以上の考え方に照らして、御意見中で例示さ

れている個々の事項の提示を拒むことが「正当

な理由」に該当するかどうかについて予断を持

ってお示しすることは困難ですが、今般整備さ

れた情報提示義務は、特定卸電気通信役務の提

供に係る交渉の適正性の確保を目的とするも

のであることに鑑みれば、特定卸電気通信役務

の提供に係る交渉において当該事項の提示を

受けることの意義がないことが明らかである

情報（例えば、卸先事業者が自ら営む自己設置

又は接続によりＦＴＴＨアクセスサービスを

提供する事業においてのみ活用可能な情報）

は、卸元事業者の競争上の地位を不当に害する

ものに該当し得ると考えます。 

無 

意見７ 

● 既に卸契約を締結している卸先事業者から卸元事業者への料金改定の申入れ

も「当該特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結の申入れ」に含まれると

解せる。この取扱いをガイドラインにおいて明確化すべき。 

考え方７  
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意見 考え方 
修正の 

有無 

○ 改正後の電気通信事業法第38条の２第3項で規定する特定卸電気通信役務に係

る情報の提示義務は、「当該特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結の申

入れを受けた場合」に生ずると規定しておりますが、既に卸契約を締結している

卸先事業者から卸元事業者への料金改定の申入れも契約（変更）に向けた事業者

間協議の一種として契約の締結の申入れと同一視でき、「当該特定卸電気通信役

務の提供に関する契約の締結の申入れ」に含まれると解せるものと考えます。 

○ 「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法

の適用に関するガイドライン」が事業法の適用関係を規定することを目的として

いることからも、上述した料金改定の申入れ時の取扱いについて改正案において

明確化すべきと考えます。 

○ 具体的には、「第一種特定卸役務の提供に関する契約の締結の申し入れを受け

た場合」への補足としてカッコ書き又は脚注を付して、例えば次のような文言を

追記すべきと考えます。 

 

<追加文言例> 

・ 卸先事業者から卸元事業者への料金改定の申入れがあった場合についても第一

種特定卸役務の提供に関する契約の締結の申入れを受けた場合に含まれる。 

【ソフトバンク株式会社】 

○ 現に特定卸電気通信役務の提供を受けてい

る電気通信事業者が、当該特定卸電気通信役務

を提供する電気通信事業者に対し、新たな料金

又は提供条件による当該特定卸電気通信役務

の提供に関する契約の締結の申入れを行った

場合も、電気通信事業法の一部を改正する法律

（令和４年法律第70号）による改正後の電気通

信事業法（昭和59年法律第86号）第38条の２第

３項に基づく情報提示義務の対象となると考

えることが適当と考えます。 

○ この点を明らかにするため、原案を次のとお

り修正することとします。 

・ 「第一種特定卸役務の提供に関する契約の

申入れ」に、現に第一種特定卸役務の提供を

受けている電気通信事業者が、卸提供事業者

に対し、新たな料金又は提供条件による当該

第一種特定卸役務の提供に関する契約の締

結の申入れを行う場合を含むことを明示す

ること。 

有 

以上 
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１ 本ガイドライン策定・改定の背景 

平成26年５月、日本電信電話株式会社（以下「NTT」という。）は、東日本電信電話株

式会社及び西日本電信電話株式会社（以下「NTT 東西」という。）が平成 26 年度第３四

半期以降に光アクセス回線の卸売サービス（以下「サービス卸」という。）を提供すると

発表した。 

サービス卸は、情報通信審議会答申「2020年代に向けた情報通信政策の在り方－世界

最高レベルの情報通信基盤の更なる普及・発展に向けて－」（平成26年12月18日。以

下「答申」という。）において、「世界最高レベルを誇る我が国の光ファイバ基盤を利用

した様々なプレーヤーとの連携によるイノベーション促進を通じた多様な新サービス

の創出や、光回線の利用率の向上に資するものであり、我が国の経済成長への寄与も期

待できる新たな取組と評価することができる。」とされている。 

一方で、サービス卸は、電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第33条第２項に規

定する第一種指定電気通信設備を用いて提供する卸電気通信役務であること、また、そ

の役務の提供を受けた電気通信事業者を通じて多数の一般の利用者にサービスが提供

されることが想定されており、その料金その他の提供条件が利用者の利益に及ぼす影響

が大きいこと、さらに、一般の利用者に対する事業者間の競争は、その原価の一部とな

るサービス卸に関する料金その他の提供条件が重要となることから、答申では、「その提

供形態や提供内容によっては、自ら回線設備を設置する事業者による競争に与える影響

を含め、様々な競争事業者との公正競争の確保に支障を及ぼすおそれがある。」とされ、

次のとおり、総務省における対応を求めている。 

① 「サービス卸の提供に当たり、事業者の自主性を最大限に尊重して弾力的・柔軟な

提供を可能とする現行制度の趣旨を踏まえつつ、総務省において、料金その他の提供

条件の適正性及び公平性が十分に確保されるとともに、イノベーションを阻害しない

ことに留意しつつも、外部による検証可能性も含め、一定の透明性が確保される仕組

みの導入を検討することが適当である。」 

② 「サービス卸の提供により電気通信市場の競争環境に影響を与え得る要素として次

のような事例が考えられるため、これらの点に留意し、総務省において必要に応じ適

切な措置を講ずることを検討することが適当である。 

・ 移動通信事業者がサービス卸の提供を受けて FTTH サービスと移動通信サービス

をセットで割り引くこと（セット割引）が想定されるが、この場合、移動通信市場

において課題となっている過度のキャッシュバック等により、利用者に提供される

料金の適正性が実質的に損なわれ、固定通信市場における競争が歪められるおそれ

がある。 

・ また、移動通信市場における禁止行為規制の適用事業者が、サービス卸の提供を

受けて FTTH サービスと自らの移動通信サービスを組み合わせて自己のサービスと

してセット割引を提供することも考えられる。これが仮に正当な理由なく排他的な
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組み合わせで提供されるとすると、当該サービスに関連して自己の関係事業者のサ

ービスを排他的に有利に取り扱うこととなるという点で、「自己の関係事業者のサ

ービスを排他的に組み合わせた割引サービスの提供」と実質的に同様の行為である

と考えられる。」 

また、サービス卸に関しては、その卸電気通信役務の提供を受けた多数の電気通信事

業者等によって活発な営業活動がなされ、特に役務の提供開始当初においては、電気通

信役務の提供を受けて固定通信サービスに新たに参入する電気通信事業者による営業

活動が集中し、不適切な営業活動に係る苦情・相談が増加するとの懸念が示されている

ところ、電気通信事業法における消費者保護ルールの見直し・充実について提言した

「ICTサービス安心・安全研究会 報告書」（平成26年12月）において、電気通信市場

に新たな電気通信事業者が参入した場合であっても、既存の他の電気通信事業者と同様

に、消費者保護ルールの見直し・充実による新たな制度・規律を含め、電気通信事業法

上の義務を遵守する必要があることに何ら変わりがないことに留意することが適当で

あるとされている。 

さらに、上記答申等を踏まえ、電気通信事業法等の一部を改正する法律（平成27年法

律第26号）により、第一種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務に関する事後届出

制及び総務大臣による整理・公表制度や、契約後の書面交付義務、初期契約解除制度、

不実告知の禁止・勧誘継続行為の禁止等の利用者保護規律（消費者保護に関連する規定）

が整備されたところである。 

今般、平成27年２月、サービス卸に関して、上記答申の指摘、関連する法制度の整備

等を踏まえ、NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務（以下「特定卸役務」

という。）について、電気通信事業法の適用関係をガイドラインとして定め、公表するこ

ととしたものである。 

その後、「電気通信事業法の一部を改正する法律」（令和４年法律第70号、令和５年６

月16日施行）により、サービス卸は「特定卸電気通信役務」と位置づけられることとな

ったため、特定卸電気通信役務に関する電気通信事業法の適用関係を明らかにするため、

本ガイドラインを改正するものである。 

 

２ 本ガイドラインの目的と位置付け本ガイドラインの対象となる卸電気通信役務の範囲 

 本ガイドラインの対象となる第一種指定電気通信設備を用いる特定卸電気通信役務

（以下「第一種特定卸役務」という。）は、次のとおりとする。 

・ 多数の一般の利用者に FTTH アクセスサービス等1を提供する電気通信事業者に対し

てNTT東西が提供する卸電気通信役務 

                         
1 例えば、特定卸電気通信役務である光ＩＰ電話（光回線電話を除き、双方向番号ポータビリティが実現されるまでの

ものに限る。）等が該当する。 
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３ 本ガイドラインの目的と位置付け 

本ガイドラインは、第一種特定卸役務を提供する電気通信事業者（以下「卸提供事業

者」という。）2、卸提供事業者から第一種特定卸役務の提供を受ける電気通信事業者（以

下「卸先事業者」という。）3及び卸先事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結

の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者（以下「卸先契約代理業者」という。）4の行う

行為について、電気通信事業法の適用関係を明確化することを目的とし、具体的には、

同法第 29 条の業務改善命令や同法第 30 条及び第 31 条の禁止行為違反に対する停止・

変更命令等の対象となり得る行為、同法第 38 条の２の特定卸電気通信役務の提供義務

及び情報提示義務に係る具体的な考え方等を整理・類型化して例示すること等により、

第一種特定卸役務に関する料金その他の提供条件の適正性・公平性の確保や、利用者利

益の保護、同法の運用の一層の透明化を図り、もって、公正な競争環境と利用者利便の

確保を実現するために定め、公表するものである。 

また、本ガイドラインは、第一種特定卸役務が一般の卸電気通信役務とは異なる特徴

を持つことを踏まえ、第一種特定卸役務に関して現時点で特に電気通信事業法上問題と

なることが想定される行為を整理・類型化して例示するものであり、本ガイドラインと

同様に電気通信事業法上問題となり得る行為を電気通信事業一般について例示してい

る「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」（平成28年５月20日改定。以

下「共同ガイドライン」という。）や、平成28年３月に全面改定され同法における消費

者保護関連規定の内容を解説するとともに当該規定に関連して電気通信事業者等が自

主的にとることが望ましいと考えられる対応について示した「電気通信事業法の消費者

保護ルールに関するガイドライン」（以下「消費者保護ガイドライン」という。）も、第

一種特定卸役務について当然に適用されることに留意が必要である。 

なお、本ガイドラインで列挙される「電気通信事業法上問題となり得る行為」は、あ

くまでも例示であり、電気通信事業者及び卸先契約代理業者の個別具体的な行為が電気

通信事業法の関係規定に抵触することとなるか否かについては、同法の規定に照らし個

別の事案ごとに判断されるほか、本ガイドラインに列挙されていない行為であっても、

業務改善命令等の対象となる場合もあることにも留意が必要である。 

今後、総務省においては、公正競争環境や利用者利便の一層の確保を図る観点から、

第一種特定卸役務に関する新たなビジネスモデルの出現や新サービスの展開といった

変化にも対応しつつ、本ガイドラインを適宜機動的に見直すこととする。 

 

                         
2 平成 28 年５月現在では、NTT 東西がこれに該当する。 
3 平成 28 年５月現在では、NTT 東西から第一種特定卸役務の提供を受けて利用者向けサービスを提供する携帯

電話事業者、ISP、MVNO 等の電気通信事業者がこれに該当する。また、NTT 東西から第一種特定卸役務の提供

を受けた卸先事業者から当該役務の提供（いわゆる再卸）を受ける電気通信事業者も含む。 
4 いわゆる販売代理店等がこれに該当する。 
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３ 本ガイドラインの対象となる特定卸役務の範囲 

本ガイドラインの対象となる特定卸役務は、次のとおりとする。 

・ 多数の一般の利用者に FTTH アクセスサービス等5を提供する電気通信事業者に対し

てNTT東西が提供する卸電気通信役務 

 

４ 第一種特定卸役務に関して適用される電気通信事業法の主な規律 

（１）卸提供事業者に適用される主な規律 

第一種特定卸役務について、卸提供事業者に適用される電気通信事業法の主な規律は

次のとおりである。 

① 指定電気通信役務に関する規律（電気通信事業法第 20 条等） 

第一種特定卸役務は、第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であ

ることから、「指定電気通信役務」に該当するものである6。 

指定電気通信役務については、他の事業者による代替的なサービスが十分に提供さ

れないものであることから、卸提供事業者による不当な提供条件の設定を防止し、料

金その他の提供条件の適正性や透明性を確保するため、契約の相手方との合意がない

場合に適用される「保障契約約款」の事前届出義務（電気通信事業法第20条第１項）

や公表義務（同法第23条第１項）等が課されている。 

② 業務改善命令（電気通信事業法第 29 条） 

指定電気通信役務は、契約の相手方から求められた場合には、保障契約約款に定め

る料金その他の提供条件により役務を提供しなければならないが、当事者間の合意が

あれば、相対契約が認められている。 

この相対契約に関する料金その他の提供条件の適正性等については、例えば、卸提

供事業者が適正なコストを著しく下回る料金を設定することにより、加入光ファイバ

等の設備を設置して電気通信事業を営む他の電気通信事業者を排除又は弱体化させる

結果となる場合等、「他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであ

り、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻

害しているとき」等に総務大臣が業務改善命令を発動することが可能とされており（電

気通信事業法第29条第１項）、これらは、第一種特定卸役務の相対契約の料金その他

の提供条件についても適用される。 

③ 禁止行為規制（電気通信事業法第 30 条、第 31 条） 

                         
5 例えば、特定卸電気通信役務である光ＩＰ電話（双方向番号ポータビリティが実現されるまでのものに限る。）等が

該当する。 
6 指定電気通信役務に該当しないサービスも一部存在する。 
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第一種特定卸役務の提供に当たって用いられる設備は第一種指定電気通信設備であ

り、当該設備の設置者たる卸提供事業者は、公平性等を確保するための規律である禁

止行為規制（電気通信事業法第30条第４項、第31条第２項）の適用対象とされてお

り、第一種特定卸役務の提供の業務についても、特定の電気通信事業者に対する不当

な優先的取扱い等が禁止される7。 

④ 第一種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務に関する制度（電気通

信事業法第 38 条の２及び第 39 条の２） 

第一種特定卸役務の提供に当たって用いられる設備は、他の電気通信事業者の事業

展開上不可欠な第一種指定電気通信設備であることから、当該設備を用いる卸電気通

信役務である第一種特定卸役務に関する料金その他の提供条件等の適正性、公平性を

確保するため、当該設備の設置者たる卸提供事業者は、第一種特定卸役務の提供の業

務を開始・変更・廃止したときは、その旨、卸電気通信役務の種類、料金その他の提

供条件等8の届出義務（電気通信事業法第 38 条の２第１項）が課されている。また、

当該届出に関して総務大臣が作成し、又は取得した情報については、第一種特定卸役

務に関する一定の透明性を確保するため、総務大臣が整理･公表するものとされてい

る（同法第39条の２）。 

更に、第一種特定卸役務は、第一種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務であ

り、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少なくない9ことから、「電気

通信事業法の一部を改正する法律」（令和４年法律第70号）により新設された同法第

38条の２第２号に規定される「特定卸電気通信役務」に該当するものである。 

特定卸電気通信役務については、広く一般利用者が利用するサービスの提供のため

多くの事業者に用いられる役務でありながら、長期にわたる卸料金の高止まりが指摘

されており、十分に競争が働く環境が実現されてこなかった状況を是正するため、役

務提供義務（同号）及び卸先事業者に対する卸料金の算定方法等、契約締結に関する

協議の円滑化に資する事項10の提示義務（同条第３項）が課されており、情報提示義務

に違反した卸提供事業者に対しては、総務大臣は、公共の利益を確保するために必要

な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができ

る（同条第４項）。 

 

                         
7 禁止行為規制適用事業者が禁止行為を行った場合、総務大臣が当該行為の停止又は変更を命令することが可能

とされている（電気通信事業法第 30 条第５項、第 31 条第４項）。 
8 電気通信事業法施行規則第 25 条の７第４号に掲げる事項。 
9 電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ない卸電気通信役務については、電気通信事業法施行

規則第 25 条の７の５で定める。 
10 電気通信事業法施行規則第 25 条の７の６に規定する事項。 
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（２）卸先事業者（市場支配的な電気通信事業者を除く。）に適用される主な規律 

第一種特定卸役務について、市場支配的な電気通信事業者（第一種指定電気通信設備

を設置する電気通信事業者又は電気通信事業法第 30 条第１項の規定により指定された

電気通信事業者をいう。以下同じ。）以外の卸先事業者に適用される電気通信事業法の主

な規律は次のとおりである。 

① 消費者保護規律（電気通信事業法第 26 条等）11 

ここでは概要のみを掲載する。各規律の具体的内容については、消費者保護ガイド

ラインを参照する必要がある。 

・ 契約前の説明義務（電気通信事業法第 26 条）  

・ 書面交付義務（電気通信事業法第 26 条の２） 

・ 初期契約解除制度（電気通信事業法第 26 条の３） 

  ※第一種特定卸役務を利用して提供される電気通信役務は、本制度の対象となるも

のとして指定されている。 

・ 業務の休廃止の周知義務（電気通信事業法第 26 条の４第１項） 

・ 苦情等処理義務（電気通信事業法第 27 条） 

・ 不実告知等の禁止（電気通信事業法第 27 条の２第１号） 

・ 自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止（電気通信事業法第

27 条の２第２号） 

・ 勧誘継続行為の禁止（電気通信事業法第 27 条の２第３号） 

・ その他利用者利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為の禁止（電気通信事

業法第 27 条の２第４号） 

・利用者が遅滞なく解約できるようにするための適切な措置を講じないことの禁止（電気

通信事業法施行規則第 22 条の２の 13 の２第１号） 

・期間拘束契約に係る違約金等の制限（電気通信事業法施行規則第 22 条の２の 13 の

２第２号） 

・ 卸先契約代理業者に対する指導等の措置義務（電気通信事業法第 27 条の４） 

② 業務改善命令（電気通信事業法第 29 条） 

電気通信役務の料金その他の提供条件の適正性等については、例えば、卸先事業者

が適正なコストを下回る料金を設定することにより、競争事業者を排除又は弱体化さ

せる結果となる場合等、「他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすもの

であり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益

を阻害しているとき」等に総務大臣が業務改善命令を発動することが可能とされてお

                         
11 卸先事業者が電気通信事業法第 26 条、第 26 条の２、第 27 条、第 27 条の２及び第 27 条の３及び第 27 条の４

の規定に違反したときは、総務大臣が業務の方法の改善その他の措置をとるべき旨の命令を発動することが可能と

されている（同法第 29 条第２項）。また、同法第 26 条の４第１項に違反した場合、これにより利用者の利益を阻害し

ているときは、総務大臣が業務の方法の改善その他の措置をとるべき旨の命令を発動することが可能である（同法

第 29 条第１項第 12 号）。 
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り（電気通信事業法第29条第１項）、これらは、第一種特定卸役務を利用して提供さ

れる電気通信役務に関する料金その他の提供条件についても適用される。 

 

（３）卸先事業者（市場支配的な電気通信事業者に限る。）に適用される主な規律 

第一種特定卸役務について、市場支配的な電気通信事業者たる卸先事業者に適用され

る電気通信事業法の主な規律は次のとおりである。 

① 消費者保護関連規定（電気通信事業法第 26 条等） 

上記（２）①のとおり。 

② 業務改善命令（電気通信事業法第 29 条） 

上記（２）②のとおり。 

③ 禁止行為規制（電気通信事業法第 30 条） 

卸先事業者が市場支配的な電気通信事業者である場合12、当該事業者は、公平性等を

確保するための規律である禁止行為規制（電気通信事業法第30条第３項）の適用対象

とされており、第一種特定卸役務の提供を受けて行う業務についても、当該電気通信

事業者の特定関係法人である電気通信事業者であって総務大臣が指定するものに対す

る不当な優先的取扱い等が禁止される。 

 

（４）卸先契約代理業者に適用される主な規律 

第一種特定卸役務について、卸先契約代理業者に適用される電気通信事業法の主な規

律は、上記（２）①の消費者保護関連規定のうち、契約前の説明義務、不実告知等の禁

止、自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止及び勧誘継続行為の

禁止であり、卸先契約代理業者はそれらの規律を遵守する必要がある13。また、卸先契約

代理業者に対する指導等の措置義務は、電気通信事業者に課されるものであるが、卸先

契約代理業者においては、当該措置に基づき業務を実施しなければならないという意味

で、間接的に適用される。 

 

５ 電気通信事業法上問題となり得る行為 

卸提供事業者、卸先事業者又は卸先契約代理業者が第一種特定卸役務に関して行う行

                         
12 電気通信事業法第 30 条第 1 項の規定により指定される電気通信事業者をいう。 
13 卸先契約代理業者が電気通信事業法第 73 条の 3 において準用する第 26 条及び第 27 条の２の規定に違反し

たときは、総務大臣が業務の方法の改善その他の措置をとるべき旨の命令を発動することが可能とされている（電

気通信事業法第 73 条の４第 29 条第２項）。 
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為について、別表の左欄に掲げる行為は、同表の右欄に掲げる電気通信事業法の規定（上

記３に記述した第一種特定卸役務に関して適用される同法の主な規律）との関係で同法

上問題となり得るものである。 

６ 消費者保護の充実等の観点から望ましい行為 

第一種特定卸役務は卸先事業者を通じて多数の一般の利用者へのサービスの提供が

想定されるものであり、また、従来電気通信事業法の適用を受けてこなかった新規の卸

先事業者や卸先契約代理業者の参入が想定されるところ、消費者保護の充実を図る観点

から、卸提供事業者、卸先事業者及び卸先契約代理業者においては、本ガイドラインの

遵守に加えて、次の措置を講ずることが適当である。 

・ 卸提供事業者においては契約関係のある全ての卸先事業者に対し、卸先事業者にお

いては契約関係のある全ての卸先契約代理業者及び再卸先である卸先事業者に対し、

本ガイドラインの周知を定期的に行うとともに、その遵守を担保するための措置を講

じること。特に、本ガイドラインが遵守を求める法令に卸先事業者が違反していた事

実が明らかとなった場合には、再発防止及び利用者利益の保護を図るための適切な措

置を講じること。 

・ 卸先事業者においては、本ガイドラインの内容を踏まえ、卸先契約代理業者と連携

しつつ適切な勧誘方法についての業界自主基準等の策定等を行い、卸先事業者及び卸

先契約代理業者においては、その遵守を担保する体制を整えること。 
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（別表） 

電気通信事業法上問題となり得る行為 

 

（１）第一種特定卸役務について卸提供事業者14が行う行為 

電気通信事業法上問題となり得る行為15 該当条項 

① 競争阻害的な料金の設定等 
・第一種特定卸役務の料金等（工事費、手続費等を含む。）について自己の関係

事業者16のみを対象とした割引料金を設定することや、問合せ等に対して自己

の関係事業者のサービスのみを紹介することなど、特定の卸先事業者のみを合

理的な理由なく有利に取り扱うこと。 

※  移動通信市場については、固定通信市場の隣接市場であること及び協調

的寡占の色彩が強い市場であると指摘されていること等から、料金等の水準

が公正競争環境に与える影響が特に大きいと考えられるため、移動通信事業

者(MNO)が卸先事業者になる際、移動通信事業者に対する料金等が同一で

ない場合は不当な優先的取扱い等に該当するおそれが大きく、料金等が同

一でない根拠について特に明確かつ合理的な説明が求められる。 

・第一種特定卸役務の料金等（工事費、手続費等を含む。）について、実質的に

特定の卸先事業者に適用が限定されることが明らかなような大口割引17を行うこ

と。 

・第一種特定卸役務と併せて他の電気通信役務を提供する際に、双方の役務の

料金を区分せずに設定し、又は当該他の電気通信役務の提供を受ける者のみ

に当該第一種特定卸役務を提供（いわゆるバンドル提供）すること。 

・第一種特定卸役務の料金について、競争事業者を排除又は弱体化させるため

に適正なコスト18を下回る料金19を設定すること。 

・第一種特定卸役務の料金等（工事費、手続費等を含む。）について、利用者に

第 29 条第１項第２号 

第 29 条第１項第 10 号 

第 30 条第４項第２号 

                         
14 平成 28 年 5 月現在では、NTT 東西がこれに該当する。 
15 第一種特定卸役務に対しては、表中に記載されている行為の例示のみならず共同ガイドラインに記載されている

例示も適用されることに留意が必要である。 
16 自己の関係事業者とは、電気通信事業法第 12 条の 2 第 4 項第 1 号に規定する特定関係法人をいい、例えば、

自己の子会社、自己を子会社とする親会社、当該親会社の子会社などをいう。なお、この定義は共同ガイドライン

と同じものとなっている。 
17 卸提供事業者が卸先事業者に支払う販売促進費等は、「インセンティブ」「コミッション」といった名称によらず、当

該卸提供事業者による第一種特定卸役務の料金の割引に該当するものとして取り扱われる場合があることに留意

が必要である。すなわち、実質的に特定の卸先事業者に適用が限定されることが明らかなような販売インセンティ

ブ等を設定する行為は、ここでいう大口割引に該当し、電気通信事業法上問題となることがある。 
18 第一種特定卸役務の料金が利用者単位で設定される場合の「適正なコスト」とは、一利用者当たりの接続料相当

額を基本とする額とする。 
19 ここでいう料金は、必ずしも契約約款、契約書等に記載された第一種特定卸役務の料金のみを指すものではな

く、割引等を考慮した実質的な料金を指す場合がある。 
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電気通信事業法上問題となり得る行為15 該当条項 

対する料金よりも高い料金20を設定すること。 

② 提供手続・期間に係る不当な差別的取扱い 

・第一種特定卸役務の提供手続及び提供までの期間について、自己の関係事業

者に比べて提供時期を遅らせるなど合理的な理由がないのに卸先事業者によ

って差が生じること。 

同上 

③ 技術的条件に係る不当な差別的取扱い 

・第一種特定卸役務に係る技術的条件（設備を接続する場合の接続箇所におけ

る技術的条件や受付システムの技術的仕様等）について、合理的な理由がない

のに卸先事業者によって差が生じること。 

同上 

④ サービス仕様に係る不当な差別的取扱い 

・第一種特定卸役務のサービス仕様について、合理的な理由がないのに卸先事

業者によって差が生じること。 

同上 

⑤競争阻害的な情報収集 

・第一種特定卸役務の提供に当たって、卸先事業者の事業計画等（利用者料金

の水準や料金体系、一体として提供しようとするサービスなど）の内容を合理的

な理由なく聴取すること。 

第 29 条第１項第 10 号 

                         
20 脚注 1619 に同じ。 
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電気通信事業法上問題となり得る行為15 該当条項 

⑥情報の目的外利用 

・第一種特定卸役務の提供に関して知り得た卸先事業者の情報を、合理的な理

由なく、自己又は自己の関係事業者の営業目的など、その用に供する目的以外

の目的のために利用し、又は提供すること。 

第 29 条第１項第２号 

第 29 条第１項第 10 号 

第 30 条第４項第２号 

⑦情報提供に係る不当な差別的取扱い 

・自己又は自己の関係者を通じて提供される第一種特定卸役務に係る情報の内

容及び質や、当該情報の提供の時期等について、合理的な理由がないのに卸

先事業者によって差が生じること。 

同上 

⑧卸先事業者の業務に関する不当な規律・干渉 

・第一種特定卸役務の提供に当たって、卸先事業者に対して、第一種特定卸役

務を利用して提供される役務から接続を利用して提供される役務へと利用者を

移転させることを不当に制限すること、又は合理的な理由なく第一種特定卸役務

を利用しない他の役務提供の取扱いをさせないことなど、合理的な理由なく、卸

先事業者のサービス提供を制限すること。 

第 29 条第１項第５号 

第 29 条第１項第 10 号 

第 30 条第４項第３号 

⑨業務の受託に係る不当な差別的取扱い 

・第一種特定卸役務に関する料金請求・回収代行業務等の受託に関して、コス

ト、業務内容、販売数量等の条件が同様であるにもかかわらず、自己の関係事

業者から徴収する手数料に比べて他の電気通信事業者から徴収する手数料を

高く設定する、又は受託業務の提供時期を遅らせるなど、合理的な理由なく、特

定の事業者についてのみ優先的又は不利な取扱いをすること。 

第 29 条第１項第２号 

第 29 条第１項第 12 号 

第 31 条第２項第２号 

⑩正当な理由がない役務提供拒否及び情報提示拒否 

・第一種特定卸役務について、 

１） 卸提供事業者の電気通信役務の円滑な提供に支障があること 

２） 当該第一種特定卸役務の提供が卸提供事業者の利益を不当に害するおそ

れがあること 

３） 当該第一種特定卸役務の提供に関する契約の申入れをした他の電気通信

事業者がその第一種特定卸役務の提供に関し負担すべき金額の支払を怠

り、又は怠るおそれがあること 

４） 当該第一種特定卸役務を提供に応ずることが技術的又は経済的に著しく困

難であること 

といった電気通信事業法第 32 条及び電気通信事業法施行規則第 23 条に規定

する電気通信回線との接続を拒める場合21と同等の正当な理由がないのに、他

第 38 条の２第２項 

第 38 条の２第３項 

                         
21 ①電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき、②当該接続が当該電気通信事業者の利益を

不当に害するおそれがあるとき、③電気通信設備の接続を請求した他の電気通信事業者がその電気通信回線設

備の接続に関し負担すべき金額の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき、④電気通信設備の接続に応ずるため

の電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済的に著しく困難であるとき。 
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電気通信事業法上問題となり得る行為15 該当条項 

の電気通信事業者への提供を拒むこと。 

・第一種特定卸役務の提供に関する契約の締結の申入れ22を受けた場合におい

て、契約締結に関する協議の円滑化に資する事項23について、 

１） 当該事項が、卸提供事業者が他の電気通信事業者と締結した秘密保持契約

による保護対象である事項のうち、個別の電気通信事業者のみに係る事項で

あることが明らかであること、 

２） 当該事項が、卸提供事業者が提供する役務（卸電気通信役務を除く。）の設

計に関する営業秘密であって、当該事項を提示することにより、卸提供事業

者の競争上の地位を不当に害すること 

といった正当な理由がないのに、当該申入れをした電気通信事業者への提示

を拒むこと。 

※ 単に事業の経営に関する秘密であることのみをもって提示を拒むことは正

当な理由にはあたらない。 

 

（２）第一種特定卸役務について卸先事業者（市場支配的な電気通信事業者を除く。）24が

行う行為 

電気通信事業法上問題となり得る行為 該当条項 

① 競争阻害的な料金の設定等 

・第一種特定卸役務の提供を受けてサービスを提供する際に、第一種特定卸役

務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置する競争事業者を排除又

は弱体化させるために適正なコストを著しく下回るような料金25を設定すること。 

※  移動通信市場については、固定通信市場の隣接市場であること及び協調

的寡占の色彩が強い市場であると指摘されていること等から、利用者料金等

の設定が公正競争環境に与える影響が特に大きいと考えられる。このため、

移動通信事業者（MNO）が卸先事業者になり、第一種特定卸役務の提供を受

けて提供する電気通信役務と自社の移動通信の役務とを組み合わせて料金

設定を行って提供する場合（いわゆるセット割引）において、料金設定につい

て懸念が生じたときには、それぞれの役務の料金について合理的な説明を行

うことが求められる。 

第 29 条第１項第５号 

第 29 条第１項第 11 号 

                         
22 現に第一種特定卸役務の提供を受けている電気通信事業者が、当該第一種特定卸役務を提供する電気通信事

業者に対し、新たな料金又は提供条件による当該第一種特定卸役務の提供に関する契約の締結の申入れを行う

場合を含む。 
23 脚注 10 に同じ。 
24 平成28年５月現在では、NTT東西から第一種特定卸役務の提供を受けて利用者向けサービスを提供する携

帯電話事業者(株式会社NTTドコモを除く。)、ISP、MVNO等の電気通信事業者がこれに該当する。また、

NTT東西から第一種特定卸役務の提供を受けた卸先事業者から当該役務の提供（いわゆる再卸）を受ける

電気通信事業者も含む。 
25 脚注1619に同じ。 

62



14 

 

・第一種特定卸役務の提供を受けてサービスを提供する際に（第一種特定卸役

務の提供を受けて提供するサービスとセットで移動通信サービス等を提供する

場合を含む。）、競争阻害的な料金設定や過度のキャッシュバックなどの行為に

より、第一種特定卸役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置する

競争事業者の設備の保持が経営上困難となるおそれを生じさせること。 

②契約前の説明義務の履行不十分 

・消費者保護ガイドライン第２章の解説を参照。 

第26条 

③書面交付義務の履行不十分 

・消費者保護ガイドライン第３章の解説を参照。 

第26条の２ 

④業務の休廃止の周知の履行不十分 

・消費者保護ガイドライン第８章の解説を参照。 

第26条の４第１項 

⑤苦情等の処理の履行不十分 

・消費者保護ガイドライン第５章の解説を参照。 

第27条 

⑥不実告知、事実不告知 

・消費者保護ガイドライン第６章第１節の解説を参照。 

第27条の２第１号 

⑦自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止 

・消費者保護ガイドライン第６章第２節の解説を参照。 

第27条の２第２号 

⑧勧誘を受けた者の意思に反した勧誘継続行為 

・消費者保護ガイドライン第６章第３節の解説を参照。 

第27条の２第３号 

⑨その他利用者利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為の禁止 

・消費者保護ガイドライン第６章第４節の解説を参照。 

第27条の２第４号 

⑨⑩卸先契約代理業者に対する指導等の履行不十分 

・消費者保護ガイドライン第７章の解説を参照。 

第27条の４ 
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（３）第一種特定卸役務について卸先事業者（市場支配的な電気通信事業者に限る。）26が

行う行為 

電気通信事業法上問題となり得る行為 該当条項 

① 競争阻害的な料金の設定等 

・第一種特定卸役務の提供を受けて、自己のサービスを提供する際（卸先契約代

理業者等への委託等による場合も含む。）に、自己の関係事業者（当該市場支配

的な電気通信事業者の特定関係法人であって総務大臣が指定したものに限る。

以下（３）において同じ。）のみを合理的な理由なく有利に取り扱うこと。 

・（２）に同じ。 

第 29 条第１項第５号 

第 29 条第１項第 11 号 

第 30 条第３項第２号 

 

② 排他的な割引サービス 

・第一種特定卸役務の提供を受けて、合理的な理由なく、排他的に自己が提供

する他のサービスと組み合わせて、割引サービスを提供すること。 

・第一種特定卸役務の提供を受けて、合理的な理由なく、排他的に自己のサービ

スと自己の関係事業者のサービスを組み合わせて、割引サービスを提供するこ

と。 

第 30 条第３項第２号 

 

③ 関係事業者と一体となって行う排他的な業務 

・第一種特定卸役務の提供を受けて、合理的な理由なく、自己の関係事業者と一

体となって排他的な業務を行うこと（電気通信役務の提供以外の業務（例：料金

明細書への商品案内の同封、課金・認証等のプラットフォーム機能の管理・運

営）については、当該業務が電気通信役務の提供と密接不可分に関係してお

り、その態様が合理的な理由なく差別的であることにより電気通信市場の公正な

競争にただちに弊害を及ぼす場合に限る）。 

同上 

④契約前の説明義務の履行不十分 

・（２）に同じ。 

第 26 条 

⑤書面交付義務の履行不十分 

・（２）に同じ。 

第 26 条の２ 

⑥業務の休廃止の周知の履行不十分 

・（２）に同じ。 

第 26 条の４第１項 

⑦苦情等の処理の履行不十分 

・（２）に同じ。 

第 27 条 

⑧不実告知、事実不告知 

・（２）に同じ。 

第 27 条の２第１号 

⑨自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止 

・（２）に同じ。 

第 27 条の２第２号 

⑩勧誘を受けた者の意思に反した勧誘継続行為 第 27 条の２第３号 

                         
26 平成28年５月現在では、NTT東西から第一種特定卸役務の提供を受けて利用者向けサービスを提供する

株式会社NTTドコモがこれに該当する。また、株式会社NTTドコモが、NTT東西から第一種特定卸役務の

提供をうけた卸先事業者から当該役務の提供（いわゆる再卸）を受けて行う行為も含む。 
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・（２）に同じ。 

⑪その他利用者利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為の禁止 

・（２）に同じ。 

第27条の２第４号 

⑪⑫卸先契約代理業者に対する指導等の履行不十分 

・（２）に同じ。 

第 27 条の４ 
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（４）第一種特定卸役務について卸先契約代理業者27が行う行為 

電気通信事業法上問題となり得る行為 該当条項 

①契約前の説明義務の履行不十分 

・（２）に同じ。 

第73条の３において準

用する第 26 条第 26 条 

②不実告知、事実不告知 

・（２）に同じ。 

第73条の３において準

用する第 27 条の２第１

号第 27 条の２第１号 

③自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止 

・（２）に同じ。 

第73条の３において準

用する第 27 条の２第２

号第 27 条の２第２号 

④勧誘を受けた者の意思に反した勧誘継続行為 

・（２）に同じ。 

第73条の３において準

用する第 27 条の２第３

号第 27 条の２第３号 

④ その他利用者利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為の禁止 

･(２)に同じ。 

第73条の３において順

応する第 27 条の２第４

号 

※ 卸先契約代理業者への指導等について、二次以降の卸先契約代理業者に対して

は、その委託元たる卸先契約代理業者においてその委託元たる電気通信事業者等と

の関係において必要な措置が講じられていることが必要となる。 

 

 

                         
27 いわゆる販売代理店等がこれに該当する。 
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第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業

務
の
届
出
） 

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業

務
の
届
出
） 

第
二
十
五
条
の
五 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指

定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
開
始
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様

式
第
十
八
の
五
の
届
出
書
（
第
二
十
五
条
の
七
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合
（
同
号
の
表
の
上
欄
一
の
項
に
掲

げ
る
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
下
欄
第
四
号
に
該
当
す
る

場
合
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
契
約
書
そ
の
他
の
書
面

の
写
し
を
含
む
。
）
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
五
条
の
五 

法
第
三
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気

通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
開
始
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十

八
の
五
の
届
出
書
（
第
二
十
五
条
の
七
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合
（
同
号
の
表
の
上
欄
一
の
項
に
掲
げ
る
Ｆ

Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
下
欄
第
四
号
に
該
当
す
る

場
合
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
契
約
書
そ
の
他
の
書
面

の
写
し
を
含
む
。
）
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
） 

（
法
第
三
十
八
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
） 

第
二
十
五
条
の
六 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気

通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
様
式
第
四
の
表
の
一
か
ら
三
十
五
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
区
分
と
す
る

。 

第
二
十
五
条
の
六 

法
第
三
十
八
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
事

業
の
用
に
供
す
る
様
式
第
四
の
表
の
一
か
ら
三
十
五
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
区
分
と
す
る
。 

（
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
） 

（
法
第
三
十
八
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
） 

第
二
十
五
条
の
七 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

。 

第
二
十
五
条
の
七 

法
第
三
十
八
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

［
一
～
三 

略
］ 

 

［
一
～
三 

同
上
］ 

四 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
当

該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
卸

電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
」
と
い
う
。
）
ご
と
の
次
に
掲

げ
る
事
項 

四 

［
同
上
］ 

［
イ
～
ヲ 

略
］ 

［
イ
～
ヲ 

同
上
］ 

一 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
特
定

卸
電
気
通
信
役
務 

一 

当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す

る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る

電
気
通
信
事
業
者
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
当
該

特
定
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
固
定
端

末
系
伝
送
路
設
備
の
電
気
通
信
回
線
（
当
該
第

一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通

信
事
業
者
が
設
置
す
る
共
同
住
宅
等
内
の
Ｖ
Ｄ

Ｓ
Ｌ
設
備
そ
の
他
の
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て

提
供
さ
れ
る
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
に
あ
つ
て

は
、
当
該
電
気
通
信
設
備
と
そ
の
利
用
者
の
電

気
通
信
設
備
と
の
間
の
電
気
通
信
回
線
。
二
及

び
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
が
五
万
未
満
の

も
の
を
除
く
。
） 

一 

電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に

供
す
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
電
気

通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
七
号
に

規
定
す
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
を
い

う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
） 

一 

当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す

る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る

電
気
通
信
事
業
者
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
当
該

Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
に
用
い
ら
れ
る

固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
電
気
通
信
回
線
（

当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る

電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
共
同
住
宅
等
内

の
Ｖ
Ｄ
Ｓ
Ｌ
設
備
そ
の
他
の
電
気
通
信
設
備
を

用
い
て
提
供
さ
れ
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー

ビ
ス
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
気
通
信
設
備
と
そ

の
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
間
の
電
気
通

信
回
線
。
二
及
び
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数

が
五
万
未
満
の
も
の
を
除
く
。
） 
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3頁 

二 

そ
の
提
供
を
受
け
る
当
該
特
定
卸
電
気
通
信

役
務
に
用
い
ら
れ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備

の
電
気
通
信
回
線
の
数
が
五
十
万
以
上
の
電
気

通
信
事
業
者 

三 

そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ

れ
る
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業

者
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
当
該
特
定
卸
電
気
通

信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設

備
の
電
気
通
信
回
線
の
数
が
三
万
未
満
の
も
の

を
除
く
。
） 

［
四 

略
］ 

二 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
特
定

卸
電
気
通
信
役
務
又
は
電
気
通
信
事
業
者
の
電

気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
携
帯
電
話
若
し
く

は
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
電
気
通
信
事

業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定

す
る
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
で
あ
つ
て
、

無
線
設
備
規
則
第
三
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る

時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又

は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割

多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ

ス
テ
ム
及
び
同
条
第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方

式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯

域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
同

条
第
十
二
号
及
び
第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方

式
と
他
の
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方

式
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
を
使
用
す
る

も
の
に
限
る
。
）
（
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
に

該
当
す
る
も
の
及
び
通
信
モ
ジ
ュ
ー
ル
（
特
定

の
業
務
の
用
に
供
す
る
通
信
に
用
途
が
限
定
さ

れ
て
い
る
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。

）
向
け
に
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
同
じ
。
） 

一 

当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す

る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る

電
気
通
信
事
業
者
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
こ
の

項
の
上
欄
に
掲
げ
る
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い

ら
れ
る
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動

端
末
設
備
の
数
が
五
万
未
満
の
も
の
を
除
く
。

） 

二 

そ
の
提
供
を
受
け
る
こ
の
項
の
上
欄
に
掲
げ

る
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路
設

備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数
が

五
十
万
以
上
の
電
気
通
信
事
業
者 

 

二 

そ
の
提
供
を
受
け
る
当
該
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ

ス
サ
ー
ビ
ス
に
用
い
ら
れ
る
固
定
端
末
系
伝
送

路
設
備
の
電
気
通
信
回
線
の
数
が
五
十
万
以
上

の
電
気
通
信
事
業
者 

三 

そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ

れ
る
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業

者
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
当
該
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク

セ
ス
サ
ー
ビ
ス
に
用
い
ら
れ
る
固
定
端
末
系
伝

送
路
設
備
の
電
気
通
信
回
線
の
数
が
三
万
未
満

の
も
の
を
除
く
。
） 

［
四 

同
上
］ 

二 

電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に

供
す
る
携
帯
電
話
又
は
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー

ビ
ス
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二

項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ

ー
ビ
ス
で
あ
つ
て
、
無
線
設
備
規
則
第
三
条
第

十
二
号
に
規
定
す
る
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分

割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ

ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移

動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
同
号
に

規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多

元
接
続
方
式
と
他
の
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ

た
接
続
方
式
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
を

使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
（
通
信
モ
ジ
ュ
ー

ル
（
特
定
の
業
務
の
用
に
供
す
る
通
信
に
用
途

が
限
定
さ
れ
て
い
る
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備

を
い
う
。
）
向
け
に
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
） 

一 

当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す

る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る

電
気
通
信
事
業
者
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
携
帯

電
話
又
は
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
に
用
い

ら
れ
る
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動

端
末
設
備
の
数
が
五
万
未
満
の
も
の
を
除
く
。

） 

二 

そ
の
提
供
を
受
け
る
携
帯
電
話
又
は
Ｂ
Ｗ
Ａ

ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路
設

備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数
が

五
十
万
以
上
の
電
気
通
信
事
業
者 

 

［
五 

略
］ 

［
五 

同
上
］ 

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
変
更
の
届
出
） 

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
変
更
の
届
出
） 
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4頁 

第
二
十
五
条
の
七
の
三 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
八
の
七
の
届
出
書
（
第
二
十
五
条
の
七
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る

場
合
（
同
号
の
表
の
上
欄
一
の
項
に
掲
げ
る
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
で

あ
つ
て
、
下
欄
第
四
号
に
該
当
す
る
者
の
当
該
事
項
を
変
更
す
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
五
号
に
掲

げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
契
約
書
そ
の

他
の
書
面
の
写
し
を
含
む
。
）
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
軽
微
な
変
更
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
二
十
五
条
の
七
の
三 

法
第
三
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
様
式
第
十
八
の
七
の
届
出
書
（
第
二
十
五
条
の
七
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
（

同
号
の
表
の
上
欄
一
の
項
に
掲
げ
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
で

あ
つ
て
、
下
欄
第
四
号
に
該
当
す
る
者
の
当
該
事
項
を
変
更
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に

掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
契
約
書
そ
の
他
の
書
面
の
写
し
を
含
む
。
）
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
廃
止
の
届
出
） 

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
廃
止
の
届
出
） 

第
二
十
五
条
の
七
の
四 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二

種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は

、
様
式
第
十
八
の
八
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
五
条
の
七
の
四 

法
第
三
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定

電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式

第
十
八
の
八
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
に
及
ぼ
す
影
響
が
少
な
い
卸
電
気
通
信
役
務
の
範
囲
） 

 

第
二
十
五
条
の
七
の
五 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
卸
電
気
通
信
役
務
は
、
電
気
通

信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
（
当
該
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す

る
電
気
通
信
事
業
者
が
、
そ
の
利
用
者
に
対
し
て
現
に
提
供
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）
以
外
の
も
の
と

す
る
。 

［
新
設
］ 

一 

Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
Ｆ
Ｔ

Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

二 

携
帯
電
話
（
様
式
第
四
に
規
定
す
る
三
・
九
―
四
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
も
の
又
は
第

五
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
全
国
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
電

気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
の
二
に
規
定
す
る
全
国
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
で

あ
つ
て
、
無
線
設
備
規
則
第
三
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又

は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
又

は
同
条
第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
同
条
第
十
二
号
及
び
第
十
二
号
の

二
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
と
他
の
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接

続
方
式
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

三 

そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の 

 

（
法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
） 

 

第
二
十
五
条
の
七
の
六 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。 

［
新
設
］ 

一 

接
続
料
相
当
額
（
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
卸
元
電
気
通
信
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
と
同
等
の
電
気
通
信

役
務
を
、
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
と
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気

通
信
設
備
を
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
提
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
卸
元
電
気
通
信
事
業
者
が
取
得
す
べ
き

金
額
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
関
し
て
は
、
能
率
的
な
経
営
の
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5頁 

下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
金
額
に
照
ら
し
公
正
妥
当
な
も
の
と
す
る
。
）
に
相

当
す
る
額
で
あ
つ
て
、
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
の
料
金
が
設
定
さ
れ
て
い
る
単
位
と
同
一
の
単
位
（

前
条
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
と
同
一
の
単
位
で

算
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
特
定
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
態

様
に
照
ら
し
て
適
切
な
単
位
）
で
算
定
す
る
も
の
を
い
う
。
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
） 

二 

特
定
卸
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
と
接
続
料
相
当
額
と
の
差
額
の
用
途 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
前
項
第
一
号
の
事
項
の
提
示
に
つ
い
て
は
、
接
続
料
相
当
額
に
代
え
て
、
接
続
料
相
当
額

の
水
準
を
表
す
も
の
と
し
て
次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
接
続
料
相
当
額
指
数

」
と
い
う
。
）
を
提
示
す
れ
ば
足
り
る
。
た
だ
し
、
最
初
に
接
続
料
相
当
額
指
数
を
提
示
す
る
日
か
ら
当
該

日
の
属
す
る
事
業
年
度
終
了
の
日
ま
で
の
間
に
行
う
接
続
料
相
当
額
指
数
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
次
の
式
中

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
と
あ
る
の

は
「1

0
0

」
と
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」

と
あ
る
の
は
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
と
す
る
。 

 

接
続

料
相

当
額

指
数

＝
前

事
業

年
度

終
了

の
日

に
お

け
る

当
該

特
定

卸
電

気
通

信
役

務
に

係
る

接
続

料
相

当
額

指
数

×
（

接
続

料
相

当
額

指
数

を
提

示
す

る
日

に
お

け
る

当
該

特
定

卸
電

気
通

信
役

務
に

係
る

接
続

料
相

当
額

÷
前

事
業

年
度

終
了

の
日

に
お

け
る

当
該

特
定

卸
電

気
通

信
役

務
に

係
る

接
続

料
相

当
額

）
 

 

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
申
立
て
） 

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
申
立
て
） 

第
二
十
五
条
の
九 

法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る

電
気
通
信
事
業
者
は
様
式
第
十
九
の
二
の
申
立
書
を
、
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条

第
一
項
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
様
式
第
十
九
の
三
の
申
立
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

第
二
十
五
条
の
九 

法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る

電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
十
九
の
二
の
申
立
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

様
式

第
1
8
の

５
（

第
2
5
条

の
５

関
係

）
 

様
式

第
1
8
の

５
（

第
2
5
条

の
５

関
係

）
 

［
略

］
 

［
同

左
］

 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

業
務

を

開
始

し
た

の
で

、
電

気
通

信
事

業
法

第
3
8
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

届
け

出
ま

す
。

 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

業
務

を

開
始

し
た

の
で

、
電

気
通

信
事

業
法

第
3
8
条

の
２

の
規

定
に

よ
り

、
届

け
出

ま
す

。
 

［
表

略
］

 

［
注

１
～

５
 

略
］

 

［
表

同
左

］
 

［
注

１
～

５
 

同
左

］
 

様
式

第
1
8
の

７
（

第
2
5
条

の
７

の
３

関
係

）
 

様
式

第
1
8
の

７
（

第
2
5
条

の
７

の
３

関
係

）
 

［
略

］
 

［
同

左
］

 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

の
業

務

に
つ

い
て

次
の

と
お

り
変

更
し

た
の

で
、

電
気

通
信

事
業

法
第

3
8
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

届
け

出
ま

す
。

 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

の
業

務

に
つ

い
て

次
の

と
お

り
変

更
し

た
の

で
、

電
気

通
信

事
業

法
第

3
8
条

の
２

の
規

定
に

よ
り

、
届

け
出

ま
す

。
 

［
表

略
］

 

［
注

１
・

２
 

略
］

 

［
表

同
左

］
 

［
注

１
・

２
 

同
左

］
 

前
事

業
年

度
終

了
の

日
に

お
け

る
当

該
特

定
卸

電
気

通
信

役
務

に
係

る
接

続
料

相
当

額
指

数
 

前
事

業
年

度
終

了
の

日
に

お
け

る
当

該
特

定
卸

電
気

通
信

役
務

に
係

る
接

続
料

相
当

額
 

最
初

に
接

続
料

相
当

額
指

数
を

提
示

す
る

日
に

お
け

る
当

該
特

定
卸

電
気

通
信

役
務

に
係

 

る
接

続
料

相
当

額
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6頁 

様
式

第
1
8
の

８
（

第
2
5
条

の
７

の
４

関
係

）
 

様
式

第
1
8
の

８
（

第
2
5
条

の
７

の
４

関
係

）
 

［
略

］
 

［
同

左
］

 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

の
業

務

を
廃

止
し

た
の

で
、

電
気

通
信

事
業

法
第

3
8
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

届
け

出
ま

す
。

 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

の
業

務

を
廃

止
し

た
の

で
、

電
気

通
信

事
業

法
第

3
8
条

の
２

の
規

定
に

よ
り

、
届

け
出

ま
す

。
 

［
略

］
 

［
注

１
・

２
 

略
］

 

［
同

左
］

 

［
注

１
・

２
 

同
左

］
 

様
式

第
1
9
の

２
（

第
2
5
条

の
９

関
係

）
 

［
新

設
］

 

特
定

卸
電

気
通

信
役

務
に

関
す

る
命

令
申

立
書

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

総
務

大
臣

 
殿

 
 

郵
便

番
号

 
 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

住
 

 
所

 
 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

氏
 

 
名

（
法

人
に

あ
つ

て
は

、
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
を

記
載

す
る

こ
と

。
）

 

 

登
録

年
月

日
又

は
届

出
年

月
日

及
び

登
録

番
号

又
は

届
出

番
号

 
 

連
 
絡

 
先

（
連

絡
の

と
れ

る
電

話
番

号
等

を
記

載
す

る
こ

と
。

担
当

部
署

等
が

あ
る

場
合

は
、

当
該

担
当

部
署

名

等
を

記
載

す
る

こ
と

。
）

 

 

特
定

卸
電

気
通

信
役

務
に

関
す

る
協

議
が

不
調

不
能

の
た

め
、

電
気

通
信

事
業

法
第

3
9
条

に
お

い
て

準
用

す
る

同

法
第

3
5
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
協

議
の

開
始

又
は

再
開

の
命

令
を

申
し

立
て

ま
す

。
 

 

当
事

者
の

氏
名

（
法

人
に

あ
つ

て
は

、
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
）

 

 

締
結

又
は

変
更

し
よ

う
と

す
る

協
定

の
概

要
 

 

予
定

す
る

協
定

の
期

間
 

 

協
議

の
不

調
又

は
不

能
の

理
由

 
 

そ
の

他
参

考
と

な
る

事
項

 
 

 

 

注
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

産
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
。

 
 

様
式

第
1
9
の

３
（

第
2
5
条

の
９

関
係

）
 

様
式

第
1
9
の

２
（

第
2
5
条

の
９

関
係

）
 

［
略

］
 

［
表

略
］

 

［
注

 
略

］
 

［
同

左
］

 

［
表

同
左

］
 

［
注

 
同

左
］
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7頁 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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8頁 

（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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9頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 
（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
報
告
） 

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
報
告
） 

第
四
条
の
九 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る
電
気
通
信

事
業
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
も
の
（
第
二

種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
対
象
卸
電
気
通
信
役
務
（
当
該
伝
送

路
設
備
を
用
い
る
携
帯
電
話
又
は
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
無
線
設
備
規
則
第
三
条
第
十
二
号
に
規
定
す

る
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方

式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
及
び
同
条
第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、

同
条
第
十
二
号
及
び
第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
と
他
の
接

続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
卸
電
気

通
信
役
務
（
通
信
モ
ジ
ュ
ー
ル
（
特
定
の
業
務
の
用
に
供
す
る
通
信
に
用
途
が
限
定
さ
れ
て
い
る
利
用
者
の
電

気
通
信
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
向
け
に
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
電
気
通
信
事
業
者
（
当
該
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る

も
の
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
対
象
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端

末
設
備
の
数
が
五
万
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
提
供
を
受
け
る
対
象
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い
ら
れ

る
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数
が
五
十
万
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
提
供
す
る
業
務
を
行
う
と
き
は
、
当
該
卸
先
電
気
通

信
事
業
者
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
様
式
第
二
十
三
の
九
に
よ
り
、
当
該
事
項
に
関
す
る
契
約
書

そ
の
他
の
書
面
の
写
し
を
添
え
て
、
遅
滞
な
く
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条
の
九 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る
電
気
通
信

事
業
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
も
の
（
第
二

種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
対
象
卸
電
気
通
信
役
務
（
当
該
伝
送

路
設
備
を
用
い
る
携
帯
電
話
又
は
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
無
線
設
備
規
則
第
三
条
第
十
二
号
に
規
定
す

る
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方

式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
同
号
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
と
他
の
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
を
使
用
す
る
も
の
に

限
る
。
）
の
卸
電
気
通
信
役
務
（
通
信
モ
ジ
ュ
ー
ル
（
特
定
の
業
務
の
用
に
供
す
る
通
信
に
用
途
が
限
定
さ
れ

て
い
る
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
向
け
に
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
電
気
通
信
事
業
者
（
当
該
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
特

定
関
係
法
人
で
あ
る
も
の
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
対
象
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路
設
備
に
接
続

さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数
が
五
万
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
提
供
を
受
け
る
対
象
卸
電
気
通

信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数
が
五
十
万
以
上
の
も
の
に
限
る

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
提
供
す
る
業
務
を
行
う
と
き
は

、
当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
様
式
第
二
十
三
の
九
に
よ
り
、
当
該
事

項
に
関
す
る
契
約
書
そ
の
他
の
書
面
の
写
し
を
添
え
て
、
遅
滞
な
く
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
～
十
四 

略
］ 

［
一
～
十
四 

同
上
］ 

［
２
～
７ 

略
］ 

［
２
～
７ 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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10頁 

 
 

 

附 

則 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和

五
年
六
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
供
す
る
電
気
通

信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第

二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
最
初
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
の
七
の
六
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
接
続
料
相
当
額
指
数
を
提
示
す
る
日
か
ら
当
該
日
の
属
す
る
事
業
年
度
終
了
の
日
ま
で
の
間
に
行
う
接
続
料
相

当
額
指
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

  

３ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の

施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
、
新
施
行
規
則

第
二
十
五
条
の
七
の
規
定
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
新
施
行
規
則
の
施
行
後
遅
滞
な
く
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

接
続

料
相

当
額

指
数

＝
1
0
0
×

（
接

続
料

相
当

額
指

数
を

提
示

す
る

日
に

お
け

る
当

該
特

定
卸

電
気

通
信

役
務

に
 

係
る

接
続

料
相

当
額

÷
前

事
業

年
度

終
了

の
日

に
お

け
る

当
該

特
定

卸
電

気
通

信
役

務
に

係
る

接
続

料
相

当
額

）
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11頁 

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
同
条
に
定
め
る
事
項
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
て
い
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
は
な
い
。 

４ 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
つ

て
、
そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
も
の
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設

備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
四
条

の
九
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
四

条
の
九
の
規
定
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
施
行
後
遅
滞
な
く
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ

の
省
令
の
施
行
の
際
、
同
条
に
定
め
る
事
項
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

 

77



 

 

1頁 

○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十
五
条
の
七
の
五
第
三
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
同
号
の
電
気
通
信
役
務
を
次
の
と
お
り
定
め
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律

第
七
十
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
六
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
七
の
五
第
三
号
の
告
示
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。 

一 

光
信
号
伝
送
用
の
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
Ｉ
Ｐ
電
話
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ

ト
コ
ル
を
用
い
て
音
声
伝
送
を
行
う
こ
と
に
よ
り
提
供
す
る
電
話
の
役
務
を
い
い
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第

十
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
を
除
く
。
） 

二 

セ
ル
ラ
ー
Ｌ
Ｐ
Ｗ
Ａ
（
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
六

の
九
第
一
項
及
び
第
五
項
又
は
同
条
第
一
項
及
び
第
六
項
で
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
い
う
。
）
を
用

い
る
電
気
通
信
役
務
（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
七
の
五
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

78



 

 

 

 

 

ＭＶＮＯに係る電気通信事業法及び電波法の 

適用関係に関するガイドライン 

 

 

 

平成１４年６月策定 

令和３年12月５年○月最終改定 

令 和 ３ 年 12月  

総務省総合通信基盤局 
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１ ガイドラインの目的等 

(１)ガイドラインの目的 

 

電気通信事業分野においては、携帯電話をはじめとする移動通信市場が近年急速に

発展し、従来に比べて多様かつ低廉なサービスが利用可能となってきている。 

 

本ガイドラインは、移動通信分野において更なる競争促進を図り、一層多様かつ低

廉なサービスの提供による利用者利益の実現を図るため、また、電波の公平かつ能率

的な利用を確保するため、移動通信事業者（ＭＮＯ:Mobile Network Operator）の無

線ネットワークを活用して多様なサービスを提供するＭＶＮＯ（Mobile Virtual 

Network Operator）の参入を促す観点から策定したものである。 

 

具体的には、ＭＶＮＯの事業展開やＭＮＯ間の接続等に関連する電気通信事業法（昭

和５９年法律第８６号。以下「事業法」という。）及び電波法（昭和２５年法律第１３

１号）の適用関係について明確化を図り、競争の枠組みの透明化を図ることを目的と

するものであり、本ガイドラインにより新たな規制の導入を企図するものではない。 

 

(２)ガイドラインの対象とするＭＶＮＯ等の事業範囲 

 

移動通信市場においては、様々な技術革新や創意工夫により、よりきめ細かく利用

者ニーズに対応した多様なビジネスモデルが登場してきており、ＭＶＮＯと呼ばれる

事業形態も多様化している。このため、現時点において、ＭＶＮＯとして想定される

ビジネスモデル（サービス提供形態）を網羅的に列挙し、ＭＶＮＯの事業範囲を定義

することは困難である。 

 

そこで、本ガイドラインにおいては、ＭＮＯ、ＭＶＮＯ及びＭＶＮＥを次のように

便宜的に定義（working definition）し、用いることとする（今後、ＭＶＮＯの事業

範囲等の変化に伴い、当該定義については必要に応じて見直すこともあり得る。）。 

 

なお、次の定義に必ずしも該当しないＭＶＮＯであっても、本ガイドラインにおい

て記述する事業法及び電波法の適用が否定されるものではない。 

１）ＭＮＯ 

 

ＭＮＯとは、電気通信役務としての移動通信サービス（以下単に「移動通信サー

ビス」という。）を提供する電気通信事業を営む者であって、当該移動通信サービス

に係る無線局を自ら開設（開設された無線局に係る免許人等の地位の承継を含む。

以下同じ。）又は運用している者と定義する。 
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２）ＭＶＮＯ 

 

ＭＶＮＯとは、 

① ＭＮＯの提供する移動通信サービスを利用して、又はＭＮＯと接続して、移動

通信サービスを提供する電気通信事業者であって、 

② 当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設しておらず、かつ、運用をして

いない者 

と定義する1,2。 

３）ＭＶＮＥ 

 

ＭＶＮＥ（Mobile Virtual Network Enabler）とは、ＭＶＮＯとの契約に基づき

当該ＭＶＮＯの事業の構築を支援する事業を営む者（当該事業に係る無線局を自ら

開設・運用している者を除く。）と定義する。ＭＶＮＥは今後のＭＶＮＯの多様なビ

ジネス展開において重要な役割を果たすと考えられるが、現時点ではそのビジネス

モデルが必ずしも確定しているものではないことに鑑み、ここでは、当面、次の２

つの形態を想定する。 

 

① ＭＶＮＯの課金システムの構築・運用、ＭＶＮＯの代理人として行うＭＮＯと

の交渉や端末調達、ＭＶＮＯに対するコンサルティング業務などを行う場合であ

って、自らが電気通信役務を提供しない場合 

② 自ら事業用電気通信設備を設置し、一又は複数のＭＶＮＯに卸電気通信役務を

提供する等の場合 

 

なお、上記②の場合は電気通信事業に該当し、事業法に定める所定の手続が求め

られるなど事業法の適用を受ける。 

 

【本ガイドラインにおいて想定しているＭＶＮＯの例、ＭＮＯ及びＭＶＮＥとの関係

の例（いずれもイメージ図）】 

⇒ 図１のとおり。  

                         
1 例えば、フェムトセル方式の超小型基地局等の免許人等が他者に当該無線局の運用を行わせることを可能とする

「無線局の運用の特例」制度（電波法第５章第４節）を活用して、ＭＶＮＯとしてサービスを提供してきた電気通信事

業者が当該無線局の運用を行う場合には、当該電気通信事業者は、本ガイドラインの定義に照らせばＭＮＯに該

当することとなる。しかしながら、このような場合であっても、当該電気通信事業者は、当該免許人等の開設した無

線局に依存して移動通信サービスを提供することになるため、本ガイドラインでは、このような場合における無線局

の免許人等とその無線局の運用を行う電気通信事業者との間の関係を、ＭＮＯとＭＶＮＯとの間の関係と同様のも

のとみなして取り扱う。 
2 なお、電気通信事業報告規則（昭和６３年郵政省令第４６号。以下「報告規則」という。）第１条第２項第19号におい

て、MVNOが提供するサービスとして、「仮想移動電気通信サービス」を「移動端末設備（携帯電話、ＰＨＳ端末又は

無線設備規則第四十九条の二十八若しくは第四十九条の二十九で定める条件に適合する無線設備に限る。以下

この号において同じ。）を用いて利用される電気通信役務であつて、一端が無線により構成される端末系伝送路設

備に移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの（当該

電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。）をいう。」と定義している。 
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２ 電気通信事業法に係る事項 

(１)ＭＶＮＯの事業形態及び事業開始に必要な手続 

１）電気通信事業の登録・届出 

 

ＭＶＮＯは、その事業を営もうとする場合、事業法及び電気通信事業法施行規則

（昭和６０２年郵政省令第２５号。以下「事業法施行規則」という。）に基づき、総

務大臣の登録を受けるか、当該事業を営もうとする旨を総務大臣に届け出なければ

ならない3（事業法第９条及び第１６条第１項、事業法施行規則第４条及び第９条第

１項）。また、事業法に基づき既に登録又は届出を行っている電気通信事業者が新た

にＭＶＮＯとして事業を営むことにより、提供する電気通信役務に変更が生じた場

合、遅滞なく、当該変更を総務大臣に報告しなければならない（事業法施行規則第

１０条第１項）4。 

２）電気通信番号使用計画の認定等 

 

ＭＶＮＯは、その事業を営もうとする場合、ＭＮＯが指定を受けた電気通信番号
5を使用して電気通信役務を提供することになることから、事業法及び電気通信番号

規則（令和元年総務省令第４号）の規定に基づき、電気通信番号使用計画を作成し、

総務大臣の認定（ＭＶＮＯが自ら電気通信番号の指定を受ける場合には、当該電気

通信番号の指定を含む。）を受けなければならない（事業法第５０条の２第１項及び

電気通信番号規則第２章）。 

ただし、総務大臣が定める標準電気通信番号使用計画（令和元年総務省告示第７

号）と同一の電気通信番号使用計画を作成する場合には、申請等の手続きを行うこ

となく、認定を受けたものとみなすことを可能としている（事業法第５０条の２第

３項）。 

 

(２)ＭＶＮＯとＭＮＯとの間の関係 

 

ＭＶＮＯとＭＮＯとの関係について、ＭＮＯからＭＶＮＯに対する卸電気通信役務

                         
3 その設置する電気通信回線設備が電気通信事業法施行規則第３条第１項各号のいずれにも該当するものである

場合には、事業法第１６条第１項の届出が必要な事業となり、それ以外の場合には事業法第９条の登録が必要な事

業となる。ＭＶＮＯとして提供する移動通信サービスのための電気通信回線設備を設置していなくとも、他のサービ

スのために電気通信回線設備を設置していれば、その電気通信回線設備に応じた手続が必要となる。 
4 当該登録、届出又は変更報告に当たっては事業法施行規則様式第４の「電気通信役務の種類」の欄２９32の該当

箇所に「○」を記入することが必要となる。 
5 ①電気通信番号規則別表第３号に掲げるデータ伝送携帯電話番号（０２０から始まる番号）、②同表第４号に掲げ

る音声伝送携帯電話番号（０７０、０８０又は０９０から始まる番号）、③同表第９号に掲げるＩＭＳＩ、④同表第１１号に

掲げる付加的役務識別番号（１ＸＹ）及び⑤同表第１２号に掲げる緊急通報番号（１１０、１１８及び１１９）が代表的な

電気通信番号であり、③については、ＭＶＮＯが指定を受ける場合もある。ＭＮＯ等が指定を受けた電気通信番号

の提供を受けて使用する場合とＭＶＮＯが自ら指定を受けて使用する場合がある。 
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の提供、又はＭＮＯとＭＶＮＯとの間の接続という形態のいずれを採用するかは、一

義的には当事者間の協議による。 

 

【本ガイドラインにおいて想定しているＭＶＮＯの例（卸電気通信役務の提供による

場合、事業者間接続による場合のイメージ図）】 

⇒ 図２のとおり。 

１）卸電気通信役務の提供による場合 

 

ア 卸電気通信役務の提供に係る一般的な規律 

 

ＭＶＮＯが、ＭＮＯから電気通信役務の提供を受け、当該電気通信役務を用い

て自ら利用者に対して電気通信役務を提供する場合、ＭＶＮＯは電気通信事業者

であることから、ＭＮＯがＭＶＮＯに提供する電気通信役務は、卸電気通信役務

に該当する（事業法第２９条第１項第１０号）。 

 

電気通信事業者は、電気通信役務の提供について不当な差別的取扱いをしては

ならない（事業法第６条）。そのため、ＭＮＯは、ＭＶＮＯから他の一般利用者や

他のＭＶＮＯに提供しているサービスと同一のサービスの提供の申込みがあった

ときは、合理的な理由がない限り、これを拒んではならない。ただし、ＭＮＯは、

他の一般利用者や他のＭＶＮＯに提供していない条件でのサービスを提供するこ

とまでは義務付けられていない。なお、ＭＮＯが認定電気通信事業者である場合

は、正当な理由がない限り、認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供を拒ん

ではならない（事業法第１２１条）。6。ＭＮＯが卸電気通信役務の提供に際し、Ｍ

ＶＮＯに対して不当な差別的取扱いその他不当な運営を行っている場合には、総

務大臣による業務改善命令の対象となる場合がある7,（事業法第２９条第１項第

                         
6 認定電気通信事業者が電気通信役務の提供を拒むことの出来る正当な理由としては、①天災、事故等により電気

通信設備に故障が生じ役務提供が不能となる場合、②申込者が過去に料金の支払いを怠り、又は怠るおそれがあ

る場合、③その申込みを承諾することにより当該電気通信事業者の利益を不当に害し、又は他の利用者に著しい

不便をもたらすおそれがある場合、④正常な企業努力にもかかわらず、速やかに需要に応ずることが出来ない場

合等が想定されている。 
7 総務大臣は、ＭＮＯが卸電気通信役務の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行

いその他卸電気通信役務の提供の業務に関し不当な運営を行っていることにより他の電気通信事業者の業務の適

正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該ＭＮＯに対し、

利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべ

きことを命ずることができる（事業法第２９条第１項第１０号）。 

 総務大臣による当該是正措置の対象となる具体的な行為の例については、公正取引委員会・総務省「電気通信

事業分野における競争の促進に関する指針」（以下「共同ガイドライン」という。） 

（https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/law01_03.html）に記載されており、次のような行為がこれに該当

する。 

 （例） 

・ ＭＶＮＯとの卸電気通信役務の契約において、ＭＮＯとＭＶＮＯの責任に関する事項やＭＶＮＯに対する料金の

算出方法等を適正かつ明確に定めていないこと。 
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１０号）。 

 

ＭＮＯがＭＶＮＯに卸電気通信役務を提供する場合、ＭＮＯがあらかじめ設定

した提供条件を定める契約約款に基づく契約により提供する形態と、ＭＶＮＯと

の間で個別に合意した提供条件に基づく契約により提供する形態が想定される。 

 

ＭＶＮＯが事業計画を策定する上で必要となる卸電気通信役務の提供条件等

について、ＭＶＮＯの新規参入に際しての予見可能性を高める観点から、ＭＮＯ

において、卸電気通信役務に関する標準プラン（標準的なケースを想定した卸電

気通信役務の料金その他の提供条件をいう。以下同じ。）を策定する等の情報開示

を行うことが望ましい。なお、ＭＮＯ及びＭＶＮＯは、当該標準プランの内容に

かかわらず、協議当事者双方の間で個別に合意した提供条件に基づいて、卸電気

通信役務契約の締結を行うことを妨げられない。 

 

イ 二種指定事業者等の卸電気通信役務の提供に係る規律 

 

第二種指定電気通信設備（事業法第３４条第１項に基づき、令和元年総務省告

示第１８１号8により総務大臣が指定した設備）を設置するＭＮＯ（以下「二種指

定事業者」という。）は、当該第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の

提供の業務を開始したときは、事業法第３８条の２第１項に基づき、遅滞なく、

その旨、卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項（特定当該ＭＮＯか

ら事業法施行規則第２５条の７に定める卸電気通信役務9についての提供を受け

る者が、当該ＭＮＯの特定関係法人10であるＭＶＮＯ（その提供を受ける特定の当

該卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が

５万未満のものを除く。）又である場合又はその当該ＭＮＯから当該卸電気通信

役務の提供を受ける特定の卸電気通信役務者がその提供を受ける当該卸電気通信

役務に用いられる伝送路設備に接続される端末特定移動端末設備の数が５０万以

上のＭＶＮＯがいるである場合には、これらのＭＶＮＯごとの料金その他の提供

                         
・ 自己と関係の深いＭＶＮＯに対する料金と比べて高い料金で卸電気通信役務を提供するなど、特定のＭＶＮＯ

を不利に取り扱うこと。 

・ ＭＶＮＯに提供する卸電気通信役務の料金に関して、一般利用者に提供する卸電気通信役務と同様の役務の

料金よりも高い料金を設定すること。 

 また、市場支配的なＭＮＯ（事業法第３０条第１項の規定による総務大臣の指定を受けたものをいう。）は、その電

気通信業務について、特定関係法人である電気通信事業者であって総務大臣が指定するものに対し、不当に優

先的な取扱いをし、又は利益を与えることが禁止されており、総務大臣は、これに違反する行為があると認めるとき

は、当該行為の停止又は変更を命ずることができる（事業法第３０条第３項及び第５項）。 
8 https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/law01_02.html 
9 第二種指定電気通信設備を用いる特定卸電気通信役務又は携帯電話又若しくはＢＷＡアクセスサービス（ＷｉＭＡ

Ｘ２＋及びＡＸＧＰに限る。）（通信モジュール向けに提供するものを除く。）。以下１）において同じ。 
10 特定関係法人とは、当該電気通信事業者の子会社等、親会社等、兄弟会社等及び政令で定める特殊の関係が

ある法人をいう（事業法第１２条の２第４項第１号）。以下同じ。 
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条件等を含む。）11を総務大臣に届け出なければならない（これらを変更等すると

きも同様）12。 

 

また、二種指定事業者の特定関係法人であるＭＮＯは、報告規則第４条の９に

定める卸電気通信役務13を当該ＭＮＯの特定関係法人であるＭＶＮＯ（その提供

を受ける特定の当該卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移

動端末設備の数が５万未満のものを除く。）又はその提供を受ける特定の卸電気

通信役務に用いられる伝送路設備に接続される端末特定移動端末設備の数が５０

万以上のＭＶＮＯに対して、特定の卸電気通信役務の提供のする業務を行うこと

となったときは、これらのＭＶＮＯごとの料金その他の提供条件等について、遅

滞なく、総務大臣に報告しなければならない（これらを変更等するときも同様）

（報告規則第４条の５９）。 

 

ウ 特定卸電気通信役務14の提供に係る規律 

 

（ア） 提供義務 

 

二種指定事業者は、正当な理由がある場合を除き、その業務区域における特定

卸電気通信役務の提供を拒んではならない（事業法第３８条の２第２項）。ここで

正当な理由とは、次の①～④に掲げる場合等が想定される。 

 

① 二種指定事業者による電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあ

るとき 

（例） 

・二種指定事業者がＭＶＮＯの特定卸電気通信役務の提供の申込みに応じるこ

とにより、当該ＭＶＮＯのシステムが当該二種指定事業者のＨＬＲ等のシス

テムを損傷するおそれがあると認められる合理的な理由が存在する場合 

・二種指定事業者の利用者の個人情報等がＭＶＮＯから外部に流出するおそれ

があると認められる合理的な理由が存在する場合 

・二種指定事業者がＭＶＮＯに対し、特定卸電気通信役務を提供する結果、当

該二種指定事業者における周波数の不足等15により当該二種指定事業者の利

                         
11 具体的には、電気通信事業法施行規則第２５条の７に規定する事項を届け出ることが必要となる。 
12 総務大臣は、その保有する当該届出の内容等を含む第二種指定電気通信設備に関する情報を整理し、これを公

表するものとしている（事業法第３９条の２）。 
13 第二種指定電気通信設備を用いる携帯電話又はＢＷＡアクセスサービス（通信モジュール向けに提供するものを

除く。）。 
14 携帯電話、全国BWAアクセスサービス及びセルラーLPWAの卸電気通信役務であり、当該卸電気通信役務に付

加的に提供される役務（料金情報、転送電話、国際ローミング等）については除く。 
15 周波数の不足等が生じるか否かは、ＭＶＮＯが希望する特定卸電気通信役務の提供形態・サービス内容や二種

指定事業者の事業の状況等により異なるため、具体的な事案ごとに判断することとなる。 
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用者16への電気通信役務の円滑な提供に支障を来すおそれがあると認められ

る合理的な理由が存在する場合17 

・二種指定事業者が、ＭＶＮＯに対して、合理的な必要性を示して、二種指定

事業者による適切なふくそう対策の実施に対する協力又はＭＶＮＯによる

適切なふくそう対策の実施を求めた場合であって、ＭＶＮＯが合理的な理由

なくこれに同意しない場合18 

 

② 特定卸電気通信役務の提供が二種指定事業者等の利益を不当に害するおそれ

があるとき 

（例） 

・二種指定事業者がＭＶＮＯに対し、特定卸電気通信役務を提供する結果、自

己の電気通信回線設備の保持が経営上困難となるなど経営に著しい支障が

生ずると認められる合理的な理由が存在する場合 

・二種指定事業者がＭＶＮＯに対し、特定卸電気通信役務を提供する結果、当

該二種指定事業者の社会的信用が毀損されるおそれがあると認められる合

理的な理由が存在する場合19 

・ＭＮＯとＭＶＮＯを兼営する者が二種指定事業者に特定卸電気通信役務の提

供を申込む場合であって、当該ＭＮＯとＭＶＮＯを兼営する者が、収益性の

低い地域において基地局整備を怠る結果、競争条件の公平性が著しく阻害さ

れるおそれがあると認められる合理的な理由がある場合20 

・二種指定事業者がBtoBtoX型のビジネス21を提供する場合であって、二種指定

事業者がパートナー企業へ提供するサービスのうち卸電気通信役務に相当

する部分が特定卸電気通信役務に該当する場合について、当該特定卸電気通

信役務を他のＭＶＮＯに提供することにより、当該パートナー企業の知的財

産権が侵害されるおそれがあると認められる合理的な理由が存在する場合 

                         
16 当該二種指定事業者が周波数を使用させているＭＶＮＯの利用者を含む。 
17 総務大臣の認定を受けた特定基地局の開設計画においてＭＶＮＯによる無線設備の利用を促進する計画を有す

る二種指定事業者は、当該認定を受けた開設計画に従いＭＶＮＯに対して無線設備を利用させることが必要であ

る。 
18 ふくそう対策は、二種指定事業者とＭＶＮＯ双方にとって合理的と認められる適切な方法・基準に基づいて実施す

ることが適当である。そのため、二種指定事業者がＭＶＮＯに対して、合理的な必要性・利用用途を明示して、対策

に必要な情報の開示を求めた場合には、ＭＶＮＯは当該情報を開示することが求められる。 

 また、二種指定事業者には、情報開示を求めるに当たって公正競争の確保に支障が生じないよう留意するととも

に、対策の実施に当たっては、特定の者に対し不当な差別的取扱いを行わないことが求められる。 
19 二種指定事業者の利益を不当に害するおそれがあると認められるためには、当該二種指定事業者の社会的信用

が毀損し、相当程度の利益の損失が発生することを客観的な事実に基づいて合理的に推定できなければならない。 
20 特定卸電気通信役務の提供の申込みを受けた二種指定事業者の利益を不当に害すると認められるためには、特

定卸電気通信役務の提供を申し込むＭＮＯが収益性の低い地域において基地局整備を怠る結果、競争条件の公

平性が著しく阻害されていることが客観的な事実に基づいて合理的に推定できなければならない。例えば、正当な

理由なく、収益性の低い地域において総務大臣の認定を受けた開設計画に従った基地局整備が行われていない

ことは、当該地域における基地局整備の懈怠についての客観的な事実として認められる。 
21 電気通信事業者が電気通信分野以外の様々な分野においてサービスを提供する企業をパートナー企業として、

当該企業に対する通信サービス及びビジネスソリューション等を提供し、パートナー企業がエンドユーザーにサー

ビス提供をするビジネスモデルを指す。 
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③ 特定卸電気通信役務の提供を受ける際に負担すべき金額の支払いを怠り、又

は怠るおそれがあるとき 

（例） 

・二種指定事業者が、ＭＶＮＯに対して、客観的な指標（例：過去の支払実績、

信用評価機関、格付け機関等第三者による評価、財務状況）に基づいて、特

定卸電気通信役務の提供を受ける際に負担すべき金額の支払いを怠るおそ

れがあると判断する合理的な根拠を示して、預託金の預入れ等の適切な債権

保全措置を求めた場合であって、ＭＶＮＯが合理的な理由なくこれに同意し

ない場合22 

④ 特定卸電気通信役務の提供の申入れに応ずることが技術的又は経済的に著し

く困難であるとき 

（例） 

・ＭＶＮＯが申し込んだ特定卸電気通信役務の提供形態を実現するために二種

指定事業者側において要するシステム改修等の程度が著しく過大であり、当

該システム改修に要する費用の回収が見込めないと認められる合理的な理

由が存在する場合 

・二種指定事業者が、ＭＶＮＯが申し込んだ特定卸電気通信役務の提供形態を

実現するために要するシステム改修等の程度が著しく過大であると判断す

る合理的な根拠を示して、特定卸電気通信役務の提供に係る最低契約期間の

設定や期間内契約解除に係る違約金の設定等の、システム改修費用の回収に

係るリスクを軽減する措置を求めた場合であって、ＭＶＮＯが合理的な理由

なくこれに同意しない場合23 

 

（イ） 情報提示義務 

 

特定卸電気通信役務を提供する二種指定事業者は、当該特定卸電気通信役務の

提供に関する契約の締結の申入れをＭＶＮＯから受けた場合において、当該特定

卸電気通信役務に関し、当該申入れをしたＭＶＮＯの負担すべき金額その他の提

供条件について提示をする時までに、当該申入れをしたＭＶＮＯから、当該提示

                         
22 債権保全措置の要否及び内容については、基本的に当事者間の協議に委ねられるべきものであるが、債権保全

措置の内容如何によってはＭＶＮＯの競争上の地位を危うくするおそれがある。そのため、電気通信事業者間の公

正な競争を確保する観点から、債権の保全に必要かつ最小限の措置とすることが適当である。また、預託金の預入

れ等を求める際には、二種指定事業者はＭＶＮＯに対して、必要とされる金額の根拠や内訳、預入れ方法等の基

本的事項について十分な説明を行うことが求められる。 

 なお、債権保全の方式、預託金の預入れ等の要否を判断するに当たって考慮すべき事項、預託金等の水準等に

ついての考え方については、『電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関するガイドラ

イン』を参照。 
23 最低契約期間の設定及び違約金の水準は、その期間及び水準如何によってはＭＶＮＯの競争上の地位を危うく

するおそれがある。そのため、電気通信事業者間の公正な競争を確保する観点から、そのリスクの軽減に必要かつ

最小限の措置とすることが適当である。また、契約期間の設定や違約金の預入れを求める際には、二種指定事業

者はＭＶＮＯに対して、期間の根拠、違約金の額の根拠、内訳等の基本的事項について十分な説明を行うことが求

められる。 
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と併せて当該金額の算定方法その他特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締

結に関する協議の円滑化に資する事項として総務省令で定める事項を提示するよ

う求められたときは、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない24

（事業法第３８条の２第３項）。 

 

特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結に関する協議の円滑化に資す

る事項として、次に掲げる事項を提示するものとする（事業法施行規則第２５条

の７の６第１項）。 

・接続料相当額 

二種指定事業者が、特定卸電気通信役務と同等の電気通信役務を事業者

間接続により提供しようとする場合に当該二種指定事業者が取得すべき金

額に相当する額であって、当該特定卸電気通信役務の料金と同一の単位で

算定するもの。 

・特定卸電気通信役務に関する料金と接続料相当額との差額の用途 

 

また、ＭＮＯが卸電気通信役務の提供に際し、ＭＶＮＯに対して不当な差別的

取扱いその他不当な運営を行っている場合に正当な理由とは次の①及び②に掲げ

る場合が想定される。なお、二種指定事業者がこれに違反した場合は、総務大臣

による業務改善命令の対象となる場合がある25,26（事業法第２９条第１項第１０

号）。第３８条の２第４項）。 

 

① 提示することによって二種指定事業者の競争上の利益が不当に害されるおそ

れがある情報の提示を求められたとき 

（例） 

                         
 
25 総務大臣は、ＭＮＯが卸電気通信役務の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行

いその他卸電気通信役務の提供の業務に関し不当な運営を行っていることにより他の電気通信事業者の業務の適

正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該ＭＮＯに対し、

利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべ

きことを命ずることができる（事業法第２９条第１項第１０号）。 

 総務大臣による当該是正措置の対象となる具体的な行為の例については、公正取引委員会・総務省「電気通信

事業分野における競争の促進に関する指針」（以下「共同ガイドライン」という。） 

（https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/law01_03.html）に記載されており、以下のような行為がこれに該

当する。 

 （例） 

・ ＭＶＮＯとの卸電気通信役務の契約において、ＭＮＯとＭＶＮＯの責任に関する事項やＭＶＮＯに対する料金の

算出方法等を適正かつ明確に定めていないこと。 

・ 自己と関係の深いＭＶＮＯに対する料金と比べて高い料金で卸電気通信役務を提供するなど、特定のＭＶＮＯ

を不利に取り扱うこと。 

・ ＭＶＮＯに提供する卸電気通信役務の料金に関して、一般利用者に提供する卸電気通信役務と同様の役務の

料金よりも高い料金を設定すること。 
26 また、市場支配的なＭＮＯ（事業法第３０条第１項の規定による総務大臣の指定を受けたものをいう。）は、その電

気通信業務について、特定関係法人である電気通信事業者であって総務大臣が指定するものに対し、不当に優先

的な取扱いをし、又は利益を与えることが禁止されており、総務大臣は、これに違反する行為があると認めるときは、

当該行為の停止又は変更を命ずることができる（事業法第３０条第３項及び第５項）。 
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・二種指定事業者と特定卸電気通信役務の提供を受ける者との間で締結された

秘密保持契約によって保護されている情報であって、当該特定卸電気通信役

務の提供を受ける者に固有の情報であることが明らかであるものの提示を

ＭＶＮＯから求められた場合 

・二種指定事業者が自社の利用者（卸電気通信役務の利用者を除く。）向けに提

供するサービスを設計する上で用いる営業上の秘密であって、プラン毎の平

均利用データ量・原価及びこれらを推計可能な情報に該当することが明らか

な情報の提示をＭＶＮＯから求められた場合 

・二種指定事業者がBtoBtoX型のビジネスを提供する場合であって、二種指定事

業者がパートナー企業へ提供するサービスのうち卸電気通信役務に相当する

部分が特定卸電気通信役務に該当する場合について、当該特定卸電気通信役

務の接続料相当額の提示をＭＶＮＯから求められた場合 

 

② 特定卸電気通信役務のうち、原価情報を提示することが困難であると考えら

れるものについて接続料相当額の提示を求められたとき 

（例） 

・特定卸電気通信役務の一部を構成する役務であって、その原価情報を抽出す

ることが困難である役務（緊急通報、優先電話及び発信者番号通知等）につ

いて接続料相当額の提示をＭＶＮＯから求められた場合 

 

２）事業者間接続による場合 

ア 事業法第３２条に基づく一般的規律 

（ア）基本的な考え方 

 

ＭＶＮＯは、その電気通信設備をＭＮＯ及び固定通信事業者を含む複数の事

業者（以下「ＭＮＯ等」という。）の電気通信回線設備27と接続して電気通信役

務を提供することが可能である。この場合、ＭＮＯ等は、ＭＶＮＯからその電

気通信設備をＭＮＯ等の電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたと

きは、次の①～④に掲げる場合を除き、これに応じなければならない（事業法

第３２条）。なお、具体的な接続形態、接続に当たってＭＶＮＯが取得する情報

                         
27 電気通信回線設備とは、「送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置され

る交換設備並びにこれらの附属設備」（事業法第９条）を指す。 

 ここで「伝送路設備」とは、隔地者間で電気的な手段により情報の伝達を行う設備であり、例えば、光ファイバやメ

タルケーブルなどの線路設備が挙げられる。 

 当該伝送路設備と一体として設置される「交換設備」は、端末設備からの接続要求に応じて着信端末設備までの

接続経路の設定を行う設備であり、例えば、交換機や端末位置登録等の機能を持つ設備が挙げられる。 

 また、「附属設備」は、伝送路設備及び交換設備が有効に機能するために必要な独立設備であり、例えば、通信

電力装置や課金装置が挙げられる。 
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28その他の接続条件については、まずはＭＶＮＯにおいて提示すべきものであ

り、ＭＮＯはこれを踏まえて接続の請求に応じる必要がある。 

 

① 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき（事業法第３

２条第１号） 

（例） 

・ＭＮＯがＭＶＮＯの接続の申込みに応じることにより、当該ＭＶＮＯのシ

ステムが当該ＭＮＯのＨＬＲ等のシステムを損傷するおそれがあると認め

られる合理的な理由が存在する場合 

・ＭＮＯがＭＶＮＯへ課金情報を提供する際に、当該ＭＮＯの利用者の個人

情報等が当該ＭＶＮＯから外部に流出するおそれがあると認められる合理

的な理由が存在する場合 

・ＭＮＯがＭＶＮＯの接続の申込みに応じる結果、当該ＭＮＯにおける周波

数の不足等29により当該ＭＮＯの利用者30への電気通信役務の円滑な提供

に支障を来すおそれがあると認められる合理的な理由が存在する場合31 

・ＭＮＯが、ＭＶＮＯに対して、合理的な必要性を示して、ＭＮＯによる適

切なふくそう対策の実施に対する協力又はＭＶＮＯによる適切なふくそう

対策の実施を求めた場合であって、ＭＶＮＯが合理的な理由なくこれに同

意しない場合32 

                         
28 接続形態及び接続に当たってＭＶＮＯが取得する情報として想定されるものには、例えば、次のものがある。 

① 接続形態の例 

・ＯＳＩ参照モデルの各レイヤープロトコルによる接続（例えば、ＭＶＮＯが自らのネットワークにおいて利用者を認

証しＩＰアドレスを割り振るためには、レイヤー２接続が必要な場合がある。なお、他の接続形態により相当の機能

が実現可能な場合も考えられるが、接続するレイヤーにより提供できる機能は厳密には異なるため、個々の事案

に応じて判断する必要がある。） 

・ＭＶＮＯに代わってＭＶＮＥがＭＮＯと接続し、ＭＶＮＯは両者から電気通信役務提供を受ける形態（この場合、

ＭＶＮＥは電気通信事業者となる。） 

② 接続に当たってＭＶＮＯが取得する情報の例 

・地理的な位置情報やエリア情報の配信等に必要な位置情報 

・主にＨＬＲ（Home Location Register：端末位置登録等の機能を持つ設備）などに管理される情報であって、加入

者の移動体端末を捕捉するために必要な加入者移動管理情報 

・主にＣＤＲ（Call Detail Record：通話明細情報）などに管理される情報であって、課金を行うために必要な通信記

録等の情報 

・ＭＶＮＯが障害情報など利用者へのサポートを行うために必要な基地局やネットワーク等の障害情報や通信サ

ービスに関するその他の障害情報 
29 周波数の不足等が生じるか否かは、ＭＶＮＯが希望する接続形態・サービス内容やＭＮＯの事業の状況等により

異なるため、具体的な事案ごとに判断することとなる。 
30 当該ＭＮＯが周波数を使用させているＭＶＮＯの利用者を含む。 
31 総務大臣の認定を受けた特定基地局の開設計画においてＭＶＮＯによる無線設備の利用を促進する計画を有

するＭＮＯは、当該認定を受けた開設計画に従いＭＶＮＯに対して無線設備を利用させることが必要である。 
32 ふくそう対策は、ＭＮＯとＭＶＮＯ双方にとって合理的と認められる適切な方法・基準に基づいて実施することが

適当である。そのため、ＭＮＯがＭＶＮＯに対して、合理的な必要性・利用用途を明示して、対策に必要な情報の

開示を求めた場合には、ＭＶＮＯは当該情報を開示することが求められる。 

また、ＭＮＯには、情報開示を求めるに当たって公正競争の確保に支障が生じないよう留意するとともに、対策の実

施に当たっては、特定の者に対し不当な差別的取扱いを行わないことが求められる。 
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② 接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき（事業

法第３２条第２号） 

（例） 

・ＭＮＯがＭＶＮＯの接続の申込みに応じる結果、自己の電気通信回線設備

の保持が経営上困難となるなど経営に著しい支障が生ずると認められる合

理的な理由が存在する場合 

・ＭＮＯがＭＶＮＯの接続の申込みに応じる結果、当該ＭＮＯの社会的信用

が毀損され、ＭＮＯの利益を不当に害するされるおそれがあると認められ

る合理的な理由が存在する場合33 

・ＭＮＯとＭＶＮＯを兼営する者が他のＭＮＯに接続を申込む場合であって、

当該ＭＮＯとＭＶＮＯを兼営する者が、収益性の低い地域において基地局

整備を怠る結果、競争条件の公平性が著しく阻害され、接続の申込みを受

けた他のＭＮＯの利益を不当に害するされるおそれがあると認められる合

理的な理由がある場合34 

③ 接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき

（事業法第３２条第３号、事業法施行規則第２３条第１号） 

（例） 

・ＭＮＯが、ＭＶＮＯに対して、客観的な指標（例：過去の支払実績、信用

評価機関、格付け機関等第三者による評価、財務状況）に基づいて、接続

に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあると判断する合理的な根

拠を示して、預託金の預入れ等の適切な債権保全措置を求めた場合であっ

て、ＭＶＮＯが合理的な理由なくこれに同意しない場合35 

④ 接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済

的に著しく困難であるとき（事業法第３２条第３号、事業法施行規則第２３

条第２号） 

（例） 

・ＭＶＮＯが申し込んだ接続形態を実現するためにＭＮＯ側において要する

システム改修等の程度が著しく過大であり、当該システム改修に要する費

                         
33 電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあると認められるためには、ＭＮＯの社会的信用が毀損し、相

当程度の利益の損失が発生することを客観的な事実に基づいて合理的に推定できなければならない。 
34 接続の申込みを受けた他のＭＮＯの利益を不当に害すると認められるためには、接続を申し込むＭＮＯが収益

性の低い地域において基地局整備を怠る結果、競争条件の公平性が著しく阻害されていることが客観的な事実に

基づいて合理的に推定できなければならない。例えば、正当な理由なく、収益性の低い地域において総務大臣の

認定を受けた開設計画に従った基地局整備が行われていないことは、当該地域における基地局整備の懈怠につ

いての客観的な事実として認められる。 
35 債権保全措置の要否及び内容については、基本的に当事者間の協議に委ねられるべきものであるが、債権保全

措置の内容如何によってはＭＶＮＯの競争上の地位を危うくするおそれがある。そのため、電気通信事業者間の公

正な競争を確保する観点から、債権の保全に必要かつ最小限の措置とすることが適当である。また、預託金の預入

れ等を求める際には、ＭＮＯはＭＶＮＯに対して、必要とされる金額の根拠や内訳、預入れ方法等の基本的事項に

ついて十分な説明を行うことが求められる。 

 なお、債権保全の方式、預託金の預入れ等の要否を判断するに当たって考慮すべき事項、預託金等の水準等に

ついての考え方については、『電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関するガイドラ

イン』を参照。 
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用の回収が見込めないと認められる合理的な理由が存在する場合 

・ＭＮＯが、ＭＶＮＯが申し込んだ接続形態を実現するために要するシステ

ム改修等の程度が著しく過大であると判断する合理的な根拠を示して、最

低接続期間の設定や期間内接続解除に係る違約金の設定等の、システム改

修費用の回収に係るリスクを軽減する措置を求めた場合であって、ＭＶＮ

Ｏが合理的な理由なくこれに同意しない場合36 

 

なお、接続に関し当事者が取得し、若しくは負担すべき金額（以下「接続料

等」という。）又は接続条件その他協定の細目の内容については、まずは、ＭＶ

ＮＯとＭＮＯとの間の協議に委ねられるのが原則であり、接続料等又は接続条

件その他協定の細目の内容に含まれる両当事者のそれぞれのサービス提供条

件については、一方の当事者によって独自に自由に決定されるべきものではな

い37。 

 

また、ＭＮＯが接続に際し、ＭＶＮＯに対して不当な差別的取扱いその他不

当な運営を行っている場合には、総務大臣による業務改善命令の対象となる場

合がある。 

（イ）利用者料金の設定権の帰属 

 

ＭＶＮＯがＭＮＯと接続して利用者にサービスを提供する場合、電気通信役

務に関する料金（以下「利用者料金」という。）については、ＭＶＮＯが利用者

料金を設定する（エンドエンド料金）形態、ＭＶＮＯ及びＭＮＯが分担して各々

利用者料金を設定する（ぶつ切り料金）形態のいずれも可能であり、まずはＭ

ＶＮＯが提示する利用者料金の設定方法を基に両当事者間で協議が行われる

ことが求められる38。 

（ウ）接続料の課金方式 

 

ＭＶＮＯがＭＮＯと接続して利用者にサービスを提供する場合、ＭＮＯが接

                         
36 最低接続期間の設定及び違約金の水準は、その期間及び水準如何によってはＭＶＮＯの競争上の地位を危うく

するおそれがある。そのため、電気通信事業者間の公正な競争を確保する観点から、そのリスクの軽減に必要かつ

最小限の措置とすることが適当である。また、接続期間の設定や違約金の預入れを求める際には、ＭＮＯはＭＶＮ

Ｏに対して、期間の根拠、違約金の額の根拠、内訳等の基本的事項について十分な説明を行うことが求められる。 
37 「電気通信事業法第３５条第３項の規定に基づく日本通信株式会社からの申請に係る裁定」（平成１９年１１月３０

日総務省）P.１ 裁定事項１について（接続に当たり、ドコモの電気通信役務提供区間に係る電気通信役務は、エン

ドユーザー（利用者）に対して自社が提供する役務であるから、その内容、運用等については、ドコモが独自に決

めることができるという主張は合理的か。）（http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/www.soumu.go.jp/s-

news/2007/pdf/071130_13_bt1.pdf）を参照。 
38 「電気通信事業法第３５条第３項の規定に基づく日本通信株式会社からの申請に係る裁定」（平成１９年１１月３０

日総務省）P.２ 裁定事項２について（利用者料金の設定はぶつ切り料金かエンドエンド料金か） 

（http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/071130_13_bt1.pdf）を参照。 
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続に関し取得すべき金額（以下「接続料」という。）の課金方式については、従

量制課金のほか、回線容量単位の課金方式を採用することも可能であり、まず

はＭＶＮＯが提示する接続料の課金方式を基に、両当事者間で協議が行われる

ことが求められる39。 

（エ）接続料の算定 

 

接続料の算定方法については、当事者間の協議で行われることが原則である

が、二種指定事業者以外のＭＮＯにおいても、その検証可能性に留意した上で、

第二種指定電気通信設備接続料規則（平成２８年総務省令第３１号。以下「二

種接続料規則」という。）を踏まえた機能ごとの接続料の設定を可能な限り行う

ことが望ましい。 

 

事業者間協議において接続料の水準が争点となった場合には、算定方法と代

入すべきデータに議論を峻別した上で、前者については、二種接続料規則及び

本ガイドラインに示す考え方を踏まえつつ、例えば、両当事者から案を提示し、

その合理性を検証し、後者については、例えば、接続料の算出の根拠に関する

説明を記載する書類その他必要な書類を用いるなどにより、可能な限り情報開

示することが適当である。 

（オ）接続に必要なシステム開発等 

 

接続に必要なシステム開発等の内容、方法及び期間については、合理性の観

点から必要と認められる範囲に限られるべきである。 

 

事業者間協議において接続に必要な開発の内容、方法又は期間が争点となっ

た場合には、可能な限り技術開発部門の者（関連開発の委託先の技術者を含む。）

を直接関与させること等により、検討の迅速化・精緻化を図り、相互の見解の

理解において齟齬が生じないようにすることが適当である。 

 

接続に必要なシステム開発等の費用については、合理性の観点から必要と認

められる範囲に限られるべきである。また、その負担方法については、接続要

望に伴う追加コストである場合には、原則として、接続事業者において応分負

担すべきであるが、他の接続事業者が開発されたシステム等を共用することと

なった場合には、負担の公平性の観点から、当該追加コストの負担方法につい

て案分比例にするなどの措置が求められる。 

 

                         
39 「電気通信事業法第３５条第３項の規定に基づく日本通信株式会社からの申請に係る裁定」（平成１９年１１月３０

日 総 務 省 ） P. ３  裁 定 事 項 ３ に つ い て （ 接 続 料 金 の 課 金 方 式 は 帯 域 幅 課 金 と す べ き か ）

（http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/071130_13_bt1.pdf）を参照。 
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事業者間協議において接続に必要なシステム開発等の費用が争点となった

場合には、総コストのみを提示するのではなく、細分した機能ごとのコストを

提示するなどし、必要な機能の取捨選択ができるようにすることが適当である。

また、金額の検証に客観性を確保するとともに、当事者間で守秘義務を課すな

ど必要な措置を講じた上で、その内訳について可能な限り情報開示することが

適当である。 

（カ）接続を円滑に行うために必要な事項の提供 

 

接続を円滑に行うために必要な事項の提供については、当事者間の協議で行

われることが原則であるが、二種指定事業者以外のＭＮＯにおいても、事業法

施行規則第２３条の９の５第１項各号に定める事項を可能な限り提供するこ

とが望ましい。 

イ 二種指定事業者の接続に係る規律 

（ア）接続約款の届出等 

 

二種指定事業者は、上述の事業法第３２条に基づく一般的規律に加え、事業

法第３４条による規律の対象となる。二種指定事業者は、事業法第３４条第２

項に基づき、接続料及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定める

ところにより、その実施前に総務大臣に届け出る（これを変更するときも同様）

義務がある。この届出に関する具体的内容は事業法施行規則第２３条の９の３

に規定されており、二種指定事業者は接続料の変更の際、様式第１７の４の２

から様式第１７の４の７まで、様式第１７の４の９、様式第１７の４の１０（二

種接続料規則第１６条第１項の規定に基づき接続料を設定する場合には、様式

第１７の４の２から様式第１７の４の９１０まで）40及び平成２９年総務省告

示第３７号41に定める様式の接続料の算出の根拠に関する説明を記載した書類

その他必要な書類を総務大臣に提出する義務がある。 

 

第二種指定電気通信設備との接続協定は、事業法第３４条第４項に基づき、

当該接続約款によらなければ締結することができない。また、二種指定事業者

は、事業法第３４条第５項に基づき、当該接続約款を公表42する義務を負う。 

（イ）標準的接続箇所 

 

事業法第３４条第３項第１号イの「他の電気通信事業者の電気通信設備を接

                         
40 https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/law01_01.html 
41 https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/law01_02.html 
42 接続約款の公表は、その実施の日から、営業所その他の事業所において閲覧に供するとともに、インターネットを

利用することにより、これを行わなければならない（事業法施行規則第２３条の８）。 
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続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして

総務省令で定める箇所」は、事業法施行規則第２３条の９の４第１項に規定さ

れている。 

 

なお、同条第２項では、自らの電気通信設備を他の二種指定事業者の電気通

信設備と一体的に運用する場合において、接続事業者の電気通信設備との間の

伝送交換の全てが当該他の二種指定事業者の標準的接続箇所により行われて

いると総務大臣が認める場合は、同条第１項の規定による箇所に代えてその箇

所を標準的接続箇所とすることとされており、当該伝送交換の一部が当該他の

二種指定事業者の標準的接続箇所により行われていると総務大臣が認める場

合は、同条第１項の規定による箇所に加えてその箇所を標準的接続箇所とする

こととされているところ、二種指定事業者は、当該伝送交換の状況が分かる書

類を添えて総務大臣に対し、伺い出ることを要する。 

（ウ）アンバンドル機能等 

 

事業法第３４条第３項第１号ロの二種指定事業者が取得すべき金額を適正

かつ明確に定めるべき「総務省令で定める機能」は、二種接続料規則第４条第

１項に規定されている。 

ア）基本的な考え方 

 

二種接続料規則第４条第１項に定める機能について、ａのとおり「アンバ

ンドル43等の判断基準」を定めるとともに、イ）のとおり「アンバンドル機能」

を定め、ウ）のとおり「開放を促進すべき機能」を定める。 

 

なお、第二種指定電気通信設備には第一種指定電気通信設備のようなボト

ルネック性が認められないこと、移動通信市場においてはサービス競争が一

定程度進展していること等の移動通信分野の特性に鑑み、二種指定事業者の

設備投資やイノベーションに係るインセンティブに配意するほか、アンバン

ドルに係る仕組みには、事業者間協議による合意形成を尊重し、その促進を

図る視点を盛り込む。 

ａ アンバンドル等の判断基準 

 

（ａ）アンバンドル機能を設定する場合 

 

「アンバンドル機能」は、以下次の要件を満たした場合に設定する。 

                         
43 第二種指定電気通信設備との接続に係る機能のうち、他の事業者が必要とするもののみを細分して使用できるよ

うにすることをいう。以下同じ。 
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① 他の事業者から機能のアンバンドルに係る要望があること 

② アンバンドルすることが技術的に可能であること 

③ アンバンドルに当たって二種指定事業者に過度な経済的負担を与え

ることのないこと 

④ 必要性・重要性の高いサービスに係る機能であること44 

 

（ｂ）開放を促進すべき機能を設定する場合 

 

上記アンバンドルの要件を全て満たさない機能でも、上記④の要件を

満たし、いずれかの事業者に他の事業者からの要望があり、上記②・③

の要件を満たす可能性がある場合には、接続又は卸電気通信役務による

提供が望ましいため、事業者間協議の更なる促進を図るものとして、「開

放を促進すべき機能」に定める。 

ｂ プロセス 

 

総務省は、「アンバンドル機能」及び「開放を促進すべき機能」に該当す

る機能について、定期的に見直しを行うこととする。見直しに当たっては、

意見公募を実施するなど、手続の公正性・透明性の確保に努めることとす

る。 

イ）アンバンドル機能 

 

「アンバンドル機能」には、二種接続料規則第４条第１項の表に掲げる次

の①から④までの機能が該当する。 

 

① 音声伝送交換機能 

② データ伝送交換機能 

③ 番号ポータビリティ転送機能 

④ ショートメッセージ伝送交換機能 

 

なお、各アンバンドル機能を複数の区分に細分し接続料を定めることは可

能であるが45、当該アンバンドル機能全体について接続料を定めない場合は、

                         
44 具体的には、利用者利便の高いサービスに係る機能、公正競争促進の観点から多様な事業者による提供が望ま

しいサービスに係る機能、多数の利用者に実際に利用されているサービスに係る機能が該当する。 
45 各アンバンドル機能を複数の区分に細分して接続料を定める場合、営業費用や正味固定資産価額の配賦、需要

の配分等が適切に行われなければ接続料算定の適正性が損なわれる可能性があることに十分留意することが必

要である。 
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接続約款の変更命令の対象となる可能性がある46。 

 

ただし、複数の二種指定事業者が、アンバンドル機能をそれらの第二種指

定電気通信設備により実現する場合であって、利用者への役務の提供実態等

に照らし当該アンバンドル機能を複数の区分に細分して接続料を設定する場

合については、当面、二種接続料規則第３条に基づく総務大臣の承認を受け、

必要性・重要性の低い区分については接続料を設定しないことができるもの

とする。 

ウ）開放を促進すべき機能 

 

「開放を促進すべき機能」には、次の①から⑥までに掲げる機能が該当す

る。 

 

① 料金情報提供機能 

② 携帯電話のＥメール転送機能 

③ パケット着信機能 

④ 端末情報提供機能 

⑤ ＨＬＲ／ＨＳＳ連携機能 

⑥ リモートＳＩＭプロビジョニング（ＲＳＰ）機能47 

 

（エ）接続を円滑に行うために必要な事項の提供 

 

事業法第３４条第３項第１号ホの「総務省令で定める接続を円滑に行うため

に必要な事項」は、事業法施行規則第２３条の９の５に規定されている。また、

同条第１項第１号イ⑴の「他事業者との接続箇所がある第二種指定電気通信設

備を設置する場所その他接続の請求に際して必要な情報の開示」についての具

体的内容は、平成２８年総務省告示第１０７号48（以下「二種情報開示告示」と

いう。）に規定されている。これらの事項に関して、具体的な解釈及び望ましい

事項を示す。 

                         
46 アンバンドル機能の一部の区分について接続料を定めなくてもよいこととする場合は、現在、データ伝送交換機

能についていわゆるCDMA2000方式及びEV-DO方式を除いているように、二種接続料規則において明示すること

が原則である。 
47 ＭＳＩＳＤＮ等携帯電話ネットワークにアクセスするための情報（ＳＩＭプロファイル）のＳＩＭへの書込み（ＳＩＭプロビ

ジョニング）をオンラインで遠隔操作により行うための機能。その形態としては、ＭＮＯの調達するＲＳＰのシステムを

ＭＶＮＯが利用する形態と、ＭＶＮＯの調達するＲＳＰのシステムをＭＮＯのネットワークに連携させる形態があり得

る。「モバイル市場の競争環境に関する研究会」最終報告書（令和２年２月）において示されたとおり、二種指定事

業者がリモートＳＩＭプロビジョニングによりｅＳＩＭサービスを提供する場合は、タブレット向け、スマートフォン向け、Ｉ

ｏＴ向け等その提供するサービス内容に応じて、ＭＶＮＯにおいても同様のサービスの提供を行うことができるよう

本機能の開放が行われることが望ましい。 
48 https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/law01_02.html 
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ア）頻度の高い工事の工事費 

 

事業法施行規則第２３条の９の５第１項第６号に基づき、二種指定事業者

が工事又は保守その他第二種指定電気通信設備との接続に係る業務を行う場

合の金額に関しては、作業時間当たりの単金を接続約款に記載するだけでは

なく、頻度の高い工事については、工事当たりの単価を接続約款に記載すべ

きである。 

イ）役務利用管理システム又はＳＩＭカードの提供条件追加等の通知 

 

二種情報開示告示第２条第５号に基づく、ＭＶＮＯの電気通信役務の提供

に用いられる役務利用管理システム又はＳＩＭカードの機能その他の提供条

件の追加及び変更に関する情報の通知は、ＭＶＮＯ側でこれら追加・変更を

受けた対応を行う上で必要な準備期間が十分に確保されるよう、早期に行わ

れることが望ましい。 

（オ）接続料の算定 

 

事業法第３４条第３項第２号は、二種指定事業者の接続料が、総務省令で定

める方法により算定された金額を超えるものである場合に接続約款の変更命

令の対象となることを規定している。この具体的内容は二種接続料規則及び同

令の規定による平成２８年総務省告示第１１０号49に規定されている。どのよ

うな場合に接続約款の変更命令を行う可能性があるのかについて二種指定事

業者に一定の予見可能性を与えるため、具体的な解釈等を示す。 

 

なお、二種接続料規則は、同令第４条第１項の表に掲げる機能に係る接続料

の算定方法を定めているが、これら以外の機能に係る接続料についても、事業

法第３４条第３項第２号の規定により、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えるものではないことが当然に求められる。 

 

以下「２ 電気通信事業法に係る事項」において使用する用語は、二種接続

料規則において使用する用語の例による。 

ア）原価算定の３ステップ・プロセス 

 

二種接続料規則第６条第１項では、「接続料の原価は、法定機能ごとに、当

該法定機能に係る第二種指定設備管理運営費とする。」とされており、同令第

７条第１項では、「法定機能に係る第二種指定設備管理運営費は、当該法定機

能の区分ごとに、当該法定機能に対応した第二種指定電気通信設備及びこれ

                         
49 https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/law01_02.html 
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の附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設（以下「対象設備等」とい

う。）に係る費用の額を基礎として算定するものとする。」とされている。 

 

このことを踏まえ、原価は、ａ及びｂに示す３ステップ・プロセスにより

算定する。ただし、二種指定事業者が採用するプロセスが３ステップ・プロ

セスと完全に同一でない場合であっても、最終的に算定される原価に含まれ

る費用の内容が同程度であるときは、当該二種指定事業者が採用するプロセ

スが直ちに否定されるものではない。 

ａ 音声伝送交換機能、番号ポータビリティ転送機能、ショートメッセージ

伝送交換機能 

 

（ａ）ステップ１においては、移動電気通信役務に係る総費用（営業費用

に限る。以下同じ。）からデータ伝送役務に係る費用を控除して音声伝送

役務に係る費用を抽出する。 

 

ａ）移動電気通信役務に係る総費用は、設備費、営業費及び間接費に大

別される。設備費には、運用費、施設保全費、試験研究費、研究費償

却、減価償却費、固定資産除却費、通信設備使用料及び租税公課が該

当し、間接費には、共通費及び管理費が該当する。 

 

ｂ）音声伝送役務及びデータ伝送役務に関連する費用は、第二種指定電

気通信設備接続会計規則（平成２３年総務省令第２４号。以下「接続

会計規則」という。）別表第３に掲げる基準によるほか、適正な基準に

よりそれぞれの役務に配賦する。 

 

（ｂ）ステップ２においては、音声伝送役務に係る費用から契約数連動費

用を控除してトラヒック連動費用を抽出する。 

 

ａ）契約数連動費用には、設備費のうち各契約者が専有的に使用する設

備に係る費用50が該当し、営業費のうち料金の請求・回収に係る費用及

び基本料収入の確保に係る費用が該当する。 

 

ｂ）契約数連動費用及びトラヒック連動費用に明確に分計することが困

難なもの（間接費を含む。）がある場合には、接続会計規則別表第３に

掲げる基準によるほか、適正な基準により配賦する。 

 

（ｃ）ステップ３においては、トラヒック連動費用から接続料原価対象外

費用を控除して接続料原価対象費用を抽出し、これを原価とする。 

                         
50 例として、サービス制御装置に係る費用、位置登録信号に係る費用、顧客・料金システムに係る費用。 
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ａ）接続料原価対象外費用は、ｃに示す考え方に基づいて特定する。 

 

ｂ）接続料原価対象外費用及び接続料原価対象費用に明確に分計するこ

とが困難なもの（間接費を含む。）がある場合には、接続会計規則別表

第３に掲げる基準によるほか、適正な基準により配賦する。 

ｂ データ伝送交換機能の回線容量単位接続料（二種接続料規則第４条第２

項第１号に掲げる部分に係る接続料） 

 

（ａ）ステップ１においては、移動電気通信役務に係る総費用から音声伝

送役務に係る費用を控除してデータ伝送役務に係る費用を抽出する。 

 

ａ）移動電気通信役務に係る総費用は、設備費、営業費及び間接費に大

別される。設備費には、運用費、施設保全費、試験研究費、研究費償

却、減価償却費、固定資産除却費、通信設備使用料及び租税公課が該

当し、間接費には、共通費及び管理費が該当する。 

 

ｂ）音声伝送役務及びデータ伝送役務に関連する費用は、接続会計規則

別表第３に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務

に配賦する。 

 

（ｂ）ステップ２においては、データ伝送役務に係る費用から回線容量課

金対象外費用を控除して回線容量課金対象費用を抽出する。 

 

ａ）回線容量課金対象外費用には、設備費のうち各契約者が専有的に使

用する設備に係る費用51及び接続事業者が使用しない設備に係る費用
52が該当し、営業費のうち料金の請求・回収に係る費用及び基本料収入

の確保に係る費用が該当する。 

 

ｂ）回線容量課金対象外費用及び回線容量課金対象費用に明確に分計す

ることが困難なもの（間接費を含む。）がある場合には、接続会計規則

別表第３に掲げる基準によるほか、適正な基準により配賦する。 

 

（ｃ）ステップ３においては、回線容量課金対象費用から接続料原価対象

外費用を控除して接続料原価対象費用を抽出し、これを原価とする。 

 

ａ）接続料原価対象外費用は、ｃに示す考え方に基づいて特定する。 

                         
51 例として、サービス制御装置に係る費用、位置登録信号に係る費用、顧客・料金システムに係る費用。 
52 例として、二種指定事業者がインターネット接続サービスを提供するための設備に係る費用。 
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ｂ）接続料原価対象外費用及び接続料原価対象費用に明確に分計するこ

とが困難なもの（間接費を含む。）がある場合には、接続会計規則別表

第３に掲げる基準によるほか、適正な基準により配賦する。 

ｃ 接続料原価対象外費用となる営業費用 

 

（ａ）営業費 

 

接続料は、設備の使用料ととらえる。したがって、適正な原価は、基

本的に設備費であり、営業費は、原則として原価に算入されるべきでは

ない。しかしながら、次の①から③までに掲げる営業費については、設

備の安定的な運用又は効率的な展開に資することから、設備への帰属が

認められるものであり、原価への算入は否定されない。 

 

① 電気通信の啓発活動に係る営業費 

電気通信の啓発活動53に係る営業費は、電気通信サービスの健全な

利用を確保し、特定地域・時間における設備への負担の集中を軽減す

ることにより、設備の安定的な運用に資する。 

② エリア整備・改善を目的とする情報収集に係る営業費 

エリア整備・改善を目的とする情報収集54に係る営業費は、エリア整

備・改善に係る調査・計画を補完することにより、設備の効率的な展

開に資する。 

③ 周波数再編の周知に係る営業費 

周波数再編の周知に係る営業費は、設備の改変等を要する周波数再

編の円滑な実施を促進することにより、設備の効率的な展開に資する。 

 

（ｂ）設備費 

 

設備費であっても、次の①から③までに掲げるようなものについては、

接続料として他の事業者に負担を求めることが適当でないことから、原

価には算入しない。 

 

① 通信設備使用料（自社のネットワークの構築に係るものを除く。） 

② 他の事業者が個別に負担している設備費55 

③ 付加機能56の用に供する設備費 

                         
53 例として、迷惑メールへの対処方法や災害時の通信手段等の啓発を内容とするケータイ教室。 
54 例として、不感エリアに係る情報のウェブ上での受付。 
55 例として、ＰＯＩ回線に係る費用。 
56 例として、留守番電話機能。 
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イ）利潤の算定に用いる資本構成比 

 

二種接続料規則第８条第６項の他人資本比率、同令第９条第２項の自己資

本比率等の利潤の算定に用いる資本構成比の算定は、貸借対照表上の簿価を

用いる。 

ウ）有利子負債の範囲 

 

二種接続料規則第８条第７項における有利子負債の算定において、例えば、

社債については、貸借対照表上の勘定科目としては、固定負債又は流動負債

といった区分により、固定負債である「社債」又は流動負債である「１年以

内に期限到来の固定負債」に分類されることとなるが、こういった分類にか

かわらず、その性質が同じ場合には有利子負債とする。 

エ）リスクの低い金融商品の平均金利 

 

二種接続料規則第９条第３項におけるリスクの低い金融商品の平均金利は、

日本証券業協会が発表する公社債店頭売買参考統計値表により公表されてい

る値を用いて、基礎事業年度（二種接続料規則第１７条第２項に規定する基

礎事業年度をいう。以下同じ。）に発行された長期国債であって当該事業年度

の期末に最も近い日に発行されたものの単利の平均値とする。 

オ）主要企業の平均自己資本利益率－リスクの低い金融商品の平均金利 

 

二種接続料規則第９条第３項における「主要企業の平均自己資本利益率－

リスクの低い金融商品の平均金利」は、イボットソン・アソシエイツ・ジャ

パン株式会社が発行するJapanese Equity Risk Premia Reportのうち、１９

５２年から基礎事業年度の末月までの長期投資用のエクイティ・リスク・プ

レミアムとする。 

カ）音声伝送交換機能に係る接続料の設備区分別算定 

 

二種接続料規則第１１条第３項では、「接続料の体系は、当該接続料に係る

第二種指定設備管理運営費の発生の態様を考慮し、回線容量、通信回数、通

信時間等を単位とし、社会的経済的にみて合理的なものとなるように設定す

るものとする。」とされている。 

 

このことを踏まえ、音声伝送交換機能に係る原価、利潤及び需要は、次の

①から⑪までに掲げる設備区分によるほか、適正な区分を設定し、それらの

区分により整理して算定する。このとき、設備区分ごとの需要は、設備の使

用の違いを考慮して算定する。 
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① 第二種指定端末系交換設備 

② 第二種指定中継系伝送路設備 

③ 第二種指定中継系交換設備 

④ 第二種指定中継系交換設備間の伝送路設備 

⑤ 第二種指定端末系無線基地局 

⑥ 第二種指定端末系無線基地局と第二種指定端末系交換局間の伝送路設備 

⑦ 信号用伝送路設備 

⑧ 信号用中継交換機 

⑨ 携帯電話の端末の認証等を行うために用いられるサービス制御局 

⑩ 他事業者の電気通信設備と①～⑨との間に設置される伝送路設備 

⑪ 設備への帰属が認められないもの 

キ）データ伝送交換機能の回線容量単位接続料の需要 

 

二種接続料規則第１１条第２項では、需要は、実績原価方式においては「接

続料を算定する機能ごとの通信量等の実績値」、将来原価方式においては、

「接続料を算定する機能ごとの通信量等の合理的な将来の予測値」とされて

おり、同令第１３条第１項第１号では、データ伝送交換機能の回線容量単位

接続料は回線容量を単位として設定するものとされている。当該単位を踏ま

え、当該需要はネットワークのデータ伝送容量から合理的に算定される総回

線容量とする。 

ク）複数の二種指定事業者による接続料設定 

 

二種接続料規則第１６条第１項では、複数の二種指定事業者がアンバンド

ル機能をそれらの第二種指定電気通信設備により実現する場合には、当該複

数の二種指定事業者は、接続料の算定を行う事業者（以下「算定事業者」と

いう。）を明らかにし、それ以外の事業者（以下「共同設定事業者」という。）

と共同して総務大臣の承認を受けた上で接続料を設定しなければならない旨

規定されている。 

 

この総務大臣の承認では、算定事業者による接続料の算定が適正に行われ

るものであるかを確認することとなる。具体的には、次のような事項を確認

することが想定される57。 

 

・ 接続料の算定に共同設定事業者が適切に協力することとなっていること。 

・ 共同設定事業者に係る接続料の算出の根拠に関する説明を記載した書類

その他必要な書類が算定事業者に適切に提供されることになっていること。 

                         
57 算定が適切に行われるものであるかは、接続料の算定案及びその算定プロセスが示されると確認しやすくなる。 
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・ 算定事業者により算定された接続料について、共同設定事業者が自らに

係る原価及び利潤が適正に算定されていることを確認することになってい

ること。 

 

なお、二種指定事業者間の情報交換の態様によっては、市場における競争

状況に照らし、公正競争上問題になるおそれがあるため、注意を要する。 

 

また、算定事業者は、同条第２項により読み替えて適用する同令第３章及

び第４章の規定に基づき接続料の設定を行わなければならないところ、設定

に当たっては、二種接続料規則の規定及び本ガイドラインの他の規定による

ほか、次によることとする。 

 

ａ 原価算定 

 

（ａ）算定事業者及び共同設定事業者の移動電気通信役務収支表に基づき、

二種指定事業者ごとに「ア）原価算定の３ステップ・プロセス」に従い原

価を算定する。この際、重複計上等控除を要する金額は、ステップ３にお

いて「接続料対象外費用」として控除する。 

 

（ｂ）算定した二種指定事業者ごとの原価を合算する。 

 

ｂ 利潤算定 

 

（ａ）利潤算定の基礎となる算定事業者及び共同設定事業者の貸借対照表等

に計上された額を合算の上、利潤を算定する。この際、投資と資本の相殺

消去、債権と債務の相殺消去、算定事業者及び共同設定事業者間の取引高

の相殺消去等、企業会計における連結財務諸表の作成に準じた処理を行い、

それぞれの処理に係る事業者名、金額、理由を示した上で、所要の金額を

控除する。 

合算する貸借対照表等の勘定科目は次のとおり。 

 

ａ）貸借対照表上の「資産」、「負債」及び「純資産」の全科目 

ｂ）損益計算書上の「営業外費用」の全科目 

 

（ｂ）法定実効税率は算定事業者及び共同設定事業者の法定実効税率を純資

産の額で加重平均して用いる。 

ケ）当年度精算 

 

二種接続料規則第１７条第２項ただし書では、接続料の急激な変動がある

と認められる場合、基礎事業年度の期首まで遡及する精算（当年度精算）を
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行うこととされている。この点については、当面、データ伝送交換機能の回

線容量単位接続料（令和元年度までに適用されるものに限る。）が、相当の需

要の増加等により、当年度精算を行う場合に該当する。 

ａ 暫定値 

 

ある事業年度の実績値に基づく接続料の額が確定するのは、おおむね当

該事業年度の翌年度末である。当年度精算を行う接続協定の場合、最終的

な精算には、当該接続協定が適用される事業年度を基礎事業年度とした接

続料を用いるが、接続料確定までの間の暫定的な支払額としては、その時

点までに確定している接続料、すなわち、当該接続協定が適用される事業

年度の前々事業年度を基礎事業年度とした接続料を用いることとなる。こ

こで、当年度精算を行う、接続料の急激な変動があると認められる場合等

においては、最終的な精算に用いられる接続料と、暫定的な支払額との差

分が過大となる可能性がある。このため、暫定的な支払額として、当該接

続協定が適用される事業年度の前々事業年度を基礎事業年度とした接続料

に代えて、接続料の過去の増減トレンドを当てはめて得た額や算定された

接続料に一定の割引率を乗じた額等を踏まえ合理的に設定した暫定値を設

定することにより、接続事業者にとってキャッシュフローの面で過大な負

担が課されないよう方策を講じることが望ましい。 

 

合理的な暫定値の設定に関する事業者間協議に当たっては、その金額の

みを提示するのではなく、その設定に係る考え方や基礎となる数値等につ

いて、接続事業者に十分に説明を行うことが望ましい。 

ｂ 接続料算定の早期化等 

 

当年度精算を行う接続協定の場合、最終的な精算に用いられる接続料は、

当該接続協定の翌年度末頃に確定する。このように精算額の確定が遅くな

ることは、特に、当年度精算を行う、接続料の急激な変動があると認めら

れる場合等において、ＭＶＮＯの事業の予見性に多大な影響を与えるおそ

れがある。このため、二種指定事業者は、可能な限り接続料の算定を早め

たり、希望するＭＶＮＯに対して、需要などの算定根拠情報を早期に提示

することが望まれる。 

コ）将来原価方式を用いた算定 

 

データ伝送交換機能のうち二種接続料規則第４条第２項第１号及び第２号

に掲げる部分については、二種接続料規則第１３条第２項の規定により、将
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来原価方式を用いて算定する接続料を設定することとされている58ところ、

将来原価方式においては、二種接続料規則第７条第２項第２号、第８条第３

項第２号及び第１１条第２項第２号の規定により、第二種指定設備管理運営

費、正味固定資産価額59及び需要について、それぞれ、合理的な将来の予測を

行うこととされており、具体的な予測値の算定方法は、基本的には二種指定

事業者の判断に委ねられている。 

 

ただし、予測と実績の乖離は生じ得るものであるとしても、それが大きい

とＭＶＮＯの経営に大きな影響を与えることとなることから、予測と実績の

乖離がなるべく小さくなるようにすることが重要である。また、ＭＶＮＯと

二種指定事業者の公正競争確保の観点からは、二種指定事業者が用いている

情報と同様の情報に基づきＭＶＮＯが経営判断できるようにすること、二種

指定事業者によって算定方法が大きく異なることとならないようにすること

が重要である。 

 

このため、予測値の算定に当たっては、二種接続料規則の規定及び本ガイ

ドラインの他の規定によるほか、次によることとする60。 

ａ 算定区分 

 

より精緻な予測値の算定を行う観点から、第二種指定設備管理運営費に

ついては、接続会計規則別表第３の移動電気通信役務収支表に記載されて

                         
58 二種接続料規則第１３条第２項において、将来原価方式対象機能の接続料は、予測接続料（同条第３項に規定す

る予測接続料をいう。以下同じ。）及び精算接続料（同条第４項に規定する精算接続料をいう。以下同じ。）を設定す

る旨規定されているところ、事業法第３４条第１項の規定により新たに指定をされた二種指定事業者については、二

種接続料規則第３条に基づく総務大臣の承認を受け、精算接続料は、指定後最初に設定する予測接続料が適用さ

れる事業年度を基礎事業年度とするものからの設定とすることができるものとする。 
59 利潤の算定には正味固定資産価額の他にも様々な項目が用いられるところ、「接続料の算定に関する研究会」第

三次報告書（令和元年９月）では、「まずは一種指定制度と同様正味固定資産価額を予測値算定の対象とし、他の

項目については、予測値の算定方法の検証を継続的に行っていく中で、予測と実績の乖離の状況に応じ、対象と

することについて検討を行っていくこととすることが適当である」とされている。なお、二種指定事業者が、より精度の

高い予測を行うため、他の項目についての予測値の算定を希望する場合は、二種接続料規則第３条の規定に基づ

き総務大臣の承認を受けて、当該算定を行う方法がある。 
60 予測値の算定方法については、総務省において、審議会への報告等を通じ、その適正性の検証を行うこととして

いる。この点、「接続料の算定に関する研究会」第三次報告書では、「検証結果に基づき、より精度の高い算定方法

とするよう二種指定事業者に対して要請等を行う、予測と実績の乖離の状況を踏まえ、それがなるべく小さくなるよう、

また、二種指定事業者によって算定方法が大きく異なることにならないよう、共通的な算定方法の整備についての

検討の場を設ける、合理的な算定が行われていないと判断された場合は接続約款の変更命令について検討する

等、予測値の算定方法の適正性を向上させるための所要の取組を、毎年度繰り返し行っていくことが適当である」、

「検証は、毎年度行うこととし、予測値が過去の実績値の推移傾向から大きく乖離した場合、予測値と実績値との間

に大きな乖離が生じることが予見される場合等において、乖離の理由を項目ごとに重点的に検証する、実際の支払

額に関係する１年度目の接続料について重点的に検証する等、効果的に行うことが適当である」とされている。また、

予測と実績の乖離について、「今後、予測値の算定方法の検証を継続的に行っていく中で、予測と実績の乖離の

状況等、ＭＶＮＯにおける予見性確保の状況を踏まえ、精算によることが適切なのか、乖離額調整によることが適切

なのかも含め、予測と実績の乖離の調整の在り方について、継続的に検証を行っていくことが適当である」とされて

いる。 
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いる営業費用を構成する区分ごと、正味固定資産価額については、接続会

計規則別表第２の役務別固定資産帰属明細表に記載されている電気通信事

業固定資産を構成する区分ごとに、それぞれの区分に応じて適切な予測値

の算定方法を定めた上で、予測値の算定を行うことが望ましい。 

ｂ 算定方法 

 

予測値の算定に当たっては、過去の実績値からの推計のみにより行うの

ではなく、第二種指定設備管理運営費及び正味固定資産価額の全ての算定

区分並びに需要の予測値について、予測対象年度における見込みを反映す

ることが求められる。ただし、見込みを用いる場合と見込みを用いない場

合を比較した上で、見込みを用いない場合が、接続料の算定の適正性に確

実に資するときは、この限りではない。 

 

例えば、第二種指定設備管理運営費及び正味固定資産価額における予測

値の算定では、予測対象年度における基地局等の整備見込み及びシステム

更新予定、会計方針及び会計基準の変更（加速償却、除却、減価償却方法

の変更等）等を、「需要」における予測値の算定では、データ伝送容量の拡

充予定等を適切に反映することが望ましい。 

 

また、過去の実績値を用いる上で、予測値の算定作業を行う年度におけ

る年度途中の実績も可能な限り用いることが望ましい。 

c 精算接続料が予測接続料を上回った場合の措置 

 

精算接続料が予測接続料を上回ることでＭＶＮＯによる二種指定事業者

への追加的な支払が生じる場合には、ＭＶＮＯからの要望に応じて、分割

払いや支払期日延長等ＭＶＮＯへの負担軽減を図るための措置を二種指定

事業者が自主的に行うことが望ましい。なお、当該措置に伴う債権保全措

置を講ずる場合には、『電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債

権保全措置に関するガイドライン』にのっとることが求められる。 

d ＭＶＮＯへの情報提供 

 

予測と実績の乖離の経営への影響を小さくするためには、ＭＶＮＯにお

いて、自らの努力によりその乖離を予想できるようにすることが重要であ

る。二種情報開示告示第２条第１０号及び第１１号の規定により、二種指

定事業者は、原価、利潤及び需要における実績に対する予測の比率及び第

二種指定設備管理運営費、正味固定資産価額及び需要の予測値の算定方法

について、開示の請求のあったＭＶＮＯに限り開示することとされている。 
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これに加え、予測値の算定時点では想定し得なかった重大な後発事象に

より予測接続料に大きな影響が見込まれる場合における、その影響の度合

い並びに原価、利潤及び需要における予測と実績の乖離の理由についても、

二種指定事業者において、自主的な取組として、ＭＶＮＯとの個別対応の

中で、可能な範囲で適時・適切に情報提供を行うことが望ましい。 

（カ）接続を円滑に行うために必要な情報の提供（努力義務） 

 

事業法第３４条第７項に基づき、二種指定事業者は、接続を円滑に行うため

に必要な情報について、接続事業者に提供する努力義務がある。これを踏まえ、

二種指定事業者は、例えば、次に掲げる事項についてＭＶＮＯに情報提供する

よう努めることが適当である。 

 

・ 第二種指定電気通信設備に将来追加される新たな機能等に関する情報 

３）ＭＮＯ等によるＭＶＮＯの兼営 

 

ＭＮＯ又はＭＮＯの関係法人等（当該ＭＮＯの特定関係法人又は当該ＭＮＯを特

定関係法人とする者をいう。以下同じ。）が他のＭＮＯのネットワークを利用してＭ

ＶＮＯを運営すること（以下「ＭＶＮＯ運営」という。）については、事業法上禁止

されておらず、行い得る。ただし、ＭＮＯが、有限希少な電波の割当を受けており、

電波の有効活用が求められることを踏まえれば、ＭＮＯは、自らネットワークを構

築して事業展開を図ることが原則である。 

 

ＭＮＯ又はＭＮＯの関係法人等によるＭＶＮＯ運営が、著しい公正競争上の弊害

を引き起こしている場合には、事業法第２９条第１項第１０号の他の電気通信事業

者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるお

それがあるときに該当するものとして、総務大臣による業務改善命令の対象となる。

例えば、ＭＮＯ又はＭＮＯの関係法人等によるＭＶＮＯ運営が行われる場合であっ

て、当該ＭＮＯにおいて、収益性の低い地域における基地局整備の懈怠その他の行

為61が行われる結果、競争条件の公平性が著しく阻害されるときや、当該ＭＮＯにお

いて、ＭＶＮＯ運営を通じて得た他のＭＮＯに関する情報について、その目的外利

用が行われるときは、公正競争上の弊害を引き起しているものと判断される。 

 

また、上述のとおり、ＭＮＯとＭＶＮＯを兼営する者が、収益性の低い地域にお

                         
61 例えば、当該ＭＮＯにおいて、正当な理由なく、収益性の低い地域において総務大臣の認定を受けた開設計画

に従った基地局整備を行わないことは、「収益性の低い地域における基地局整備の懈怠」に該当するものと判断さ

れる。また、例えば、収益性の低い地域において、当該ＭＮＯの基地局整備状況が、当該ＭＶＮＯ運営に係るネッ

トワークを提供する他のＭＮＯの基地局整備状況と比べて著しく劣っている状況が長期に渡り継続している場合は、

合理的な理由がある場合を除き、「収益性の低い地域における基地局整備の懈怠その他の行為」に該当するものと

判断される。 
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いて基地局整備を怠る結果、競争条件の公平性が著しく阻害され、接続の申込みを

受けた他のＭＮＯの利益を不当に害するおそれがあると認められる合理的な理由が

ある場合は、事業法第３２条の接続応諾義務の例外に該当することとなる。 

４）市場支配的なＭＮＯに係る規律 

 

事業法第３０条に規定する禁止行為等に係る規律が適用される市場支配的なＭＮ

Ｏ（事業法第３０条第１項の規定による総務大臣の指定を受けたものをいう。以下

３４）において同じ。）は、次の①又は②の行為を行ったときは、行為の停止又は変

更命令の対象となるほか、公共の利益を阻害すると認められるときは、事業法第９

条の電気通信事業の登録及び事業法第１１７条第１項の認定の取消対象となる（事

業法第３０条第５項、第１４条第１項及び第１２６条第１項第３号）。 

 

① ＭＶＮＯの電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該ＭＶＮＯ及びそ

の利用者に関する情報を当該接続の業務の用に供する目的以外の目的のために利

用し、又は提供すること（事業法第３０条第３項第１号）。 

② 市場支配的なＭＮＯが法人である場合において、その電気通信業務について、

当該市場支配的なＭＮＯの特定関係法人であるＭＶＮＯであって総務大臣が指定

するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、又は利益を与えること（事業法第

３０条第３項第２号）。 

５）ＭＮＯとＭＶＮＯとの間の協議に関する事項 

ア ＭＮＯにおけるコンタクトポイントの明確化 

 

電気通信役務の円滑な提供を確保する等の観点から、ＭＮＯにおいて、卸電気

通信役務の提供又は接続のいかんを問わず一元的な窓口（コンタクトポイント）

を設け、これを対外的に明らかにするととともに、一般的な事務処理手続（申請

手続・書式・標準処理期間）を公表する等、ＭＶＮＯとの協議を適正かつ円滑に

行う体制を整備することが望ましい62。 

また、当該窓口や事務処理手続等について変更がある場合は、速やかにＭＶＮ

                         
62 ＭＶＮＯがＭＮＯとの間で卸電気通信役務の提供又は接続に係る協議を行う際、例えば、ＭＮＯが次の行為を行

うことにより、ＭＶＮＯの業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがある

と認められるときは、総務大臣による業務改善命令の対象となる（事業法第２９条第１項第１０号及び共同ガイドライ

ン（１５頁）を参照）。 

（例） 

・ ＭＶＮＯに対して、合理的な理由なく、あえて社内の複数の部署と個別的かつ煩雑な協議を強いること。 

・ ＭＶＮＯに対して、合理的な理由なく、卸電気通信役務契約の締結に関する協議を行うよう求め、接続協定の締結

に関する協議を行わないこと。 

・ ＭＶＮＯに対して、不要な資料の提出を要求し、又は速やかに回答できるにもかかわらず、いたずらに回答を遅

延すること。 

・ 卸電気通信役務の提供又は接続に係るＭＶＮＯとの協議に際し入手した情報を自己又は自己の関係事業者等の

営業目的に利用すること。 
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Ｏに通知するなど、ＭＶＮＯの提供するサービスに大きな影響を与えないよう配

慮することが望ましい。 

イ ＭＶＮＯの事業計画等に係る聴取範囲の明確化 

 

ＭＮＯが卸電気通信役務の提供又は接続に関してＭＶＮＯとの間で協議を行

うに当たっては、当該卸電気通信役務の提供又は接続に係る業務を適確に実施す

るため、ＭＮＯにおいて、ＭＶＮＯからその事業計画等に係る事項を含めて情報

を聴取する必要が生じる。しかしながら、事業計画等の内容が競合する事業者に

開示されることは、当該事業計画等を展開する事業者の競争上の地位を危うくす

ることになりかねない点に留意する必要がある63。 

 

卸電気通信役務の提供又は接続に関し、ＭＮＯにおいてＭＶＮＯから一般的に

聴取に理由があると考えられる事項と一般的に聴取に理由がないと考えられる事

項を例示すると、次のとおりとなる。 

 

一般的に聴取に理由があると考えられ

る事項 

一般的に聴取に理由がないと考えら

れる事項 

・ＭＮＯの電気通信回線設備との接続の調

査のために必要となる一般的事項（接続の

概要、接続を希望する時期、相互接続点の

設置場所、相互接続点ごとの予想トラフィ

ック、接続の技術的条件、電気通信設備の

建設に係る事項、接続端末種別、接続形態

等） 

・ＭＮＯが卸電気通信役務を提供するため

に必要となる一般的事項（サービス提供地

域、サービス提供時期、音声・データ別ト

・ＭＶＮＯが設定する予定の利用者料金

の水準や料金体系 

・ＭＶＮＯの想定する具体的顧客名や当

該個別顧客の需要形態 

・ＭＶＮＯが提供するサービスの原価 

・ＭＶＮＯが移動通信サービスと一体と

して提供しようと企図する付加価値サ

ービス部分に係る事業計画 

・ＭＶＮＯが計画する販売チャネルや端

末を自主調達する場合の調達先 

                         
63 ＭＮＯにおいて、当該卸電気通信役務の提供又は接続の業務を適確に遂行するという目的を超えて、ＭＶＮＯか

ら事業計画に係る事項の情報開示を求め、これに応じることを当該契約や協定の締結条件とし、又は役務提供の条

件とすることは当該業務の不当な運営に該当し、総務大臣による業務改善命令の対象となることがある（事業法第２

９条第１項第１０号）。 

 また、ＭＶＮＯがこれに応じないことを理由として、ＭＮＯにおいて当該卸電気通信役務の提供や接続協定の締

結に係る協議に応じない場合、総務大臣による協議開始（再開）命令の対象となることがある（事業法第３５条第１項

及び第２項並びに第３９条において準用する第３５条第１項及び第３８条第１項）。 

 例えば、ＭＮＯが次の行為を行っていることにより、ＭＶＮＯの業務の適正な実施に支障が生じているため、公共

の利益が著しく阻害されるおそれがあると認められるときは、総務大臣による業務改善命令の対象となり、また、Ｍ

ＮＯが協議に応じず又は当該協議が調わなかった場合で、ＭＶＮＯから申立てがあったときには総務大臣による協

議開始（再開）命令の対象となる。 

（例） 

・ ＭＮＯに対して、ＭＶＮＯが接続を求めて行う協議において、接続の業務の遂行に必要な限度を超えて、Ｍ

ＶＮＯの想定する具体的顧客名やその個別の需要パターン、付加価値を創造する固有のビジネスモデル等

を聴取し、ＭＶＮＯがこれに応じない場合に当該協議の進展を妨げること。 
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ラフィック量、端末種別、ネットワーク・

システム等の改修に必要な事項等） 

・ＭＮＯによる疎通制御機能の開発・実施に

必要な事項（開発・実施や聴取の合理的な

必要性が明示された場合） 

 

ただし、ＭＶＮＯが企図する事業形態は多種多様であることから、ＭＮＯに要

望する卸電気通信役務の提供又は接続の形態もまた多種多様であることが想定さ

れる点に留意する必要がある。 

 

このため、ＭＶＮＯの個別の要望によっては、聴取することが必要な情報もあ

ると考えられるが、そのような情報を聴取する場合には、ＭＮＯにおいて、その

聴取の合理的な必要性をＭＶＮＯに対して明示することが求められる。 

ウ 接続等関連情報の取扱い 

 

接続の業務又は卸電気通信役務の提供の業務に関して知り得た他の電気通信

事業者及びその利用者に関する情報（以下「接続等関連情報」という。）64につい

て、それらの業務の用に供する目的以外の目的のための利用又は提供（以下「接

続等関連情報の目的外利用」という。）65が行われた場合、当該他の電気通信事業

者を狙い打ちにした、対抗サービスの提供、営業活動又は利用者の奪取等が行わ

れ、不当な競争が引き起こされるおそれがある。 

 

ＭＮＯによるＭＶＮＯに係る接続等関連情報の目的外利用が行われることに

より、ＭＶＮＯの業務の適正な実施に支障が生じ、公共の利益が著しく阻害され

るおそれがあると認められるときは、総務大臣による業務改善命令の対象となる。 

ＭＶＮＯによるＭＮＯに係る接続等関連情報の目的外利用が行われる場合に

ついても、ＭＮＯの業務の適正な実施に支障が生じ、公共の利益が著しく阻害さ

れるおそれがあると認められるときは、業務改善命令の対象となる。 

 

加えて、ＭＮＯ及びＭＶＮＯは、接続等関連情報の目的外利用の防止に向けた

具体的な措置を行うことが求められ66、それを怠った場合であって、事業の運営が

適正かつ合理的ではないため電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障

が生じるおそれがあると認められるときは、総務大臣による業務改善命令の対象

となり得る。 

                         
64 例えば、新たな技術の導入予定、新たなサービスの開始予定、利用者の状況等がこれに該当する。 
65 例えば、自己の営業目的での利用、自己の特定関係法人への提供がこれに該当する。 
66 接続等関連情報を取得する事業者は、具体的な措置として、少なくとも、利用を制限する接続等関連情報の範囲

及びその利用目的の特定、接続等関連情報の区分ごとのアクセス権限の設定、接続等関連情報を入手した者、入

手した情報及び入手した日時の記録、接続等関連情報の取扱いについて遵守すべき事項を定めた規程の作成、

当該規程を遵守させるための研修の実施が求められる。 
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エ ネットワークのふくそう対策 

 

移動する多数の利用者が共同で利用する基地局等から構成される無線ネット

ワークを維持し、電気通信役務の円滑な提供を確保するためには、周波数の使用

に制約がある基地局への負荷やネットワークの制御について十分な配慮が必要と

なる。 

 

このため、疎通制御機能の開発等ネットワークのふくそう対策について、電気

通信の健全な発達等を図る観点から、ＭＶＮＯとＭＮＯとの間で十分な協議が行

われることが求められる。 

 

なお、当該ネットワークのふくそう対策については、ＭＶＮＯ及びＭＮＯのネ

ットワークの円滑な運用及び利用者保護の観点から、ＭＮＯは、ＭＶＮＯに対し

て必要な情報を提供することが求められる。 

 

また、疎通制御を実施するに当たっては、協議当事者双方にとって合理的と認

められる適切な方法・基準に基づいて実施し、ＭＮＯにおいて特定の者に対し不

当な差別的取扱いが行われないことが求められる（事業法第２９条第１項第２号）。 

オ ＭＶＮＯによる端末の調達 

 

ＭＶＮＯは、自ら端末を調達し、ＭＮＯのネットワークにおける当該端末の適

切な運用を求めることができる。この場合、当該端末については、事業法及び電

波法で定める技術基準67を満たす必要がある（電波法に係る事項については、「３ 

電波法に係る事項」を参照。）。 

 

また、電気通信事業者は、利用者から端末設備をその電気通信回線設備に接続

すべき旨の請求を受けたときは、その接続が事業法に定める技術基準に適合しな

い場合を除き、その請求を拒むことができない（事業法第５２条）こととされて

おり、ＭＶＮＯが利用者として、又は利用者に代わって独自に調達した端末をＭ

ＮＯのネットワークに接続する旨の請求を行った場合には、この規定の適用を受

けることとなる。 

 

なお、ＭＶＮＯの端末設備をＭＮＯのネットワークに接続する場合においては、

当該端末設備と第二種指定電気通信設備との接続に関する試験（以下「事前確認

試験」という。）等が必要となる場合があるが、これらについては、ＭＶＮＯとＭ

ＮＯとの間の協議によるべき事項である。当該事項のうち、端末設備の事前確認

                         
67 事業法第６９条及び「端末設備等規則」（平成１６年総務省令第４４号）並びに電波法第３章で定める技術基準。な

お、ＭＶＮＯであっても当該技術基準に適合していることの認定等について求めることができる。詳細については、

「端末機器に関する基準認証制度について」（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/tanmatu/）、「無線

基準認証制度」（http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/）を参照。 
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試験等に係る費用は、ＭＶＮＯの利用者料金に影響を与える重要なものであるた

め、ＭＮＯは、当該費用の請求について、①ＭＮＯ及びＭＶＮＯ間で事前確認試

験等が行われる場合には、ＭＶＮＯに対しその算定根拠、②ＭＮＯ及び端末ベン

ダ間で事前確認試験等が行われる場合には、端末ベンダの了解があるときには、

ＭＶＮＯに対しその費用及び算定根拠を可能な範囲で明らかにすることが望まし

い。 

 

なお、二種指定事業者は、二種情報開示告示第２条第７号に基づき、端末と二

種指定設備との接続に関する試験の標準的な料金その他の情報について、ＭＶＮ

Ｏから要望があった場合には、開示しなければならない。 

 

また、ＭＶＮＯが端末の調達・開発、動作改善等のため端末ベンダと協議を行

う際に、ＭＮＯのネットワークに係る情報が必要となる場合など、ＭＶＮＯのみ

では端末ベンダとの協議が成立しない場合には、ＭＮＯがＭＶＮＯと端末ベンダ

との協議に可能な範囲で協力することが望ましい。 

 

そうした事前確認試験等を実施する際に、ＭＮＯが故意に遅延行為を行ったり、

不合理な費用の請求を行ったりする場合には、不当な差別的取扱いに該当する可

能性があり、事案によっては、業務改善命令（事業法第２９条第１項第２号）の

対象となる場合がある。 

カ 電気通信番号の適切な管理 

（ア）電気通信番号の使用 

 

移動通信サービスの提供に当たり使用する電気通信番号について、ＭＮＯ等

が指定を受けた電気通信番号の提供を受けて使用する場合とＭＶＮＯが自ら

指定を受けて使用する場合がある。総務大臣から指定を受けるためには、当該

移動通信サービスを自ら提供するための基地局の無線局免許等68を有すること

が必要とされており（電気通信番号計画（令和元年総務省告示第６号）第３の

表電気通信番号の使用に関する条件欄）、当該無線局免許等を有しないＭＶＮ

Ｏに対し、直接、電気通信番号が指定されることはない69。 

 

このため、ＭＶＮＯがＭＮＯの電気通信回線設備に接続される端末等を利用

                         
68 基地局の免許のほか、予備免許を含む。また、移動通信サービスに係る特定基地局の開設計画の認定を受けて

いる場合を含む。 
69 電気通信番号規則別表第９号に掲げるＩＭＳＩについては、ＭＶＮＯが指定を受けることが可能である。また、例え

ばＭＶＮＯがＭＮＯと接続してＩＰ電話サービスを提供する場合には、ＭＶＮＯが、直接、同表第６号に掲げる特定

IP電話番号（０５０から始まる番号）の指定を受けることが可能である。また、ＭＶＮＯがＭＮＯと接続してＦＭＣサー

ビスを提供する場合には、ＭＶＮＯが、直接、同表第７号に掲げるＦＭＣ電話番号（０６０から始まる番号）の指定を

受けることが可能である。 
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者に提供して役務提供を行う場合であっても、事業法上の電気通信番号の指定

を受ける対象はＭＮＯである。 

 

したがって、ＭＶＮＯがＭＮＯから卸電気通信役務の提供を通じて電気通信

番号の提供を受け、当該番号を使用した受けサービスを提供する場合、事業法

上の電気通信番号の指定を受ける対象は電気通信役務の提供元であるＭＮＯ

であることから、ＭＶＮＯは、当該電気通信役務の提供元であるＭＮＯに付与

された電気通信番号の枠内でサービスを提供することになり、必要に応じて当

該ＭＮＯとの間において締結される卸電気通信役務契約において電気通信番

号の使用についての取り決めを行うこととなる。当該番号のＭＮＯからＭＶＮ

Ｏへの受け渡しの形態については、あくまでＭＶＮＯとＭＮＯとの間の協議に

よるべき事項である70。 

 

また、ＭＶＮＯがＭＮＯと接続してサービスを提供する場合、ＭＶＮＯの利

用者は、ＭＶＮＯからだけではなく、無線ネットワーク等ＭＮＯの役務提供区

間において、ＭＮＯからも電気通信役務の提供を受けることとなり、電気通信

番号は当該電気通信役務の提供に合わせて利用者へ割り振られる（付番される）

こととなる。 

（イ）携帯電話の番号ポータビリティ 

 

移動通信サービスの提供に当たり音声伝送携帯電話番号を使用する場合に

は、双方向での番号ポータビリティを可能としなければならない（電気通信番

号計画第３の表電気通信番号の使用に関する条件欄）。この義務はＭＮＯ及び

ＭＶＮＯに等しく課せられたものであり、両者間で協議した上で、自らが電気

通信役務を提供する利用者に対して、番号ポータビリティ受付の対応その他の

番号ポータビリティの実施において必要な措置を行わなければならない。 

 

また、番号ポータビリティに係る利用者利便の観点から、利用者にとって簡

便で利用しやすい手続となるよう、両者の間で調整及びそれぞれで検討が行わ

れることが望ましい。 

 

特に、ＭＶＮＯへの番号ポータビリティを用いた回線開通時に、元の回線と

新しい回線がどちらも利用できない期間がある場合には利用者利便が阻害さ

れると考えられるため、ＭＮＯは、このような期間が生じないように、例えば、

                         
70 ＭＮＯが電気通信番号の指定を受ける際には、ＭＶＮＯの需要の見込みを自らの電気通信番号の算定の根拠に

含めて申請することが認められる。ただし、総務大臣は、電気通信番号の有限性に鑑み、必要とする電気通信番号

の数がその算定の根拠となる需要の見込みから合理的なものであるか審査した上で、電気通信番号の指定を行う

ものである。 

 このため、ＭＶＮＯは、ＭＮＯが電気通信番号の指定を申請するに当たっては、ＭＮＯに対し合理的な需要見込

みを提示することが必要である。 
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利用者がインターネットを通じて即時に回線開通を行えるようにする仕組み

など、必要な機能をＭＶＮＯへ提供することが望ましい。また、店頭でＭＶＮ

Ｏへの番号ポータビリティを用いた回線開通を行う場合に、ＭＮＯは、ＭＶＮ

ＯがＳＩＭを書き換える装置を設置しなくてもよいように、例えば、利用者の

端末を用いて遠隔でＳＩＭを書き換える仕組みなど、必要な機能をＭＶＮＯへ

提供することが望ましい。 

キ 障害情報の提供 

 

昭和６２年郵政省告示第７３号（情報通信ネットワーク安全・信頼性基準）で

は、「仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者に対してサービスを

提供している場合は、迅速に障害情報を通知すること。」と定めている。 

 

なお、二種指定事業者は、二種情報開示告示第２条第４号により、ふくそう、

事故等により自身の電気通信役務の提供に生じた支障について、ＭＶＮＯに通知

しなければならない。 

 

また、自身がＭＶＮＥとして他のＭＶＮＯに電気通信役務の提供を行っている

ＭＶＮＯにおいては、ＭＮＯ等の提供元事業者から得た当該事故等の情報につい

て、速やかに提供先事業者に情報を提供することが適当である。 

６）ＭＮＯとＭＶＮＯとの間の協議が円滑に行われない場合 

ア 法制上の解釈に関する相談 

 

総務省においては、法令適用事前確認手続の運用に加え、ＭＶＮＯ事業を実施

するに当たって関連法令の解釈に疑義がある場合等については、ＭＶＮＯ及びＭ

ＮＯからの事前の一般的な相談に応じ、提供された具体的な情報を前提とした法

令の適用可能性を回答することとしている。 

 

この点、ＭＶＮＯ及びＭＮＯ間で協議を行うに当たり、その過程で知り得た事

項について守秘義務を課すことを内容とする契約の締結は、基本的には当事者間

の合意に基づくものであり、その有効性は一般の民事規律に委ねられるが、一方

当事者が、守秘義務契約の内容として行政に対する相談や問合せを行わない旨の

条件を付し、これを拒否した相手方との協議を行わず、又は遅延させる行為は、

一般に正当性を有するものとは認められず、協議開始（再開）命令の対象となる

ことがある（事業法第３５条第１項及び第２項並びに第３９条において準用する

第３５条第１項及び第３８条第１項）。 

イ 意見申出制度 
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ＭＮＯとＭＶＮＯとの間における卸電気通信役務の提供又は接続に関して、Ｍ

ＮＯ（又はＭＶＮＯ）の業務の方法に苦情その他意見のあるＭＶＮＯ（又はＭＮ

Ｏ）は、総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすること

ができる（事業法第１７２条第１項）。 

 

総務大臣は、提出された意見等を誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知す

る（事業法第１７２条第２項）。具体的には、「電気通信事業分野における意見申

出制度の運用に係るガイドライン」（０７年１２月）71に基づき、意見申出書の内

容について調査を行い、法令に沿って所要の措置（事業法第２９条に基づく業務

改善命令等）を講じる。 

ウ 協議が調わなかった場合の手続 

（ア）総務大臣による協議命令・裁定 

 

電気通信事業者であるＭＶＮＯがＭＮＯに対して卸電気通信役務に関する

契約又は接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該ＭＮＯが

その協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合には、当該ＭＶＮＯは、

総務大臣による協議の開始（再開）の命令を申し立てることができる（事業法

第３５条第１項及び第２項並びに第３９条において準用する第３５条第１項

及び第３８条第１項）。 

 

また、卸電気通信役務に関し料金・提供の条件その他契約の細目について当

事者間の協議が調わない場合又は接続に関し料金・接続条件その他協定の細目

について当事者間の協議が調わない場合、当該ＭＶＮＯは、総務大臣の裁定を

申請することができる（事業法第３５条第３項及び第４項並びに第３９条にお

いて準用する第３５条第３項及び第４項）。 

（イ）電気通信紛争処理委員会によるあっせん・仲裁 

 

ＭＶＮＯがＭＮＯに対して卸電気通信役務に関する契約の締結若しくは接

続を申し入れたにもかかわらず当該ＭＮＯがその協議に応じず、又は当該協議

が調わない場合の他、卸電気通信役務に関し料金・提供の条件その他契約の細

目について当事者間の協議が調わない場合、又は接続に関し接続料等又は接続

条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わない場合、当該ＭＶＮＯ

は、電気通信紛争処理委員会に対し、あっせんを申請することができる（事業

法第１５６条第２項において準用する第１５４条第１項）。 

 

また、卸電気通信役務に関し、料金・提供の条件その他契約の細目について

                         
71 https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/law01_03.html 
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当事者間の協議が調わない場合、又は接続に関し接続料等又は接続条件その他

協定の細目について当事者間の協議が調わない場合、ＭＶＮＯは、電気通信紛

争処理委員会に対し、仲裁を申請することができる（事業法第１５６条第２項

において準用する第１５５条第１項）。 

 

なお、上記の手続の詳細については、電気通信紛争処理委員会「電気通信紛

争処理マニュアル 紛争処理の制度と実務」72を参照。 

 

(３)ＭＶＮＯと利用者との間の関係 

１）ＭＶＮＯと利用者との間の契約関係73 

 

ＭＶＮＯと利用者との間の契約について、事業法上特段の行政手続は要しない。 

 

なお、総務大臣は、次の場合、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必

要な限度において、ＭＶＮＯに対し、業務の方法の改善その他の措置をとるべきこ

とを命ずることができる（事業法第２９条第１項）。 

 

① 業務の方法に関し、通信の秘密の確保に支障があると認めるとき 

② 特定の者に対し不当な差別的取扱いを行っているとき 

③ 重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき 

④ 電気通信役務に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないた

め、利用者の利益を阻害しているとき 

⑤ 電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不

当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不

適当なものであるため、利用者の利益を阻害しているとき 

⑥ 電気通信役務に関する提供条件において、電気通信事業者及びその利用者の責

任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負

担の方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき 

⑦ 事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合にその支障を除去する

ために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき 

⑧ その他事業の運営が適切かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国

民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき 

                         
72 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hunso/guidance/manual.html 
73 利用者との間の契約関係は、卸電気通信役務の場合、ＭＶＮＯが契約当事者として電気通信役務の提供に係る

契約履行責任を負い（このため、ＭＮＯとＭＶＮＯとの間の民事契約事項として、ＭＮＯの瑕疵により利用者に損害

が発生した場合における損害賠償の分担関係等を整理することが必要になると考えられる）、事業者間接続の場合

は、ＭＶＮＯとＭＮＯがそれぞれの役務提供区間について電気通信役務の提供に係る契約履行責任を負うこととな

る（接続協定においては、利用者対応は原則として料金設定事業者が行うこととするのが一般的である）。 

 なお、ＭＶＮＥ（電気通信事業者である場合に限る。）についても、利用者との間に契約関係が発生する場合があ

る。 
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なお、これら総務大臣による是正措置の対象となる具体的な行為の例については、

共同ガイドライン（１５頁）を参照。 

 

また、ＭＶＮＯが提供する電気通信サービスの利用者の氏名、住所等は個人情報

であり、通信記録等は通信の秘密に関わるものであることから、ＭＶＮＯがこれら

の情報を取り扱う際は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

に基づき、個人情報を適切に取り扱うとともに、通信の秘密（事業法第４条）を侵

害しないようにする必要がある。 

 

さらに、ＭＶＮＯは、電気通信事業者として「電気通信事業における個人情報の

保護に関するガイドライン」（平成２９年総務省告示第１５２号）が適用される。Ｍ

ＶＮＯがＭＮＯの課金システムや位置情報登録システム機能を用いて、電気通信サ

ービス等を提供するに当たって、ＭＶＮＯが利用者の個人データ又は通信の秘密に

係る個人情報をＭＮＯに第三者提供する場合は、原則として、本人の同意を取るこ

とが必要である（電気通信事業における個人情報の保護に関するガイドライン第１

５条）。 

 

この場合において、ＭＶＮＯは、個別の同意がある場合だけでなく、電気通信役

務の提供に関する契約約款において、個人情報の第三者提供に関する規定が定めら

れており、当該契約約款に基づき電気通信役務の提供に関する契約を締結し、かつ

当該規定が私法上有効であるときは、「本人の同意を得（る）」又は「本人の同意が

ある」場合と解される。しかしながら、無制限に第三者提供を認める契約約款の規

定等が、利用者の利益を阻害していると認められるときは、電気通信事業法上の業

務改善命令の対象となり得る。 

ただし、通信の秘密（通信内容にとどまらず、通信当事者の住所、氏名、発信場

所、通信年月日等の通信構成要素及び通信回数等の通信の存在の事実の有無を含む。）

に該当する個人情報の取扱いについては、通信の秘密の保護の観点から、原則とし

て通信当事者の個別具体的かつ明確な同意が必要となり、通信当事者の具体的な委

任によらない代理人等の同意によることはできない74。 

 

また、ＭＮＯはＭＶＮＯから提供を受けた個人情報を適切に取り扱う必要がある。 

 

この他、利用者に直接音声通話サービスを提供するＭＶＮＯは、音声通話サービ

スに関して利用者との間で契約を締結するに当たっては、携帯音声通信事業者によ

る契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

（平成１７年法律第３１号）に基づき、携帯音声通信事業者として、契約者等の本

人確認や本人確認記録の作成等を自ら行わなければならない。 

                         
74  「 電 気 通 信 事 業 に お け る 個 人 情 報 保 護 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン の 解 説 」

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/telecom_perinfo_guideline_intro.html）参照 
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なお、ＭＶＮＯとＭＮＯとの間で卸電気通信役務提供契約が締結される場合、当

該契約に基づきＭＶＮＯに提供される電気通信役務は、携帯音声通信事業者による

契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行

規則（平成１７年総務省令第１６７号）第２条ただし書75において、同法の適用を受

ける携帯音声通信役務から除外されているため、ＭＮＯは、当該契約の締結に際し

て、ＭＶＮＯに対して本人確認等を行う必要はない。 

２）消費者保護規律 

 

一般消費者向けの主要な移動通信サービス76（法人契約77等を除く。以下この２）

において同じ。）を提供するＭＶＮＯは、次に掲げる規律の対象となる。なお、①、

③、④及び⑤の規律については、ＭＶＮＯに係る契約の媒介等を業として行う者も

対象となる。 

 

① 提供条件概要説明義務（事業法第２６条） 

主要な移動通信サービス7663の提供に関する契約の締結をしようとするときは、

その料金その他の提供条件の概要について利用者に説明しなければならない（事

業法第２６条）78。 

② 書面の交付義務及び初期契約解除制度（事業法第２６条の２及び第２６条の３） 

主要な移動通信サービス7663の提供に関する契約の締結後に契約締結書面を利

用者に交付しなければならない（事業法第２６条の２）。さらに、一部のサービス

において利用者は、当該書面受領後等から８日間は、電気通信事業者の合意なく

契約解除できることとしている（初期契約解除制度（事業法第２６条の３））7865。 

③ 電気通信業務の休廃止の周知義務（事業法第２６条の４） 

電気通信業務（利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ない電気通信役務に係る

                         
75 「法第２条第２項の総務省令で定める電気通信役務は、電気通信役務の提供を受けようとする者と電気通信事業

者（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第５号に規定する電気通信事業者をいう。以下この条において

同じ。）との間の契約に基づき提供される電気通信役務であって、無線設備規則（昭和２５年電波監理委員会規則

第１８号）第３条第１号に規定する携帯無線通信を行う移動する無線局の無線設備と接続される伝送路設備を用い

る電気通信役務とする。ただし、電気通信事業者と、当該電気通信事業者の提供する携帯音声通信に係る電気通

信役務を利用して携帯音声通信に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者であって当該電気通信役務に係

る無線局を自ら開設していない者との間の契約に基づき当該者に対し提供されるものを除く。」（携帯音声通信事業

者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第２条） 
76 事業法第２６条第１項第１号及び第３号の指定された電気通信役務のことを言い、携帯電話端末サービス（スマー

トフォンを含む携帯電話端末向けに提供される音声付き又は音声のみのサービス）及び無線インターネット専用サ

ービス（タブレット、モバイルWi-Fiルーター等のデータ通信専用の端末向けに提供されるインターネット接続サー

ビスで、携帯電話サービスのアクセスネットワークを利用するもの）が含まれる。 
77 法人その他の団体（法人等）を相手方とする契約であって、営利を目的とする法人等の場合には当該法人等の営

業目的で（その営業のために又はその営業として）営利を目的としない非営利の法人等の事業目的（その事業のた

めに又はその事業として）で締結される契約をいう。 
78  詳 細 は 、 「 電 気 通 信 事 業 法 の 消 費 者 保 護 ル ー ル に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」

（https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/law01_03.html）を参照。 
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ものを除く。）の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、利用者の

利益を保護するために必要な事項について、利用者への周知義務が課されている

（事業法第２６条の４第１項）7865。また、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電

気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、あらかじめ総務大臣

に届け出ることとされている（事業法第２６条の４第２項）7865。 

④ 苦情等処理義務（事業法第２７条） 

主要な移動通信サービス7663の利用者からの苦情及び問合せについては、適切か

つ迅速にこれを処理しなければならない（事業法第２７条）7865。この場合、ＭＶ

ＮＯに寄せられた苦情及び問合せが、ＭＮＯの提供する電気通信役務に関する内

容である場合には、ＭＮＯはＭＶＮＯと協力して対応する必要がある。 

⑤ 不実告知等の禁止（事業法第２７条の２第１号） 

主要な移動通信サービス7663の提供に関する契約に関する事項であって、利用者

の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの79について、故意に事実を告げず、又

は事実でないことを告げる行為が禁止（事業法第２７条の２第１号）されている
7865。 

⑥ 勧誘継続行為の禁止（事業法第２７条の２第２号） 

主要な移動通信サービス7663の提供に関する契約について、勧誘を受けた者が契

約を締結しない旨の意思（契約の締結を断ることに加え、勧誘の継続自体を希望

しないことも含まれる。）を表示した場合、勧誘を継続する行為が禁止（事業法第

２７条の２第２号）されている7865。 

⑦ 代理店に対する指導等の措置義務（事業法第２７条の３） 

電気通信事業者には、代理店の業務を監督する責任者の選任等の代理店への指

導等の措置80を行う義務（事業法第２７条の３）が課されている。 

 

なお、総務大臣は、事業法第２６条、第２６条の２、第２６条の４、第２７条、

第２７条の２及び第２７条の３の規定に違反したときは、総務大臣が業務の方法の

改善その他の措置をとるべき旨の命令を発動することが可能とされている（事業法

第２９条第２項）。 

 

                         
79 「今使っているサービスが終了するので乗り換えが必要」などの契約の締結を必要とする事情（いわゆる「動機」に

当たるもの）に関する事項も含まれる。 
80 措置の具体的な内容は、下記の①から⑦のとおり。 

①媒介等業務（以下この注において「業務」という。）を適正かつ確実に遂行できる能力を有する者に委託するため

の措置 

②業務の実施状況を監督する責任者の選任 

③業務手順等文書（適切な誘引の手段に関する記載を含む）の作成、研修の実施等 

④業務の実施状況の確認、検証、必要に応じた改善等 

⑤利用者からの苦情の適切かつ迅速な処理 

⑥業務が適切に行われない場合に、業務の中止、他の適切な者への速やかな委託、業務の委託契約の変更又は

解除等 

⑦各措置の適正かつ確実な実施のための委託状況の把握 
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(４)その他 

 

ＭＶＮＯは、事業開始の手続をした後は、必要に応じて又は定期的に次の行政手続

が必要となる。 

１）業務協定の認可の申請 

 

ＭＶＮＯの提供する役務の中で外国との間の通信を行うための電気通信設備を他

人の通信の用に供するサービス（すなわち自ら国際間のネットワークを構築して提

供する国際電話サービス）を提供する場合には、外国法人等との間で締結、変更若

しくは廃止する協定又は契約について、総務大臣の認可が必要となる（事業法第４

０条）。 

２）通信量等の報告 

 

上記１）の業務協定の認可が必要となるＭＶＮＯ及び国際間のネットワークにつ

いてインターネットをベースに構築して国際電話サービスを提供するＭＶＮＯ並び

にＭＮＯと接続して音声の移動通信サービスを提供するＭＶＮＯ（自ら料金を定め

る場合に限る。）は、毎四半期ごとに当該国際電話サービスの通信量等を総務大臣に

報告しなければならない（報告規則第２条第３項第７項及び第５条）。 

３）事業開始の届出内容の変更の届出等 

 

電気通信事業者は、事業開始の届出内容の変更時にはその旨を総務大臣に届け出

なければならない。具体的には、氏名又は名称及び住所並びに法人についてはその

代表者の氏名の変更にあっては変更後遅滞なく、業務区域の変更にあっては事前に

届け出ることを要する。また、事業開始の届出の際の添付書類のうち提供する電気

通信役務の種類に変更があった場合には報告を要する（事業法第１６条第２項及び

第３項及び第４項、事業法施行規則第９条及び第１０条）。 

 

電気通信事業者の電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、又は電気通信事業

者について合併、分割若しくは相続があったときは、所定の者が電気通信事業者と

しての地位を承継するが、その場合遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければな

らない（事業法第１７条、事業法施行規則第１１条）。 

 

電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、

遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない（事業法第１８条第１項）。ま

た、合併以外の理由により解散したときは清算人が届け出る必要がある（事業法第

１８条第２項）。 

４）契約数等の報告 
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ア 仮想移動電気通信サービスを提供している契約数が３万以上であるＭＶＮＯ 

 

ＭＶＮＯのうち、仮想移動電気通信サービスを提供している契約数が３万以上
81であるＭＶＮＯは、四半期ごとに仮想移動電気通信サービスの契約数等を総務

大臣へ報告しなければならない（報告規則第２条第１項及び様式第１５の２）。 

 

具体的な報告内容は、次のとおり。 

・提供元事業者名（卸電気通信役務の契約又は接続の協定を締結している事業者

名） 

・区分ごとの契約数（再卸82、ＳＩＭカード型83、通信モジュール84、単純再販85及

びその他86） 

・他のＭＶＮＯに対し、仮想移動電気通信サービスを卸電気通信役務として提供

している場合、他のＭＶＮＯの名称（契約数３万以上と３万未満の別） 

 

本規定は、平成２８年３月２２日の報告規則改正により適用となる。改正前は

ＭＮＯと直接卸電気通信役務の契約又は接続の協定を締結することにより、仮想

移動電気通信サービスを提供している者（以下「一次ＭＶＮＯ」という。）のうち、

契約数３万以上の事業者に報告義務が適用されていたが、報告規則改正により、

契約数が３万以上の全てのＭＶＮＯに報告義務が適用されることとなる。 

イ 仮想移動電気通信サービスを提供している契約数が３万未満である一次ＭＶＮ

Ｏ（他のＭＶＮＯに卸電気通信役務として提供している場合に限る。） 

 

ＭＶＮＯのうち、仮想移動電気通信サービスを提供している契約数が３万未満

である一次ＭＶＮＯであって、他のＭＶＮＯに対し、仮想移動電気通信サービス

を卸電気通信役務として提供している場合には、年度ごとに他のＭＶＮＯの名称

を総務大臣へ報告しなければならない（報告規則第２条第１項及び様式第１５の

２の２）。 

５）電気通信番号の使用状況の報告 

 

電気通信番号を使用しているＭＶＮＯは、毎年度、電気通信番号の使用状況等に

ついて総務大臣へ報告しなければならない（報告規則第８条及び様式第２８の３又

は様式第２８の４）。  

                         
81 仮想移動電気通信サービスのうち、他のＭＶＮＯに提供している契約者数も含む。 
82 仮想移動電気通信サービスを卸電気通信役務として他のＭＶＮＯに提供している場合、その契約数。 
83 ＳＩＭカードを使用して仮想移動電気通信サービスを提供している場合（ＳＩＭカードが製品に組み込まれている

場合を含む。）、その契約数。 
84 特定の業務の用に供する通信に用途が限定されているモジュール向けに提供している場合、その契約数。 
85 ＭＮＯが提供するサービスと同内容の仮想移動電気通信サービスを提供している場合、その契約数。 
86 「再卸」、「ＳＩＭカード型」、「通信モジュール」及び「単純再販」のいずれにも属さない仮想移動電気通信サービス

の契約数。 
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３ 電波法に係る事項 

(１)事業開始の際に必要な手続 

 

ＭＶＮＯは、その事業に用いる無線局を自ら開設しない（１（２）の定義）ことか

ら、無線局免許の申請等の手続を採る必要はない。 

 

無線局の運用の特例制度を活用して、本ガイドラインにおいてＭＶＮＯとみなされ

る者（以下「みなしＭＶＮＯ」という（脚注１参照）。）が無線局の運用を行う場合に

は、ＭＮＯは、みなしＭＶＮＯに対し、あらかじめ、当該無線局の適正な運用の方法

等を説明しなければならない（電波法施行規則第４１条の２の４第１項において準用

する同規則第４１条の２）。また、ＭＮＯは、遅滞なく、みなしＭＶＮＯの氏名又は名

称、みなしＭＶＮＯによる運用の期間等を総務大臣に届け出なければならない（電波

法第７０条の８第２項において準用する同法第７０条の７第２項）。 

 

(２)ＭＶＮＯとＭＮＯの関係 

 

ＭＮＯが無線局を自ら運用する場合には、ＭＮＯは、その運用に係る責任を有する
87。当該運用の責任を担保することが不可能な無線局の開設・運用は認められない。 

 

ＭＮＯが無線局の運用を行う場合には、ＭＶＮＯの利用者が利用する無線設備を用

いる無線局（以下「ＭＶＮＯの利用者が用いる携帯電話端末等」という。）が何らかの

不具合により他の無線システムに有害な混信を与えた場合、その混信の除去を行う責

務はＭＮＯに課せられる。この混信の除去について、ＭＶＮＯはＭＮＯに対し、両当

事者間で締結された契約の範囲内で協力する必要がある88。 

 

みなしＭＶＮＯが無線局の運用を行う場合には、みなしＭＶＮＯがその運用責任を

有し、当該無線局について不適正な運用が行われた場合には、運用停止命令等は、み

なしＭＶＮＯに対して行われることになる（電波法第７０条の８第３項において準用

する同法第７６条第１項）。 

また、ＭＮＯは、みなしＭＶＮＯに対し、必要かつ適切な監督を行わなければなら

ず（電波法第７０条の８第２項において準用する同法第７０条の７第３項）、ＭＮＯが

みなしＭＶＮＯに対して必要かつ適切な監督を行っていなかった場合には、ＭＮＯが

有する無線局免許等が取り消されることもあり得る（電波法第７６条第５項第４号）。 

 

この他、ＭＶＮＯは、ＭＮＯに対して、実際に運用されているＭＶＮＯの利用者が

                         
87 ＭＮＯは、ＭＶＮＯの移動通信サービスの提供に係る無線局の運用についても、その責任を有することになる。 
88 例えば、ＨＬＲを、ＭＶＮＯが独自に持つこともあり得るが、その場合でも、ＭＶＮＯは、無線局の運用に必要な情

報（例：ＨＬＲに格納されている端末の位置登録情報）を契約の範囲内でＭＮＯの求めに応じて提供することが求め

られる。 
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用いる携帯電話端末等の数についての情報も提供する必要がある。 
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４ ローミングに係る事項（電気通信事業法及び電波法関連） 

(１)国内ローミング 

 

電気通信事業者の利用者がその電気通信事業者の業務区域89に属さない区域で、他

の電気通信事業者から電気通信役務の提供を受ける、いわゆるローミングサービスは、

ローミング元事業者及びローミング先事業者の間で業務提携を行うこととなるが、当

該業務提携の中で卸電気通信役務の提供又は接続を伴うこととなる。 

 

この際、上記卸電気通信役務の提供及び接続については、事業法上のそれぞれの規

律に服することになる。また、ローミングサービスの提供を受ける利用者は、ローミ

ング元事業者及びローミング先事業者と個別に契約を締結することとなるが、これら

の電気通信事業者の何れかが①特定の者に対して不当な差別的取扱いを行っていると

き、②電気通信役務に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないた

め、利用者の利益を阻害しているとき、③電気通信役務に関する料金その他の提供条

件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的

事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害しているときは、その

電気通信事業者が業務改善命令の対象となる場合がある（事業法第２９条第１項各号）。 

 

(２)国際ローミング 

 

ＭＶＮＯの利用者が提供を受ける国際ローミングサービスについては、ＭＮＯと外

国事業者等との間で締結されるローミング協定に基づくものである場合には、ＭＶＮ

Ｏにおいて、特段の行政手続を要しない。 

 

ＭＶＮＯが外国で利用する携帯電話端末等を国内に持ち込んで利用する者にサービ

スを提供する場合、当該ＭＶＮＯとの間で卸電気通信役務又は接続に関する協定を締

結するＭＮＯは、国内で当該携帯電話端末等を用いる無線局（以下「外国の携帯電話

端末等」という。）を運用するための許可を得ることが必要である。当該許可の条件は

次のとおりである（電波法第１０３条の５第１項及び第２項）。 

 

① 外国の携帯電話端末等が、ＭＮＯの基地局又は陸上移動中継局と通信を行うもの

であること。 

② 外国の携帯電話端末等が、ＭＮＯの基地局又は陸上移動中継局からの電波を受け

ることにより初めて電波を発射できるものであること。 

③ 外国で利用する携帯電話端末等の技術基準が国内の技術基準に適合していること

（当該端末が海外から持ち込まれるものである場合は、当該端末が我が国の技術基

準に相当する技術基準に適合するものである場合を含む。）が証明されていること。 

                         
89 利用者（電気通信事業者を除く。）との電気通信設備の接続に係る業務区域。 
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なお、国内のＭＶＮＯからサービスの提供を受ける者がその利用する携帯電話端末

等を国外に持ち出させる場合、これに適用される国内規制は存在しないが、ローミン

グ先の国における持ち込み端末に対する規制の対象になることに留意する必要がある。 
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５ 開設計画においてＭＶＮＯによる無線設備の利用を促進する計画を有す
るＭＮＯ 

(１)電波法第２７条の１３第４項の規定に基づき総務大臣の認定を受けた開設計画の

遂行 

 

特定基地局の開設指針において、他の電気通信事業者による無線設備の利用を促進

する計画を有することが認定の要件とされている場合90、開設計画の認定を受けたＭ

ＮＯは、開設計画における他の電気通信事業者による無線設備の利用を促進する計画

に従って無線設備の利用の促進を図らなければならない。 

 

ＭＮＯが、他の電気通信事業者による無線設備の利用を促進する計画を履行してい

ない場合91、これは当該ＭＮＯの基地局などの無線局の免許及び再免許の拒否事由と

なり得る（無線局（放送局を除く。）の開設の根本的基準（昭和２５年電波監理委員会

規則第１２号）第３条第７項）92。 

 

(２)電気通信事業法第９条の電気通信事業の登録等に付された条件の履行 

 

ＭＮＯは、事業法第９条の電気通信事業の登録、事業法第１２条の２の登録の更新

又は事業法第１３条に基づく変更登録の際に付された条件（事業法第１６３条）を履

行しなければならない93。 

 

ＭＮＯが、当該条件を履行しない場合、事案に応じ、総務大臣による業務改善命令

の対象となることがある（事業法第２９条第１項）。 

                         
90 例えば、第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針（平成30年総務省告示第

34号）においては、既存事業者等以外の者又は他の既存事業者等に対する卸電気通信役務の提供、電気通信設

備の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための計画及びその根拠を有していることを開設計画

の認定の要件として定めている。 
91 例えば、第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針においては、認定開設者

は、毎年度の四半期ごと又は総務大臣から求めを受けた場合に、認定を受けた開設計画の進捗を示す書類を総務

大臣に提出しなければならない旨規定されている。当該規定により、認定開設者から提出された書類について、本

開設指針及び認定を受けた開設計画に基づき適切に実施されていることを確認し、当該書類の概要及び確認の結

果をインターネットの利用その他の方法により公表するものとされており、ＭＶＮＯによる無線設備の利用を促進す

るための計画の進捗状況についても当該報告の対象となっている。 
92 当該根本的基準第３条第７号において、「その局が法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局であると

きは、その局に係る開設指針の規定に基づくものであること。」が電気通信業務用無線局の開設に当たっての免許

の要件として規定されている。 
93 例えば、平成２１年６月１０日付け３．９世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する計画の

認定を受けた者が、事業法第９条の電気通信事業の登録又は事業法第１３条の変更登録を受ける場合には、①Ｍ

ＶＮＯによるネットワークの円滑かつ適正な利用を促進すること、②コンテンツ配信事業者等に対しても、ＭＶＮＯに

準じた取扱いを行うように努めること等により、ネットワークの円滑かつ適正な利用を促進すること、③①及び②の実

施状況について、総務大臣に報告することを条件として付しているなど、特定基地局の開設指針における他の電気

通信事業者による無線設備の利用を促進する計画を踏まえた条件を付していることがある。 
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また、ＭＮＯが上記の条件を履行せず、公共の利益を阻害すると認められるときは、

事業法第９条の電気通信事業の登録の取消事由となり得る（事業法第１４条第１号）。 

 

なお、当該ＭＮＯが事業法第９条の電気通信事業の登録の取消しを受けた場合には、

電気通信業務に用いる特定基地局の開設計画の認定も取り消されることとなる（電波

法第２７条の１５第１項）94。 

  

                         
94 このほか、当該ＭＮＯが、①事業法第９条の登録又は変更登録を拒否された場合、②事業法第９条の登録がその

効力を失った場合、③その電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があった場合には総務大臣は、電気通信

業務に用いる特定基地局の開設計画の認定を取り消すことができることとされている（電波法第２７条の１５第２項）。 
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６ 見直し 
 

本ガイドラインは、現時点で想定されるＭＶＮＯのビジネスモデルを前提として策定

したものであり、今後のビジネスモデルの登場などを踏まえたものとする観点や、毎年

度の接続料の検証等を踏まえた算定方法等に係る考え方の一層の明確化を図る観点か

ら、今後、必要に応じて、その内容を見直していくこととする。 
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本ガイドラインに関する問い合わせ先 

 

総務省総合通信基盤局 

 

（全般〔代表窓口〕） 

ＭＶＮＯ支援相談センター（料金サービス課内） TEL.03-5253-5845 

 

（事業法関係） 

電気通信事業部 事業政策課（事業法に基づく登録、ローミング等関係） 

 TEL.03-5253-5835 

             （報告規則関係） TEL.03-5253-5947 

        料金サービス課（事業者間接続、事業者間協議関係） 

 TEL.03-5253-5845 

        データ通信課（事業法に基づく届出関係） 

 TEL.03-5253-5852 

        電気通信技術システム課番号企画室（電気通信番号関係） 

 TEL.03-5253-5859 

 

（電波法関係） 

電波部 電波政策課 TEL.03-5253-5873 

    移動通信課 TEL.03-5253-5893 
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図 ２ 
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ＮＴＴ東西のＦＴＴＨアクセスサービス等の卸電気通信役務 

に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 27年 ２月 策 定 

平 成 28年 ５月 改 定 

令 和 元 年 ５月 改 定 

令 和 元 年 ９月 改 定 

令 和 ５年 ○月 改 定 

 

総 務 省 
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１ 本ガイドライン策定・改定の背景 

平成26年５月、日本電信電話株式会社（以下「NTT」という。）は、東日本電信電話株

式会社及び西日本電信電話株式会社（以下「NTT 東西」という。）が平成 26 年度第３四

半期以降に光アクセス回線の卸売サービス（以下「サービス卸」という。）を提供すると

発表した。 

サービス卸は、情報通信審議会答申「2020年代に向けた情報通信政策の在り方－世界

最高レベルの情報通信基盤の更なる普及・発展に向けて－」（平成26年12月18日。以

下「答申」という。）において、「世界最高レベルを誇る我が国の光ファイバ基盤を利用

した様々なプレーヤーとの連携によるイノベーション促進を通じた多様な新サービス

の創出や、光回線の利用率の向上に資するものであり、我が国の経済成長への寄与も期

待できる新たな取組と評価することができる。」とされている。 

一方で、サービス卸は、電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第33条第２項に規

定する第一種指定電気通信設備を用いて提供する卸電気通信役務であること、また、そ

の役務の提供を受けた電気通信事業者を通じて多数の一般の利用者にサービスが提供

されることが想定されており、その料金その他の提供条件が利用者の利益に及ぼす影響

が大きいこと、さらに、一般の利用者に対する事業者間の競争は、その原価の一部とな

るサービス卸に関する料金その他の提供条件が重要となることから、答申では、「その提

供形態や提供内容によっては、自ら回線設備を設置する事業者による競争に与える影響

を含め、様々な競争事業者との公正競争の確保に支障を及ぼすおそれがある。」とされ、

次のとおり、総務省における対応を求めている。 

① 「サービス卸の提供に当たり、事業者の自主性を最大限に尊重して弾力的・柔軟な

提供を可能とする現行制度の趣旨を踏まえつつ、総務省において、料金その他の提供

条件の適正性及び公平性が十分に確保されるとともに、イノベーションを阻害しない

ことに留意しつつも、外部による検証可能性も含め、一定の透明性が確保される仕組

みの導入を検討することが適当である。」 

② 「サービス卸の提供により電気通信市場の競争環境に影響を与え得る要素として次

のような事例が考えられるため、これらの点に留意し、総務省において必要に応じ適

切な措置を講ずることを検討することが適当である。 

・ 移動通信事業者がサービス卸の提供を受けて FTTH サービスと移動通信サービス

をセットで割り引くこと（セット割引）が想定されるが、この場合、移動通信市場

において課題となっている過度のキャッシュバック等により、利用者に提供される

料金の適正性が実質的に損なわれ、固定通信市場における競争が歪められるおそれ

がある。 

・ また、移動通信市場における禁止行為規制の適用事業者が、サービス卸の提供を

受けて FTTH サービスと自らの移動通信サービスを組み合わせて自己のサービスと

してセット割引を提供することも考えられる。これが仮に正当な理由なく排他的な
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組み合わせで提供されるとすると、当該サービスに関連して自己の関係事業者のサ

ービスを排他的に有利に取り扱うこととなるという点で、「自己の関係事業者のサ

ービスを排他的に組み合わせた割引サービスの提供」と実質的に同様の行為である

と考えられる。」 

また、サービス卸に関しては、その卸電気通信役務の提供を受けた多数の電気通信事

業者等によって活発な営業活動がなされ、特に役務の提供開始当初においては、電気通

信役務の提供を受けて固定通信サービスに新たに参入する電気通信事業者による営業

活動が集中し、不適切な営業活動に係る苦情・相談が増加するとの懸念が示されている

ところ、電気通信事業法における消費者保護ルールの見直し・充実について提言した

「ICTサービス安心・安全研究会 報告書」（平成26年12月）において、電気通信市場

に新たな電気通信事業者が参入した場合であっても、既存の他の電気通信事業者と同様

に、消費者保護ルールの見直し・充実による新たな制度・規律を含め、電気通信事業法

上の義務を遵守する必要があることに何ら変わりがないことに留意することが適当で

あるとされている。 

さらに、上記答申等を踏まえ、電気通信事業法等の一部を改正する法律（平成27年法

律第26号）により、第一種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務に関する事後届出

制及び総務大臣による整理・公表制度や、契約後の書面交付義務、初期契約解除制度、

不実告知の禁止・勧誘継続行為の禁止等の利用者保護規律（消費者保護に関連する規定）

が整備されたところである。 

今般、平成27年２月、サービス卸に関して、上記答申の指摘、関連する法制度の整備

等を踏まえ、NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務（以下「特定卸役務」

という。）について、電気通信事業法の適用関係をガイドラインとして定め、公表するこ

ととしたものである。 

その後、「電気通信事業法の一部を改正する法律」（令和４年法律第70号、令和５年６

月16日施行）により、サービス卸は「特定卸電気通信役務」と位置づけられることとな

ったため、特定卸電気通信役務に関する電気通信事業法の適用関係を明らかにするため、

本ガイドラインを改正するものである。 

 

２ 本ガイドラインの目的と位置付け本ガイドラインの対象となる卸電気通信役務の範囲 

 本ガイドラインの対象となる第一種指定電気通信設備を用いる特定卸電気通信役務

（以下「第一種特定卸役務」という。）は、次のとおりとする。 

・ 多数の一般の利用者に FTTH アクセスサービス等1を提供する電気通信事業者に対し

てNTT東西が提供する卸電気通信役務 

                         
1 例えば、特定卸電気通信役務である光ＩＰ電話（光回線電話を除き、双方向番号ポータビリティが実現されるまでの

ものに限る。）等が該当する。 
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３ 本ガイドラインの目的と位置付け 

本ガイドラインは、第一種特定卸役務を提供する電気通信事業者（以下「卸提供事業

者」という。）2、卸提供事業者から第一種特定卸役務の提供を受ける電気通信事業者（以

下「卸先事業者」という。）3及び卸先事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結

の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者（以下「卸先契約代理業者」という。）4の行う

行為について、電気通信事業法の適用関係を明確化することを目的とし、具体的には、

同法第 29 条の業務改善命令や同法第 30 条及び第 31 条の禁止行為違反に対する停止・

変更命令等の対象となり得る行為、同法第 38 条の２の特定卸電気通信役務の提供義務

及び情報提示義務に係る具体的な考え方等を整理・類型化して例示すること等により、

第一種特定卸役務に関する料金その他の提供条件の適正性・公平性の確保や、利用者利

益の保護、同法の運用の一層の透明化を図り、もって、公正な競争環境と利用者利便の

確保を実現するために定め、公表するものである。 

また、本ガイドラインは、第一種特定卸役務が一般の卸電気通信役務とは異なる特徴

を持つことを踏まえ、第一種特定卸役務に関して現時点で特に電気通信事業法上問題と

なることが想定される行為を整理・類型化して例示するものであり、本ガイドラインと

同様に電気通信事業法上問題となり得る行為を電気通信事業一般について例示してい

る「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」（平成28年５月20日改定。以

下「共同ガイドライン」という。）や、平成28年３月に全面改定され同法における消費

者保護関連規定の内容を解説するとともに当該規定に関連して電気通信事業者等が自

主的にとることが望ましいと考えられる対応について示した「電気通信事業法の消費者

保護ルールに関するガイドライン」（以下「消費者保護ガイドライン」という。）も、第

一種特定卸役務について当然に適用されることに留意が必要である。 

なお、本ガイドラインで列挙される「電気通信事業法上問題となり得る行為」は、あ

くまでも例示であり、電気通信事業者及び卸先契約代理業者の個別具体的な行為が電気

通信事業法の関係規定に抵触することとなるか否かについては、同法の規定に照らし個

別の事案ごとに判断されるほか、本ガイドラインに列挙されていない行為であっても、

業務改善命令等の対象となる場合もあることにも留意が必要である。 

今後、総務省においては、公正競争環境や利用者利便の一層の確保を図る観点から、

第一種特定卸役務に関する新たなビジネスモデルの出現や新サービスの展開といった

変化にも対応しつつ、本ガイドラインを適宜機動的に見直すこととする。 

 

                         
2 平成 28 年５月現在では、NTT 東西がこれに該当する。 
3 平成 28 年５月現在では、NTT 東西から第一種特定卸役務の提供を受けて利用者向けサービスを提供する携帯

電話事業者、ISP、MVNO 等の電気通信事業者がこれに該当する。また、NTT 東西から第一種特定卸役務の提供

を受けた卸先事業者から当該役務の提供（いわゆる再卸）を受ける電気通信事業者も含む。 
4 いわゆる販売代理店等がこれに該当する。 
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３ 本ガイドラインの対象となる特定卸役務の範囲 

本ガイドラインの対象となる特定卸役務は、次のとおりとする。 

・ 多数の一般の利用者に FTTH アクセスサービス等5を提供する電気通信事業者に対し

てNTT東西が提供する卸電気通信役務 

 

４ 第一種特定卸役務に関して適用される電気通信事業法の主な規律 

（１）卸提供事業者に適用される主な規律 

第一種特定卸役務について、卸提供事業者に適用される電気通信事業法の主な規律は

次のとおりである。 

① 指定電気通信役務に関する規律（電気通信事業法第 20 条等） 

第一種特定卸役務は、第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であ

ることから、「指定電気通信役務」に該当するものである6。 

指定電気通信役務については、他の事業者による代替的なサービスが十分に提供さ

れないものであることから、卸提供事業者による不当な提供条件の設定を防止し、料

金その他の提供条件の適正性や透明性を確保するため、契約の相手方との合意がない

場合に適用される「保障契約約款」の事前届出義務（電気通信事業法第20条第１項）

や公表義務（同法第23条第１項）等が課されている。 

② 業務改善命令（電気通信事業法第 29 条） 

指定電気通信役務は、契約の相手方から求められた場合には、保障契約約款に定め

る料金その他の提供条件により役務を提供しなければならないが、当事者間の合意が

あれば、相対契約が認められている。 

この相対契約に関する料金その他の提供条件の適正性等については、例えば、卸提

供事業者が適正なコストを著しく下回る料金を設定することにより、加入光ファイバ

等の設備を設置して電気通信事業を営む他の電気通信事業者を排除又は弱体化させる

結果となる場合等、「他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであ

り、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻

害しているとき」等に総務大臣が業務改善命令を発動することが可能とされており（電

気通信事業法第29条第１項）、これらは、第一種特定卸役務の相対契約の料金その他

の提供条件についても適用される。 

③ 禁止行為規制（電気通信事業法第 30 条、第 31 条） 

                         
5 例えば、特定卸電気通信役務である光ＩＰ電話（双方向番号ポータビリティが実現されるまでのものに限る。）等が

該当する。 
6 指定電気通信役務に該当しないサービスも一部存在する。 
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第一種特定卸役務の提供に当たって用いられる設備は第一種指定電気通信設備であ

り、当該設備の設置者たる卸提供事業者は、公平性等を確保するための規律である禁

止行為規制（電気通信事業法第30条第４項、第31条第２項）の適用対象とされてお

り、第一種特定卸役務の提供の業務についても、特定の電気通信事業者に対する不当

な優先的取扱い等が禁止される7。 

④ 第一種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務に関する制度（電気通

信事業法第 38 条の２及び第 39 条の２） 

第一種特定卸役務の提供に当たって用いられる設備は、他の電気通信事業者の事業

展開上不可欠な第一種指定電気通信設備であることから、当該設備を用いる卸電気通

信役務である第一種特定卸役務に関する料金その他の提供条件等の適正性、公平性を

確保するため、当該設備の設置者たる卸提供事業者は、第一種特定卸役務の提供の業

務を開始・変更・廃止したときは、その旨、卸電気通信役務の種類、料金その他の提

供条件等8の届出義務（電気通信事業法第 38 条の２第１項）が課されている。また、

当該届出に関して総務大臣が作成し、又は取得した情報については、第一種特定卸役

務に関する一定の透明性を確保するため、総務大臣が整理･公表するものとされてい

る（同法第39条の２）。 

更に、第一種特定卸役務は、第一種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務であ

り、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少なくない9ことから、「電気

通信事業法の一部を改正する法律」（令和４年法律第70号）により新設された同法第

38条の２第２号に規定される「特定卸電気通信役務」に該当するものである。 

特定卸電気通信役務については、広く一般利用者が利用するサービスの提供のため

多くの事業者に用いられる役務でありながら、長期にわたる卸料金の高止まりが指摘

されており、十分に競争が働く環境が実現されてこなかった状況を是正するため、役

務提供義務（同号）及び卸先事業者に対する卸料金の算定方法等、契約締結に関する

協議の円滑化に資する事項10の提示義務（同条第３項）が課されており、情報提示義務

に違反した卸提供事業者に対しては、総務大臣は、公共の利益を確保するために必要

な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができ

る（同条第４項）。 

 

                         
7 禁止行為規制適用事業者が禁止行為を行った場合、総務大臣が当該行為の停止又は変更を命令することが可能

とされている（電気通信事業法第 30 条第５項、第 31 条第４項）。 
8 電気通信事業法施行規則第 25 条の７第４号に掲げる事項。 
9 電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ない卸電気通信役務については、電気通信事業法施行

規則第 25 条の７の５で定める。 
10 電気通信事業法施行規則第 25 条の７の６に規定する事項。 
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（２）卸先事業者（市場支配的な電気通信事業者を除く。）に適用される主な規律 

第一種特定卸役務について、市場支配的な電気通信事業者（第一種指定電気通信設備

を設置する電気通信事業者又は電気通信事業法第 30 条第１項の規定により指定された

電気通信事業者をいう。以下同じ。）以外の卸先事業者に適用される電気通信事業法の主

な規律は次のとおりである。 

① 消費者保護規律（電気通信事業法第 26 条等）11 

ここでは概要のみを掲載する。各規律の具体的内容については、消費者保護ガイド

ラインを参照する必要がある。 

・ 契約前の説明義務（電気通信事業法第 26 条）  

・ 書面交付義務（電気通信事業法第 26 条の２） 

・ 初期契約解除制度（電気通信事業法第 26 条の３） 

  ※第一種特定卸役務を利用して提供される電気通信役務は、本制度の対象となるも

のとして指定されている。 

・ 業務の休廃止の周知義務（電気通信事業法第 26 条の４第１項） 

・ 苦情等処理義務（電気通信事業法第 27 条） 

・ 不実告知等の禁止（電気通信事業法第 27 条の２第１号） 

・ 自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止（電気通信事業法第

27 条の２第２号） 

・ 勧誘継続行為の禁止（電気通信事業法第 27 条の２第３号） 

・ その他利用者利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為の禁止（電気通信事

業法第 27 条の２第４号） 

・利用者が遅滞なく解約できるようにするための適切な措置を講じないことの禁止（電気

通信事業法施行規則第 22 条の２の 13 の２第１号） 

・期間拘束契約に係る違約金等の制限（電気通信事業法施行規則第 22 条の２の 13 の

２第２号） 

・ 卸先契約代理業者に対する指導等の措置義務（電気通信事業法第 27 条の４） 

② 業務改善命令（電気通信事業法第 29 条） 

電気通信役務の料金その他の提供条件の適正性等については、例えば、卸先事業者

が適正なコストを下回る料金を設定することにより、競争事業者を排除又は弱体化さ

せる結果となる場合等、「他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすもの

であり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益

を阻害しているとき」等に総務大臣が業務改善命令を発動することが可能とされてお

                         
11 卸先事業者が電気通信事業法第 26 条、第 26 条の２、第 27 条、第 27 条の２及び第 27 条の３及び第 27 条の４

の規定に違反したときは、総務大臣が業務の方法の改善その他の措置をとるべき旨の命令を発動することが可能と

されている（同法第 29 条第２項）。また、同法第 26 条の４第１項に違反した場合、これにより利用者の利益を阻害し

ているときは、総務大臣が業務の方法の改善その他の措置をとるべき旨の命令を発動することが可能である（同法

第 29 条第１項第 12 号）。 
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り（電気通信事業法第29条第１項）、これらは、第一種特定卸役務を利用して提供さ

れる電気通信役務に関する料金その他の提供条件についても適用される。 

 

（３）卸先事業者（市場支配的な電気通信事業者に限る。）に適用される主な規律 

第一種特定卸役務について、市場支配的な電気通信事業者たる卸先事業者に適用され

る電気通信事業法の主な規律は次のとおりである。 

① 消費者保護関連規定（電気通信事業法第 26 条等） 

上記（２）①のとおり。 

② 業務改善命令（電気通信事業法第 29 条） 

上記（２）②のとおり。 

③ 禁止行為規制（電気通信事業法第 30 条） 

卸先事業者が市場支配的な電気通信事業者である場合12、当該事業者は、公平性等を

確保するための規律である禁止行為規制（電気通信事業法第30条第３項）の適用対象

とされており、第一種特定卸役務の提供を受けて行う業務についても、当該電気通信

事業者の特定関係法人である電気通信事業者であって総務大臣が指定するものに対す

る不当な優先的取扱い等が禁止される。 

 

（４）卸先契約代理業者に適用される主な規律 

第一種特定卸役務について、卸先契約代理業者に適用される電気通信事業法の主な規

律は、上記（２）①の消費者保護関連規定のうち、契約前の説明義務、不実告知等の禁

止、自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止及び勧誘継続行為の

禁止であり、卸先契約代理業者はそれらの規律を遵守する必要がある13。また、卸先契約

代理業者に対する指導等の措置義務は、電気通信事業者に課されるものであるが、卸先

契約代理業者においては、当該措置に基づき業務を実施しなければならないという意味

で、間接的に適用される。 

 

５ 電気通信事業法上問題となり得る行為 

卸提供事業者、卸先事業者又は卸先契約代理業者が第一種特定卸役務に関して行う行

                         
12 電気通信事業法第 30 条第 1 項の規定により指定される電気通信事業者をいう。 
13 卸先契約代理業者が電気通信事業法第 73 条の 3 において準用する第 26 条及び第 27 条の２の規定に違反し

たときは、総務大臣が業務の方法の改善その他の措置をとるべき旨の命令を発動することが可能とされている（電

気通信事業法第 73 条の４第 29 条第２項）。 
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為について、別表の左欄に掲げる行為は、同表の右欄に掲げる電気通信事業法の規定（上

記３に記述した第一種特定卸役務に関して適用される同法の主な規律）との関係で同法

上問題となり得るものである。 

６ 消費者保護の充実等の観点から望ましい行為 

第一種特定卸役務は卸先事業者を通じて多数の一般の利用者へのサービスの提供が

想定されるものであり、また、従来電気通信事業法の適用を受けてこなかった新規の卸

先事業者や卸先契約代理業者の参入が想定されるところ、消費者保護の充実を図る観点

から、卸提供事業者、卸先事業者及び卸先契約代理業者においては、本ガイドラインの

遵守に加えて、次の措置を講ずることが適当である。 

・ 卸提供事業者においては契約関係のある全ての卸先事業者に対し、卸先事業者にお

いては契約関係のある全ての卸先契約代理業者及び再卸先である卸先事業者に対し、

本ガイドラインの周知を定期的に行うとともに、その遵守を担保するための措置を講

じること。特に、本ガイドラインが遵守を求める法令に卸先事業者が違反していた事

実が明らかとなった場合には、再発防止及び利用者利益の保護を図るための適切な措

置を講じること。 

・ 卸先事業者においては、本ガイドラインの内容を踏まえ、卸先契約代理業者と連携

しつつ適切な勧誘方法についての業界自主基準等の策定等を行い、卸先事業者及び卸

先契約代理業者においては、その遵守を担保する体制を整えること。 
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（別表） 

電気通信事業法上問題となり得る行為 

 

（１）第一種特定卸役務について卸提供事業者14が行う行為 

電気通信事業法上問題となり得る行為15 該当条項 

① 競争阻害的な料金の設定等 
・第一種特定卸役務の料金等（工事費、手続費等を含む。）について自己の関係

事業者16のみを対象とした割引料金を設定することや、問合せ等に対して自己

の関係事業者のサービスのみを紹介することなど、特定の卸先事業者のみを合

理的な理由なく有利に取り扱うこと。 

※  移動通信市場については、固定通信市場の隣接市場であること及び協調

的寡占の色彩が強い市場であると指摘されていること等から、料金等の水準

が公正競争環境に与える影響が特に大きいと考えられるため、移動通信事業

者(MNO)が卸先事業者になる際、移動通信事業者に対する料金等が同一で

ない場合は不当な優先的取扱い等に該当するおそれが大きく、料金等が同

一でない根拠について特に明確かつ合理的な説明が求められる。 

・第一種特定卸役務の料金等（工事費、手続費等を含む。）について、実質的に

特定の卸先事業者に適用が限定されることが明らかなような大口割引17を行うこ

と。 

・第一種特定卸役務と併せて他の電気通信役務を提供する際に、双方の役務の

料金を区分せずに設定し、又は当該他の電気通信役務の提供を受ける者のみ

に当該第一種特定卸役務を提供（いわゆるバンドル提供）すること。 

・第一種特定卸役務の料金について、競争事業者を排除又は弱体化させるため

に適正なコスト18を下回る料金19を設定すること。 

・第一種特定卸役務の料金等（工事費、手続費等を含む。）について、利用者に

第 29 条第１項第２号 

第 29 条第１項第 10 号 

第 30 条第４項第２号 

                         
14 平成 28 年 5 月現在では、NTT 東西がこれに該当する。 
15 第一種特定卸役務に対しては、表中に記載されている行為の例示のみならず共同ガイドラインに記載されている

例示も適用されることに留意が必要である。 
16 自己の関係事業者とは、電気通信事業法第 12 条の 2 第 4 項第 1 号に規定する特定関係法人をいい、例えば、

自己の子会社、自己を子会社とする親会社、当該親会社の子会社などをいう。なお、この定義は共同ガイドライン

と同じものとなっている。 
17 卸提供事業者が卸先事業者に支払う販売促進費等は、「インセンティブ」「コミッション」といった名称によらず、当

該卸提供事業者による第一種特定卸役務の料金の割引に該当するものとして取り扱われる場合があることに留意

が必要である。すなわち、実質的に特定の卸先事業者に適用が限定されることが明らかなような販売インセンティ

ブ等を設定する行為は、ここでいう大口割引に該当し、電気通信事業法上問題となることがある。 
18 第一種特定卸役務の料金が利用者単位で設定される場合の「適正なコスト」とは、一利用者当たりの接続料相当

額を基本とする額とする。 
19 ここでいう料金は、必ずしも契約約款、契約書等に記載された第一種特定卸役務の料金のみを指すものではな

く、割引等を考慮した実質的な料金を指す場合がある。 

145



11 

 

電気通信事業法上問題となり得る行為15 該当条項 

対する料金よりも高い料金20を設定すること。 

② 提供手続・期間に係る不当な差別的取扱い 

・第一種特定卸役務の提供手続及び提供までの期間について、自己の関係事業

者に比べて提供時期を遅らせるなど合理的な理由がないのに卸先事業者によ

って差が生じること。 

同上 

③ 技術的条件に係る不当な差別的取扱い 

・第一種特定卸役務に係る技術的条件（設備を接続する場合の接続箇所におけ

る技術的条件や受付システムの技術的仕様等）について、合理的な理由がない

のに卸先事業者によって差が生じること。 

同上 

④ サービス仕様に係る不当な差別的取扱い 

・第一種特定卸役務のサービス仕様について、合理的な理由がないのに卸先事

業者によって差が生じること。 

同上 

⑤競争阻害的な情報収集 

・第一種特定卸役務の提供に当たって、卸先事業者の事業計画等（利用者料金

の水準や料金体系、一体として提供しようとするサービスなど）の内容を合理的

な理由なく聴取すること。 

第 29 条第１項第 10 号 

                         
20 脚注 1619 に同じ。 
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電気通信事業法上問題となり得る行為15 該当条項 

⑥情報の目的外利用 

・第一種特定卸役務の提供に関して知り得た卸先事業者の情報を、合理的な理

由なく、自己又は自己の関係事業者の営業目的など、その用に供する目的以外

の目的のために利用し、又は提供すること。 

第 29 条第１項第２号 

第 29 条第１項第 10 号 

第 30 条第４項第２号 

⑦情報提供に係る不当な差別的取扱い 

・自己又は自己の関係者を通じて提供される第一種特定卸役務に係る情報の内

容及び質や、当該情報の提供の時期等について、合理的な理由がないのに卸

先事業者によって差が生じること。 

同上 

⑧卸先事業者の業務に関する不当な規律・干渉 

・第一種特定卸役務の提供に当たって、卸先事業者に対して、第一種特定卸役

務を利用して提供される役務から接続を利用して提供される役務へと利用者を

移転させることを不当に制限すること、又は合理的な理由なく第一種特定卸役務

を利用しない他の役務提供の取扱いをさせないことなど、合理的な理由なく、卸

先事業者のサービス提供を制限すること。 

第 29 条第１項第５号 

第 29 条第１項第 10 号 

第 30 条第４項第３号 

⑨業務の受託に係る不当な差別的取扱い 

・第一種特定卸役務に関する料金請求・回収代行業務等の受託に関して、コス

ト、業務内容、販売数量等の条件が同様であるにもかかわらず、自己の関係事

業者から徴収する手数料に比べて他の電気通信事業者から徴収する手数料を

高く設定する、又は受託業務の提供時期を遅らせるなど、合理的な理由なく、特

定の事業者についてのみ優先的又は不利な取扱いをすること。 

第 29 条第１項第２号 

第 29 条第１項第 12 号 

第 31 条第２項第２号 

⑩正当な理由がない役務提供拒否及び情報提示拒否 

・第一種特定卸役務について、 

１） 卸提供事業者の電気通信役務の円滑な提供に支障があること 

２） 当該第一種特定卸役務の提供が卸提供事業者の利益を不当に害するおそ

れがあること 

３） 当該第一種特定卸役務の提供に関する契約の申入れをした他の電気通信

事業者がその第一種特定卸役務の提供に関し負担すべき金額の支払を怠

り、又は怠るおそれがあること 

４） 当該第一種特定卸役務を提供に応ずることが技術的又は経済的に著しく困

難であること 

といった電気通信事業法第 32 条及び電気通信事業法施行規則第 23 条に規定

する電気通信回線との接続を拒める場合21と同等の正当な理由がないのに、他

第 38 条の２第２項 

第 38 条の２第３項 

                         
21 ①電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき、②当該接続が当該電気通信事業者の利益を

不当に害するおそれがあるとき、③電気通信設備の接続を請求した他の電気通信事業者がその電気通信回線設

備の接続に関し負担すべき金額の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき、④電気通信設備の接続に応ずるため

の電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済的に著しく困難であるとき。 
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電気通信事業法上問題となり得る行為15 該当条項 

の電気通信事業者への提供を拒むこと。 

・第一種特定卸役務の提供に関する契約の締結の申入れを受けた場合におい

て、契約締結に関する協議の円滑化に資する事項22について、 

１） 当該事項が、卸提供事業者が他の電気通信事業者と締結した秘密保持契約

による保護対象である事項のうち、個別の電気通信事業者のみに係る事項で

あることが明らかであること、 

２） 当該事項が、卸提供事業者が提供する役務（卸電気通信役務を除く。）の設

計に関する営業秘密であって、当該事項を提示することにより、卸提供事業

者の競争上の地位を不当に害すること 

といった正当な理由がないのに、当該申入れをした電気通信事業者への提示

を拒むこと。 

※ 単に事業の経営に関する秘密であることのみをもって提示を拒むことは正

当な理由にはあたらない。 

 

（２）第一種特定卸役務について卸先事業者（市場支配的な電気通信事業者を除く。）23が

行う行為 

電気通信事業法上問題となり得る行為 該当条項 

① 競争阻害的な料金の設定等 

・第一種特定卸役務の提供を受けてサービスを提供する際に、第一種特定卸役

務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置する競争事業者を排除又

は弱体化させるために適正なコストを著しく下回るような料金24を設定すること。 

※  移動通信市場については、固定通信市場の隣接市場であること及び協調

的寡占の色彩が強い市場であると指摘されていること等から、利用者料金等

の設定が公正競争環境に与える影響が特に大きいと考えられる。このため、

移動通信事業者（MNO）が卸先事業者になり、第一種特定卸役務の提供を受

けて提供する電気通信役務と自社の移動通信の役務とを組み合わせて料金

設定を行って提供する場合（いわゆるセット割引）において、料金設定につい

て懸念が生じたときには、それぞれの役務の料金について合理的な説明を行

うことが求められる。 

・第一種特定卸役務の提供を受けてサービスを提供する際に（第一種特定卸役

務の提供を受けて提供するサービスとセットで移動通信サービス等を提供する

第 29 条第１項第５号 

第 29 条第１項第 11 号 

                         
22 脚注 10 に同じ。 
23 平成28年５月現在では、NTT東西から第一種特定卸役務の提供を受けて利用者向けサービスを提供する携

帯電話事業者(株式会社NTTドコモを除く。)、ISP、MVNO等の電気通信事業者がこれに該当する。また、

NTT東西から第一種特定卸役務の提供を受けた卸先事業者から当該役務の提供（いわゆる再卸）を受ける

電気通信事業者も含む。 
24 脚注1619に同じ。 
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場合を含む。）、競争阻害的な料金設定や過度のキャッシュバックなどの行為に

より、第一種特定卸役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置する

競争事業者の設備の保持が経営上困難となるおそれを生じさせること。 

②契約前の説明義務の履行不十分 

・消費者保護ガイドライン第２章の解説を参照。 

第26条 

③書面交付義務の履行不十分 

・消費者保護ガイドライン第３章の解説を参照。 

第26条の２ 

④業務の休廃止の周知の履行不十分 

・消費者保護ガイドライン第８章の解説を参照。 

第26条の４第１項 

⑤苦情等の処理の履行不十分 

・消費者保護ガイドライン第５章の解説を参照。 

第27条 

⑥不実告知、事実不告知 

・消費者保護ガイドライン第６章第１節の解説を参照。 

第27条の２第１号 

⑦自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止 

・消費者保護ガイドライン第６章第２節の解説を参照。 

第27条の２第２号 

⑧勧誘を受けた者の意思に反した勧誘継続行為 

・消費者保護ガイドライン第６章第３節の解説を参照。 

第27条の２第３号 

⑨その他利用者利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為の禁止 

・消費者保護ガイドライン第６章第４節の解説を参照。 

第27条の２第４号 

⑨⑩卸先契約代理業者に対する指導等の履行不十分 

・消費者保護ガイドライン第７章の解説を参照。 

第27条の４ 
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（３）第一種特定卸役務について卸先事業者（市場支配的な電気通信事業者に限る。）25が

行う行為 

電気通信事業法上問題となり得る行為 該当条項 

① 競争阻害的な料金の設定等 

・第一種特定卸役務の提供を受けて、自己のサービスを提供する際（卸先契約代

理業者等への委託等による場合も含む。）に、自己の関係事業者（当該市場支配

的な電気通信事業者の特定関係法人であって総務大臣が指定したものに限る。

以下（３）において同じ。）のみを合理的な理由なく有利に取り扱うこと。 

・（２）に同じ。 

第 29 条第１項第５号 

第 29 条第１項第 11 号 

第 30 条第３項第２号 

 

② 排他的な割引サービス 

・第一種特定卸役務の提供を受けて、合理的な理由なく、排他的に自己が提供

する他のサービスと組み合わせて、割引サービスを提供すること。 

・第一種特定卸役務の提供を受けて、合理的な理由なく、排他的に自己のサービ

スと自己の関係事業者のサービスを組み合わせて、割引サービスを提供するこ

と。 

第 30 条第３項第２号 

 

③ 関係事業者と一体となって行う排他的な業務 

・第一種特定卸役務の提供を受けて、合理的な理由なく、自己の関係事業者と一

体となって排他的な業務を行うこと（電気通信役務の提供以外の業務（例：料金

明細書への商品案内の同封、課金・認証等のプラットフォーム機能の管理・運

営）については、当該業務が電気通信役務の提供と密接不可分に関係してお

り、その態様が合理的な理由なく差別的であることにより電気通信市場の公正な

競争にただちに弊害を及ぼす場合に限る）。 

同上 

④契約前の説明義務の履行不十分 

・（２）に同じ。 

第 26 条 

⑤書面交付義務の履行不十分 

・（２）に同じ。 

第 26 条の２ 

⑥業務の休廃止の周知の履行不十分 

・（２）に同じ。 

第 26 条の４第１項 

⑦苦情等の処理の履行不十分 

・（２）に同じ。 

第 27 条 

⑧不実告知、事実不告知 

・（２）に同じ。 

第 27 条の２第１号 

⑨自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止 

・（２）に同じ。 

第 27 条の２第２号 

⑩勧誘を受けた者の意思に反した勧誘継続行為 第 27 条の２第３号 

                         
25 平成28年５月現在では、NTT東西から第一種特定卸役務の提供を受けて利用者向けサービスを提供する

株式会社NTTドコモがこれに該当する。また、株式会社NTTドコモが、NTT東西から第一種特定卸役務の

提供をうけた卸先事業者から当該役務の提供（いわゆる再卸）を受けて行う行為も含む。 
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・（２）に同じ。 

⑪その他利用者利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為の禁止 

・（２）に同じ。 

第27条の２第４号 

⑪⑫卸先契約代理業者に対する指導等の履行不十分 

・（２）に同じ。 

第 27 条の４ 
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（４）第一種特定卸役務について卸先契約代理業者26が行う行為 

電気通信事業法上問題となり得る行為 該当条項 

①契約前の説明義務の履行不十分 

・（２）に同じ。 

第73条の３において準

用する第 26 条第 26 条 

②不実告知、事実不告知 

・（２）に同じ。 

第73条の３において準

用する第 27 条の２第１

号第 27 条の２第１号 

③自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止 

・（２）に同じ。 

第73条の３において準

用する第 27 条の２第２

号第 27 条の２第２号 

④勧誘を受けた者の意思に反した勧誘継続行為 

・（２）に同じ。 

第73条の３において準

用する第 27 条の２第３

号第 27 条の２第３号 

④ その他利用者利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為の禁止 

･(２)に同じ。 

第73条の３において順

応する第 27 条の２第４

号 

※ 卸先契約代理業者への指導等について、二次以降の卸先契約代理業者に対して

は、その委託元たる卸先契約代理業者においてその委託元たる電気通信事業者等と

の関係において必要な措置が講じられていることが必要となる。 

 

 

                         
26 いわゆる販売代理店等がこれに該当する。 
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